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25.反乱鎮圧戦略の挫折牢

一一ケネディとベトナム戦争・一九六三年一一

筑波大学大学院人文社会科学研究科現代文化・公共政策専攻教授松岡 完

はじめに

超大国アメリカが史上唯一の敗北を味わったのが、ベトナム戦争である。戦死者は五万

人千人にのぼり、直接間接にアメリカが被った損害は九千億ドルを超えるともいわれる。

(1)しかもこの敗北は「ベトナム症候群j と呼ばれる深刻かっ広範な後遺症をもたらし、現

在でもアメリカはそこから完全に回復してはいない。 (2)

この戦争は「二五年戦争J rアメリカ最長の戦争」と呼ばれることがある。 (3)一九五O
年、トノレーマン(治的 S.Trwnan)政権による対仏軍事援助開始・軍事援助顧問団 CMilitary

Assistance and Advisory Group)設置を介入の起点と見るからである。それはアイゼンハワ

ー (DwightD. Eisenhower)大統領によるゴ・ジン・ジェム CNgoDinh Diem)の擁立と反共

のベトナム共和国(南ベトナム)へのてこ入れなどをへて、一九六一年、ケネディ (JohnF 

Kennedy)に引き継がれた。その直前、一九六O年末には民族解放戦線 (NationalLiberation 

Front)、いわゆるベトコン (VietCong)が結成され、南ベトナム政府への挑戦が本格化し

たD ケネディは一九五四年のジュネーヴ協定に違反して軍事顧問を増派、南ベトナム政府

への支援を強化し、ベトコンを相手にゲリラ戦争の勝利をめざした。 (4)

一九六二年をつうじて、それは奏功したかに見えた。一九六三年早々、ケネデ、イは年頭

一般教書で[ベトナムで、は侵略の槍先は鈍ったj と声明している。ところがじつはこの年、

南ベトナムはその軍事的な弱体ぶりを露呈してしまった。政治面でも、国内の仏教徒弾圧

に端を発する危機がジェム政権を崩壊に導いた。ピュリツアー賞を受賞した『ニューヨー

ク・タイムズ』のビガート (HomerBigart)記者が命名した「ジェムと浮沈をともに (Sink

or Swim with Ngo Di凶 Diem)J政策がこうして終わっていく。 (5)

マクナマラ (Robe口S.McNamara)国防長官がのちに作成を命じた秘密報告書『アメリカ

ロベトナム関係 一九四五-一九六七年~ C し 1わゆる『ぺンタゴン・ペーパーズ~ )も、

また当時政策決定に関与した人々も、この年がきわめて重大な分水嶺だ、ったと認めている。

第一に、一九六三年一一月のケネディ暗殺後、ベトナム介入がジョンソン CLyndonB 

Johnson)のもとで拡大される基礎閉めが終わった時期としてである口第二に、戦争泥沼化

以前にアメリカがベトナムから手を引けたのに、それをむざむざと逸した機会としてであ

る。 (6)

本稿では、まさに「破綻の一年j と呼ぶにふさわしいこの時期を中心に、ベトナム問題

へのアメリカの対応を検証し、とくに軍事面についてケ不ディのベトナム政策が挫折した

いくつかの要因を探る。第一に、 ベ トナムで展開された国家建設をめぐる戦いへの対処の

限界。第二に、南ベトナムを矢面に立てた形の戦争に付随する焔葬。第三に、政治と軍事

のいずれに力点を置くかについてのアメリカ、とくに米軍の対応。第四に、アメリカ伝統

の戦い方が内在させていた欠陥である。(7)

*筑波法政、筑波大学、 2004年 12月。
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一 国家建設競争の焦点

一九六0年代初め、冷戦は舞台を発展途上地域に移し、しかも激化しつつあった。そこ

を舞台に、ケネディ政権は共産主義者に主導された革命の成功をなんとしても阻止しなけ

ればならなかった。ケネディが、中南米に大規模な援助を与える「進歩のための同盟

(Alliance for Progress) J、世界各地にアメリカの青年たちを派遣する f平和部隊 (Peace

Corps) Jといった新機軸を打ち出したのもそのためである。

当時発展途上地域は「発醇状態Jにあったと、マサチューセッツ工科大学から政権入り

し、ゲリラ対策の専門家を自認していた経済学者ロストウ (WaltW. Rostow) は述懐して

いる。しかも多くの場合、国務省情報調査局長をへて極東担当次官補となったヒルズ、マン

(Roger Hilsman， Jr.)のいう、 i ~地下』戦争J にさらされていた。建設より破壊のほうが
容易なこと、統治経験を積んだ指導者の不足、植民地主義への嫌悪などから、この戦いで

は共産主義の側にかなり分があるとルメイ (C凶 isE. LeMay)空軍参謀総長は強く懸念し

ていた。 (8)

のちに駐サイゴン代理大使、駐日大使となるジョンソン (U.Alexis Johnson)国務次官代

理は、サイゴン着任当時(一九六四年)の南ベトナムを「この国は貧しく、政治的発展は

遅れ、民族的にも宗教的にもばらばらで、一世紀に及ぶ植民地主義と一五年も続いた戦争

からまだ閉復の途上だ、ったj と描写している。ケネディ政権期(一九六一~六三年)もそ

れは同じだ、った マクナマラ国防長官は南ベトナムが、中ソ陣営および北ベトナム(ベト

ナム民主共和国)がもたらす外的な脅威と、ベトコンという内からの脅威にさらされる、

危険かっ重要な戦場だと述べていた。その中でアメリカは反共を国是とし、少なくとも表

向きは自由と民主主義を奉じる国家を建設し、維持しなければならなかったのである。 (9)

ロストウによれば、南ベトナムでは「まるで各省ごとに四Oもの違う戦争が存在してい

るよう j だ、った。イギリスのマラヤ植民地(現マレーシア)反乱鎮圧の立て役者として知

られ、サイゴンでも英軍事顧問団を率いてアメリカに協力していたトンプソン (RobertG. 

K 百1ompson)がし、うように、 「反乱活動が地方のあらゆる地域に蔓延していたjからであ

る。 (10)

元記者で、当時サイゴンの米大使館で広報分野を担当していたメクリン(JohnMecklin) 

は、この戦いの舞台が「水田と村落Jあったとしづ D 全人口のほぼ八~九割が地方に住む

農民だ、ったからである。 (11)だから、一九六二年末から翌年初めにかけて、大統領の要請

で現地を視察したヒルズ、マンと国家安全保障会議 (NS C)の一員フォレスタル(Michael

V. Forrestal) が断言したように、彼らの態度こそが「戦争全体の基本問題Jだ、った。 i地

方で物理的な安全が確保できれば、政府には彼らを守る力があるのだと農民に納得させる

うえで必要な条件をおのずと満たすことになるはずJだと一九六三年四月の『国家情報報

告』も論じた。ところが中央情報局 (C1 A) の報告では、現実にはその農民こそが「ベ

トコンの軍事組織を支える主要な存在Jとなっていた。 (12)

この[本質的には革命の混沌の中から国家を建設する闘しリ (13)を勝ち抜くべく、ケネ

ディ政権が編み出したのが「反乱鎮圧 (Counterinsurgency)J戦略である(特殊戦争 [Specia.l

WarfareJ とも呼ばれる)。ベトナムはケネディの側近ソレンセン(百1eodoreC. Sorensen)' 

がいうように、冷戦の「闘鶏場J(14)だった。それはとりもなおさず、国家建設をめざす

二つの政治戦争が衝突する舞台であることを意味していた。ほかならぬケネディ自身、こ

の戦いが政治戦争であることを十二分に理解していたと、彼の側近たちは異口同音にしヴ。

その背景には、一九六一年のキューパ侵攻失敗(ピッグズ湾事件)以来、ケネディが「軍 n

事的解決策、軍事的進言にほとんど信頼を置いていなかったJことがある。(15) 
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敵である民族解放戦線もこれが政治戦争だと認識しており、事実上「最優先J扱いをし

ていた。兵士たちには徹底した政治教育が施され、彼らは農民を離反させないよう厳しい

規律のもとに行動していたo (16)とくに重要だったのが土地改革である。ジェム政権が土

地改革に失敗したこともあって、農民たちは、苛酷な地主による支配がなく、土地が手に

入り、税金も安い解放戦線の支配地域(解放区)に住むほうを好んでいたとしづ。実際に

解放戦線は一九六三年春の時点で、南ベトナム四四省のうち四二で、徴税を行っていた。 (17)

彼らはさらに農民の生活改善を支援し、彼らの貧富の差や独裁への不満などを利用し、「政

治技術によって軍事的勝利を達成j しつつあった。 (18)

この政治戦争の「鍵Jとして、華々しく打ち出されたのが戦略村計画 i(Strategic Ham1et 

政ogram)Jである。それは「政府が人々に手を差し伸べるというきわめて重要な努力の、

おそらく最大の要因J(28)だとテイラー (MaxwellD. Taylor)統合参謀本部 (JC S) 議

長は述べている。 (19) 

この計画は、イギリスによるマラヤの反乱制圧や、一九五0年代末に南ベトナムで試さ

れ失敗した住民移住計画「アグロピソレ (AgroviIle)Jなどの経験から生まれたものだ、った。

全土に分散して住む約一二00万人ほどの農民を、一万あまりの小村落に移住させる。彼

らに鉄条網や壕、小火器や通信機などの自衛手段を供給し、身分証明書を発行して村内へ

の出入りを管理する。さまざまな行政サービスの提供によって生活水準の向上をもたらし、

政府への信頼と支持を確立する。 (20)

トンプソンによれば、戦略村の基本目的は「物理的にも政治的にも叛徒を民衆から孤立

させること」にあった。具体的には、暗躍するゲリラから民衆を保護し、彼らと政府のつ

ながりを強化し、村落内部の社会・経済・政治的な改革を行うことである。ゲリラ戦争で

はしばしば民衆が水、ゲリラが魚にたとえられるが、戦略村によって「ベトコンという魚

のいる水を干上がらせるJ (メクリン)ことが可能なはずだ、った。 (21)それは明確な前線

が存在しないこの種の戦争に、人為的に前線を創り出す試みだったといわれる。 (22)

加えてそれは農民と政府の間に「新たな政治的関係の基礎を築く j 手だてとして期待さ

れた。戦略村とはまさに「社会的経済的実験j だったのだと、ベトナム報道でピュリツァ

を獲得するAP通信記者(のちにCNN記者として湾岸戦争報道でも名を馳せた)ア

}ネット (PeterAmett) は述べている。ベトコンの脅威にさらされる人々に無私な立場か

ら救いの手を差し伸べ、近代化と民主化という恩恵、を彼らに与えることが、アメリカ人、

とくにケネディ政権のメンタリティに合致していたと指摘されている。 (23)

一九六二年二月の計画開始から一年後には約五千の戦略村に七00万人、地方人口のほ

ぼ六割が居住していた。八月末までに戦略村の総数は八千を超え、地方人口の四分の三、

九五六万人を呑みこんでいた。 (24)もっとも、こうした数字そのものにはかなりの水増し

があり、さらにいえば戦略村の数や政府支配下にある村落の数などは「まったくの虚偽J
だったとヒルズマンは述べている。ベトナムで地方開発などを担当し、戦略村計画も手が

けたフィリップス (RufusC. PhilIips) によれば、政府が挙げる数字と、本当に安全な、ま

ともな戦略村の数の間には「はっきりとした相違Jがあった。 (25)

だが当時、サイゴンからワシントンへの報告を見る限り、 「政府とべトコンの間で展開

されている競争J (ヒルズ、マン)は順風満帆に進んでいた。一九六三年四月、ラスク (Dean

Rusk)国務長官はニュ…ヨ…クで『ベトナムに賭けられているもの (TheStake in Viet-Nam) j] 

と題する演説を行い、 「共産主義者はもはや......農民の海を泳ぐ魚ではない。一つ一つの

茂みはもはや彼らの仲間ではない。彼らはしだいに飢えつつある。ベトナムの農民にとっ

て彼らはしだいに勝者とは見えなくなりつつあるJと豪語した。七月初め、戦略村計画は

「ベトナム政府による包括的な反乱鎮圧遂行の焦点j となり、従来政府の統治に必ずしも
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従l!頃で、なかった山岳民族さえも自発的に山を降り、戦略村に救いを求めるようになったと

報告されている。 (26)

戦略村は、それまで民族解放戦線が地道に築き上げてきた農村での政治工作をいったん

無に帰させたといわれる。この計画によってジェム政権は初めて戦局の主導権を取り戻し、

地方での共産主義者の潮流を止めたようだった。この年五月、いわゆる仏教徒危機が始ま

った時点では「戦略村計画はあらゆる点から見て、地方で共産側からイニシアチブを奪い、d

全力をあげて進行していた。共産側は・ー・・農村の真空地帯を埋める競争ではもはや勝って

いるとは思われなかったj と、当時極東全域でCIAによる工作を統轄しており、のちに

長官もっとめたコノレビー (WilliamE. Colby) は述懐する。サイゴンで仏教徒と政府が衝突

を繰り返した一九六三年夏にいたっても、戦略村計画は「堅実な進歩Jをおさめつつある

とCIAは報告していた。 (27)
しかし一九六三年秋、、ジェム大統領の弟で、秘密警察や与党カンラオ (CanLao)など

を牛耳る実力者ニュー (NgoDinh Nhu) がトンプソンを戦略村「言十画の父」と賞賛したと

き、 トンプソンはこう答えたという。 iこんな子供たちを認知したことはなしリ。戦略村

計画はそれほどの失敗だ、った。 (28)

すでにその一年近く前、ヒルズ、マンとフォレスタノレの自には、四千にのぼる戦略村の多

くは「竹のフェンス以上のものではないj と映っていた。 CIAの情報分析官クーパ…

(Chester L. Cooper)がある戦略村を視察した際、誰一人村内に泊まることを彼に勧めなか

った。たとえそうしようとしても同宿してくれそうな省長はまったくいなかったという。

(29) 

戦略村自衛のために武器を供給すれば、そのままベトコンの手に渡るのが関の山だ、った

と、北ベトナムや民族解放戦線の取材で知られたオーストラリア人記者パーチェット

(Wilfred Burchett) はいう。だから戦略村を守ろうとすればわざわざ政府軍を貼りつけね

ばならず、経費や手間に引き合わない「厄介な存在J (アーネット)と化した。ある外国

人の自に「有刺鉄線」を用いた支配と映ったものは、ゲリラの「竹」による支配の前に敗

れ去ろうとしていた。 (30)

多くの省で状況は深刻なままであり、とりわけ肥沃なメコン・デルタではおおむね「進

捗と見えるものはたいてい幻想Jだったとフィリップスはみずからの失敗を認めている。

一九六三年秋、現地を視察した国務省極東局のメンデンホーノレ (JosephA. Mendenhall)は

トノレーハート (WilliamC. Trueheart)代理大使から、メコン・デルタの戦略村が「滅茶苦茶j

だと聞かされた口のちにベトナム戦争報道でピュリツアー賞を受ける『ニューヨーク・タ

イムズ』のハルパースタム (DavidHalberstam)記者は、メコン・デルタに「戦略村計画と

呼べるようなものは存在しなかった」と述べている。だがそれが本当に判明するのは、ジ

ェム政権が倒れた後のことだった。 (31)

南ベトナム軍の訓練を支援するオーストラリア軍事使節団のセロング (FrancisSerong) 

大佐が、ワシントンに組織された反乱鎮圧対策特別委員会で、語ったところによれば、戦略

村計画は「史上最大規模の人口移動の一つj と呼ぶべき野心的な試みだ、った。だがそれは

政府による強制移住あつてのことだ、った。ノルティング (PrederickE. Nolting， Jr.) 駐サイ

ゴン大使は、自分は強制移住の証拠など見たことがない、かりにあったとしても「ほんの

わずかな程度j だ、ったと述べている。 (32)

しかしこれほど実態と事離した言葉もなかった。ケネディの特別補佐官となった歴史学

者シュレジンガー (ArthurM. Schlesinger， Jr.)は戦略村について「農民たちが時には銃剣を

突きつけられて固いの中に入れられ、そこで強制労働をさせられている刑務所同然の陰気

なJ場所だったと述懐している。彼らを追い立てるために大砲や航空機による爆撃さえ用l
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いられた。 (33)しかも戦略村の建設資金は官吏の懐を潤すのが常だった。彼らは建築資材

などを法外な値で農民に売りつけていたという。 (34)

戦略村の多くはこうして記者たちに「ヴェトコン支援に目覚めた農民たちの臨時キャン

プJ i高価な収容所Jなどと描写されるものに変わった。 (35) r多くの地域で戦略村は、

ペトコンに対抗する新たな希望ではなく、政府の圧政の象徴となってしまったJとメクリ

ンはいう。だからベトコンが戦略村を攻撃し始めたとき 「ロビン・フッドのようにみえ

たのも不思議ではないJと、ある高官はハルパースタムに語つている。 (36)

戦略村計画の考案に貢献したイギリス人のゲリラ戦専門家トンプソンはワシントンを訪

れた際、 「あまりに多くを、あまりに急ぎすぎるj こと、つまり手の拡げすぎに「最大の

危険Jが存在していると警告した。 (37)布や紙に油の染みが拡がるように、じよじょに安

全な地域を拡大しなければならなかったのである。これが「油染み (spotof oilないし oiI

hlot) J理論である。 (38)トンプソンはジェムに一九六三年九月、戦略村計画が「迅速に行

われすぎており、その結果努力を分散させ、あまりに広範な地域に〔戦略〕村が散在して

いるjと戒めた。しかしジェムが行ったのはまさにその逆だ、った。彼自身の言葉によれば、

速度を緩めればそれだけ敵に戦略村を破壊する時間的余裕を与えるからである。こうした

やり方が戦略村を脆弱にし、計画全体が失敗する原因となったと、 『ベンタゴン・ペーパ

ーズJはのちに分析している。 (39)

戦略村計画の「設計者j とも「父Jともみなされたのが、事実上政府の実権をかなり握

っていたニューである。 (40)たしかにアメリカ側の期待どおり、ニューの「精力的な支援J

が重要な役割を演じたことは否定できない。だがニューは政府の支配を地方で強化すべく、

計画全体像の進展や各地の実情などお構いなしに「全土をいちどきに『戦略村』で覆い尽

くすJのに余念がなかったのである。 (41) 

しかも現場に立つ官吏たちは三日間の講座を受けただけで、計画をまるで理解していな

かった。彼らは成績を上げるためひたすら農民を追い立てるか、粉飾した数字をサイゴン

に送った。ニューが計画推進を委ねたファン・ゴク・タオ (PhamNgoc百lao) 大佐は、中

央政府がひたすら自分たちを急かしたのだという o (42)ところがじつはこの人物は解放戦

線のために活動していた。だから彼は南ベトナムの混乱を助長し、政府と農民の離反を促

すため故意に計画を急がせたのだといわれる。とすればその目論見はまさに図に当たった

ことになる。 (43)

より重要なのは、アメリカ側がマラヤでうまくいった計画をそのままベトナムに持ち込

んだこと、しかもこの構想そのものに疑問を投げかけなかったことである口 「概念それじ

たいは素晴らしいものであるにもかかわらず、概念についての理解の欠如と、それを現実

化するのに十分な意欲の欠如が、計画の実施面において重大な阻害要因となっている」と

フィリップスは述べている。 (44)

米軍事援助司令部(MilitaryAssistance Command， Vietnam)のハーキンス (Pa叫 D.Harkins) 

司令官は、のちになっても、要するに「ベトナム人は政府というものをあまり好きではな

いのだJ(45)と片づけていた。アメリカは、失敗を正面から認められないほどこの計画に

賭けていたということかもしれない。さもなくば、ジェム政権のやり方ばかりが槍玉に挙

げられた。その結果、ジェム政権崩壊以後も同じ考え方が堅持されることになった。ジョ

ンソン政権のもとで早くも一九六四年早々、戦略村は f新生活村 (NewLife Hamlets) Jと

名を変えて再び登場する。だ、がノ¥ンフリー (HubertH. Humphrey)副大統領が「ワイシャツ

姿の戦争J(77)と呼んだものは、戦略村計画と同様、惨めな失敗に終わるのである。 (46)
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二 代理戦争が直菌した壁

アメリカのベトナム介入史上決定的な年となる一九六三年は、サイゴンの南西約五0キ

ロの小集落、アフ0 ・パック (ApBac) からの悲報で明けた。それまで米軍事顧問たちは、

神出鬼没のゲリラに手を焼き、彼らと正面から戦える日が来るのを待ち望んでいた。一月

二日、その機会がついに訪れた。ベトコン部隊集結の情報を得た南ベトナム政府軍 (AR

VN) が攻撃作戦を敢行したのである。彼らは武装兵員輸送車、大砲、ヘリコプタ一、戦

闘爆撃機などの支援を受け、圧倒的な数的優位にあった。 (47)

ところが無電を傍受されていた政府軍は、ものの見事に待ち伏せ攻撃を食らう。最初か

ら最後まで戦いの主導権は敵にとられた。政府軍将兵はほとんど泥田に身を伏せたまま、

犠牲を増すばかりだった。この戦いについて関かれた米軍事顧問バン(John Paul Vann)中

佐は、 「みじめな出来具合いだD いつものようにね」と親しい記者に漏らしている。 (48)

ヘリで水回の真ん中に降り立った部隊は、まるでカーニパルの射的の目標だ、った。また、

男IJの部隊は敵の退路を断つべく村の東側に降りるはずが西側に到着し、イ可の貢献もできな

かった。ハーキンス司令官は、敵が逃走したのだから勝利だったと強弁したが、実際は政

府軍はまさに「こっぴどくやっつけられたJ (ヒルズ、マン)のである。 (49)

この「ベトナムでの爆発音Jはサイゴンだけでなくワシントンに共鳴現象を生み、 「ア

プ・パックのトラウマj を生み出したとクーバーはいう。それまでワシントンは楽観的な

空気に匂まれていたからである。ところが突然、ベトナムの戦況が「新聞の一面でとり上

げられ、テレどでも夜のニュースショーでドラマ仕立てで放映されるようになったJと、

UPI通信のシーハン (NeilSheehan)記者(のちにと。ュリツアー賞を受けた)は述懐するD

まさに「寝耳に水J (ハルパースタム)の出来事だ‘った。 (50)

直後の統合参謀本部の報告によれば、ベトコンの戦死者は~O一人。政府軍の戦死者は

六五人、戦傷者は-00人。米軍事顧問も三人が戦死、八人が負傷したD 虎の子のヘリコ

プターも五機が失われ、三機に損害が出た。 I南ベトナム戦争で最も犠牲と損害の多い戦

闘の一つJとなったのである。 (51)ワシントンでベトナム対策省庁問調整委員会の長を

つとめたカッテンパーグ (PaulM. Kattenburg) によればそれは、 「ベトコン・ゲリラが第

二次インドシナ戦争〔ベトナム戦争〕で得た初めての大規模な軍事的勝手IjJだった。これ

を機に、メコン・デルタの住民の多くが公然と民族解放戦線を支援するようになり、全土

で解放戦線に身を投じる者も増えたo (52) 

アフ0 ・バックの敗北は、反乱鎮圧の担い手であるはずの南ベトナム政府軍がし 1かに頼り

にならなし 1かをあらわにし、この戦略の破綻、少なくとも限界を示した。 (53) ゲリラが

相手の場合、正規兵は-0ないし二O対ーの比率が必要だといわれる。 (54) ゲリラの実

数把握は困難をきわめたが、一九六三年初めにはほぼ二万三000万人程度と見積もられ

た。同じ頃、政府軍の総兵力は四O万人近かった(正規軍がほぼ二一万人、民兵が一七万

あまり) 0 (55)南ベトナムの経済力からすれば大きすぎるほどの規模だったともいわれ

る。ところが作戦指揮の誤りから、戦場には実際に!必要とされる兵力の半分ないし三分の

ーほどしか向けられないことが多かった。 (56) テイラー統合参謀本部議長が述懐したよ

うに、本当に戦力となる士宮・下士官の不足という問題もあった。しかも一九六三年をつ

うじて、政府軍の損害は上昇し続ける。 (57)

シーハンは兵士の練度について、 [もし戦争が起こっていなければ十分だ、ったかも知れ

ないJと述懐した。小銃やカービン銃の照準を目標に合わせられる兵士さえわずかだ、った

からである。 I政府が式典を演出できる程度に戦争のやり方を学んでいたら、ベトコンは

何年も前に滅ぼされていただろう j とメクリンも嘆息している。 (58)
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武器も不足していた。かなりの部分が「ベトナムの兵結部で失われていたjからである。

政府の存在と威信を誇示したい一心から、ジェム大統領はベトコン支配地域で政府軍拠点

の死守を命じていた。だがそこがそのまま「ベトコンの沼保J (メクリン)と化していた。

'(59)サイゴンのタクシー運転手が月四0ドルを稼いでいたのに、兵士の月給は一五ドル

ほど。だから彼らは市場で弾薬を売り払い、生活の足しにしていたのである。 (60) アメ

リカが南ベトナムの軍事的増強を図った「唯一の具体的成果Jとは、ベトコンがより高度

な兵器を手にするようになったことだとハルパースタムはいう。一九六四年のことだが、

抗仏・抗米戦争を率いたことで知られる北ベトナムのボー・グエン・ザップ (VoNguyen 

Giap)将軍は、この「アメリカ製武器の補給係と補給施設Jの恩恵、に誠意を表している。

(61 ) 

作戦行動を支えるはずの地図は、一九五四年当時フランス軍が使っていたもの。行動の

基礎となる状況報告は数週間前のもの。ゲリラの情報は手に入らず、逆に政府軍の情報は

敵に筒抜けだ、った。政府内のあらゆる組織に解放戦線の情報員が巣くっていたからである。

(62)一九六二年夏、政府軍は-0回の出動のうち九回は敵を発見できないとニューはお

かんむりだ、った。政府軍が主導権を発揮しようにも ベトコンの基地がどこにあるかさえ

わからなかったからである。 (63)

政府軍兵士は fゲリラと一対ーで戦う危険に脅えてj おり、大部分の時間「休憩j して

いた。夜戦などとうてい無理だ、った。たとえ夜間に出動しでも、基地「付近の土手でうた

た寝ねをするj のがせいぜいだ、ったD だから暗くなればベトコンは自由に動きまわり、好

きなところを攻撃できた。窮地に立った政府軍部隊が応援を要請しでも、空が明るむまで

は何も来なかった。 (64)

それで、も基地から外に出るだけましだ、ったかもしれない 一九六三年春頃になると「戦

争は停止したかのようだ、った。政府軍はまったく行動を起こさなくなったJ(65)とハノレバ

ースタムは述べている。多くの部隊は防御陣地に引きこもったままだ、った。それは「マジ

ノ線 (MaginoLine) J的な考え方に悶執し「地上の長い壁J構築を試みるジェム政権のせ

いでもあった。 (66) また、何度かクーデター未遂事件を経験していたジェムが、許可な

しに一定規模以上の部隊の移動を認めなかったから、臨機応変の対応など望むべくもなか

った。政府軍は「サイゴンの、そしてとりわけジェムとニューの親指で押さえつけられて

おり、何もできなかったj とクーパーは回顧する。 (67)

一九六三年夏に現地情勢を白の当たりにしたカッテンパーグはのちに、当時の政府軍を

[嫌々ながらの軍隊Jと呼んでいる。彼らが「おおむね無能であり、腐敗していたJから

である。軍事援助顧問団のロウニー (EdwardL. Rowny)少将によれば、彼らは「心底から

敵ともみ合いなどしたくないし、十分に安全でいたいと願っており、 本気の戦闘などまっ

たくしたくなしリことを隠さなかった。 (68)しかも、ジェムはみずからの面子を失うことを

恐れ、、激戦の末に多くの損害を出した指揮官を叱棄し、ときに解任し、各部隊に攻勢を

戒めた。 (69)

戦場に出現したのは茶番劇そのものだ、った。政府軍が「戦闘を避ける巧妙な方法を開発J

(メクリン)していたからである。敵のスパイが事前に攻撃を察知できるよう、作戦開始

前にひたすら命令確認の作業をくり返す。行軍中は声高な話し声や不必要な発砲で政府軍

の存在を周囲に知らせる。まず|散の逃げ道を用意し、砲撃で政府軍の到来を予告してから

行動する。ベトコンがし、なくなってから進撃に取りかかる。敵がいないと判明している場

所に攻撃をしかける 要するに、 「唯一の問題j は、 「戦争に勝っていなしリということ、

それ以上に戦争が「戦われてさえいなしリということだ、ったとハノレバースタムはしづ。 (70)

だがそのほうがよかったかもしれない。政府軍が作戦行動をとると、 「べトコンの場合
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と比べても、民衆との関係により大きな害をもたらすことが多かったJ (メクリン)から

である。兵士たちは作戦中に農村から鶏、家鴨、コメなどを盗み、農民の怒りを買ってい

た(ただしベトコンの報復を恐れ、政府軍に協力したのではなく「盗まれた」ことにする場

合もあったという)0 (71)一九六三年秋、ロッジ (HenryCabot Lodge， Jr.)大使は、ジェム

政権による仏教徒弾圧の影響もあって「兵士たちがしだいに攻撃性を失い、人々が戦争遂

行にますます共感してくれなくなる」傾向が見られると懸念している。 (72)

一九六三年の一年間で、三万二千人が部隊から脱走した。若者、とくに農民の息子たち

は徴兵されて遠隔地に追いやられるのを嫌い、むしろ解放戦線に加わるほうを選んだ。徴

兵逃れのために指を切断する若者さえいたという (73)

将校たちの間にも「非常な不満J(74)が感じられていた。ジェム体制への忠誠心だけで

昇進が左右され、無能な者が司令官になることがしばしばだ、ったからである。それどころ

か下手に武勲をおさめれば経歴に傷がつく恐れがあった。有能さゆえに部下の信望を集め

れば、忠誠心を疑われ、すぐに異動させられた口 (75) 

軍首脳の聞にもジェムへの不満は穆積していた。ジェムやニューが彼らに無断で、気ま

ぐれに部隊を移動させていたからである。ベトナムの一等乗客は将軍や大佐ばかりだとい

う冗談があった。 (76) またジェムやニューは、宮殿から各部隊の指揮官や各省長まで直

通の無線電話を設け あらゆる部隊に監視の目を光らせるとともに、彼らの分断を図って

いた。小隊以上のすべての組織にカンラオ党員や心理戦争の要員が張りついていたとパー

チェットはいう。 (77)軍に背かれる可能性を懸念するジェムが、戦闘面の効率を、そして

「反乱鎮圧の努力の効率全体j を損なっていることにアメリカ側も図惑を隠せなかった。

(78) 

さらに大きな問題は、ベトナムで行われている「小部隊による戦争Jに政府軍がまった

く適応できないところにあった。 r陸軍は、小部隊による行動や情報収集に比べると、大

規模な行動と火砲および空軍力の活用に力点を置きすぎているJと、一九六二年末にヒル

ズマンはハリマン (W.Averell Harriman)極東担当国務次官補(のち政治担当国務次官)ら

に報告している。 (79)

太平洋軍司令部 (C1 NCPAC)が報告したように、戦闘を行う場合でも、政府軍は

もっぱらベトコンの主力部隊への直接打撃を目標とする作戦を実施していた。のちに「索

敵撃滅 (searchand des訂oy)J戦略として知られるものの原型である。だが政府の力を誇示

しようと、この種の作戦を行えば行うほど農民の被害が増大した白その結果、メクリンに

よればもともと政府に好意的だ、った者でさえベトコンに傾斜するようになった口並みいる

将軍たちの誰一人「ゲリラ戦争の本質を理解しているようには見えなかったj とコルビー
はし、う o (80) 

一九六三年初め、 「政治二軍事両国の『掃討確保 (clearand hold) ~作戦J が「心強しリ
結果をおさめていると報告されている。だが四月になってもヒルズ、マンは、大規模な戦闘

の追求ではなく、掃討確保作戦と警察力の活用によって、安全な地域をじよじょに拡大す

べきだとラスク国務長官に訴えなければならなかった。政府軍は相変わらず敵主力部隊を

追いかけてばかりで、その問にベトコンは着々と村'落内部に力を築いていた。 (81) 

メクリンは、掃討確保作戦は「最初こそうまくいったのだが、たいてい崩壊してしまっ

た。それは運営のまずさや官吏の腐敗のため、あるいは軍が約束した治安確保に失敗した

ためだったJと述べている。ワシントンはゲリラとの戦い方を十分理解していたのだが可

南ベトナム政府軍が通常戦争的な作戦に依存しすぎていたのだとする者もいる。だが実際

にはアメリカがそうさせたのである。ヒルズ、マンは早くも一九六三年初め、軍が敵兵力の

一掃をめざすやり方にあまりに依存している印象を受けていた。 (82)
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たとえばこの戦いでは民兵や警察が重要な役割を担うはずだ、ったが、まさにそれらが南

バトナム防衛の最も脆弱な部分となっていたD 民兵は政府軍の管轄下に置かれ、ゲリラ戦

争にはそぐわない、通常戦争的な戦略にもとづいて訓練が施されており、しかもその訓練

や装備じたいが不十分だった。彼らの軽視はその後も続き、それが「作戦上の最大の誤り

の一つJだったと、のちに平定作戦(pacification)の責任者となるコーマー (RobertW. Komer) 

は回顧する。 (83)

CIAがベトナムェラオス国境付近の山岳民族を組織化した民間不正規防衛グループ

(Civilian Irregular Defense Group)は一九六二年に軍事援助司令部の管轄となり、やはり正

規軍による在来的な戦争のやり方が導入された。 (84)皮肉なことに、北ベトナム正規軍

iこも同じ傾向があり、彼らは南で展開されているゲリラ戦争にはまったく不向きだ、ったと

いう。 (85)

しかしヘリ、大砲、装甲兵員輸送車などで南ベトナム政府軍の「筋肉増強J (メクリン)

を促してきたのは、ほかならぬアメリカだった。 (86) ケネディ政権発足以前から、 「局

地的規模でのゲリラ戦争Jに対処するのに必要な兵力ではなく「通常兵力の建設j が優先

されてきたと、マクナマラ長官のもとでベトナム政策形成に関与したパンディ (WilliamP. 

Bundy) 国防次官補代理はのちに述べている。 (87)一九五0年代以降一貫して米軍事援

助顧問団は、北からの侵略、つまり朝鮮戦争型の戦いに備えて政府軍を強化してきたから

である。 (88)

アプ・バックの敗戦は、政府軍を「まず効果的なプロの軍隊に変えるJ必要をアメリカ

に痛感させたとクーバーは回顧する。とくにベトナムに「欠けている最も重大なものJと

して着目されたのが「包括的な計画j である。そこで、ハーキンス司令官のいう「真の全国

的努力Jが必要となった。 (89)r南ベトナム総合計画 (ComprehensivePlan for South Vietnam) J 

および「全国作戦計画 (NationalCarnpaing Plan) Jがこうして登場した。それは一九六五

年までの勝利を目標に「一元化した政治・経済・軍事作戦の実施としづ概念」を具現化し

たものだ、ったとテイラ一統合参謀本部議長は回顧する。この計画にもとづいて、 「空軍の

ザ部を除いて、全員を訓練するJ (ハーキンス)はずだ、った。 (90)

だが結局それは、政府軍をほぼ四六万人に増強する程度の策に終始した。 (91)政府軍

の質的な改善はきわめて緩慢だ、ったし、彼らが反乱鎮圧戦略を担えるほどの能力を持つこ

とはなかった。苛立つ米軍事顧問たちはじよじょに「脇にどいていろ。俺が自分で、やって

やるJ (クーパー)という態度をあからさまに示すようになる口 (89) 

とコーマーはいう こうして戦争のアメリカ化は、ワシントンの政策決定者や軍首脳の問

でも、そしてベトナムの戦場でも、着実に進んでいくのである。 (92)

三政治と軍事の相克

ホイーラー (EarleG. Wheeler)陸軍参謀総長は一九六二年秋、 「一部では、東南アジア

における問題は軍事的というより主として政治的、経済的なものだという論調が流行って

いる口だが私は賛成しない。ベトナムの問題の本質は軍事的なものなのであるj と述べたロ

ケネデ、イ政権の方針に真っ向から反対したのである。 (93)

ところが同じ人物が翌年初めには、 「この戦いは古典的なゲリラ戦争であり、そこでは

軍事・政治・経済面の努力が組み合わさっているJと述べている。同じ頃、ハーキンス司

令官はベトナムが[米軍にとって対ゲリラ戦術の実験の舞台となったJと述べ、ジェム大

統領に対しでも「軍事的努力は戦いの半分でしかなしリと訴えた。どうやらケネディ政権

発足以来、新しい戦争への適応をめざして行われてきた教育的努力が実を結びつつあるよ
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うに見えた。 (94)

しかし、大使館や軍事援助司令部などはこの種の戦争が支配する領土の多寡ではなく民

衆の支持を競いあうものだと論じていたが、その多くは「リップサービスj にすぎ、なかっ

たとメクリンは述べている口ハーキンスを筆頭に「米軍部は農村での政治闘争を行おうと

いう CIAの構想、に耳を貸さなかったJ とコルビーも批判している。~ベンタゴン・ペ~
パーズ』によれば、現場の米軍事顧問たちもおおむね、これが政治戦争だとしづ議論に強

い反発を示していた。彼らは勝手気ままに「撃ち合いの戦争」を行い、 i ~反乱鎮圧』概
念の政治的側面などすっかり忘れ去っていたj とヒノレス、マンはいう。 (95)

しかし、軍事を政治に優先させる傾向は、ベトナムでの戦い方にすでに決定的な影響を

及ぼしていた。米軍は反乱鎮圧戦略にもとづく自己変革を、形ばかりのもの以上は拒んだ。

彼らはベトナムの実情など無視して、第二次世界大戦や朝鮮戦争のような通常戦争的な対

処、すなわち大規模な作戦による敵兵力の磯滅に終始したのである。 r対ゲリラ戦術は教

えられたが、無視されたj とソレンセンは述懐する。 (96)対ゲリラ戦の担い手として鳴

り物入りで投入された米特殊部隊(グリーン・ベレー)は軍内部では{ケネディ夫人の小

銃隊j と邦検された。一九六三年末の段階では-00人程度に減らされてしまった。 (97)

ベトナムでは、ハーキンス司令官が生涯を通常戦争の中で過ごした経験から、この「アメ

リカ式戦争Jを推進していたo (98) 

ケネディ自身、それを知らなかったわけではない。側近に向かつて彼は、 「国務省も国

防省もみな、ベトナムにおけるわが国の役割は軍事的でなく政治的でなければならないこ

とを忘れているようだ」と不満を漏らしていたという口大統領の弟で司法長官のロパート

(Robert F. Kennedy)ものちに、 「われわれの行動の政治的次元については誰もが知ってい

るようだが、それが必要な優先扱いはされないことがしばしばだ、ったJと反省している。

(99) たしかにワシントンでは中国の毛沢東やキューパ革命を成功させたゲ、パラ (Emesto

Che Guev訂 a) 、北ベトナムのザップ将軍らの著作が飛ぶように売れた。だがはたして何人

が実際に読破したか、また理解したかは疑問だ、ったという。(100) 

だからこそ、一九六二年末から翌年初めにかけて現地に赴いたヒルズマンは、ベトナム

で勝利をおさめる前提条件の一つが「戦争を過剰に軍事化しないことJだと力説しなけれ

ばならなかった。フィリップスは九月になっても、これが「輩事的な戦争ではなく政治的

な戦争」、つまり「ベトコン相手の戦争というより人々の精神を争う戦争j なのだと訴え

ていた。 (101)

軍事的対策が優先された理由は単純だった。南ベトナム全土が軍事的脅威にさらされて

いたからである。 iインディアン〔先住民〕がまだそのあたりにいるのに、柵の外でトウ

モロコシを植えるのは非常に困難である。まずインディアンを追い払わなければならないJ

というのが、テイラー統合参謀本部議長の弁である。 i現地の農民指導者が組織的に殺さ

れている状態では、土地改革計画を実施することはできなしリとマクナマラも述べた。 (102)

だから政治・経済・社会的なプ口ジェクト推進も、究極的な勝利に不可欠なジェム政権の

自由化も、まず「ほどほどの治安確立j がなければお話にならなかった。軍事面と政治面

のバランスに苦慮するノルティング大使も、軍事的方策は「本当の仕事J、つまり経済・

政治・社会的な計画促進のための「手段Jだと考えていた。統合参謀本部のベトナム視察

団がいうように、軍事的成功こそが「主として政治的・経済的成長にとって好ましい条件

を確立するのに必要Jな前提条件だった。 (103)

ジョンソン国務次官代理がし 1うように「わが国の法律と伝統が、軍人を政治から遠ざけ、

しかも彼らは戦争が始まれば政治は終わりだと教え込まれているJ (104) のだとすれば、

やむをえないことだったかもしれない。だが忘れてはならないのは、こうした傾向をいっ
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そう強めたのは、ケネディが一九六一年に開始した介入拡大政策だったということである。

トナムが軍事問題化するのを黙認したことがケネディ「大きな誤り J(185)だったと、シ

ュレジンガーはのちにベトナム戦争の経緯と教訓を検討する上院外交委員会の公聴会でい

っている。 (105)

その一因は、ベトナムに限らず「共産ゲリラや版徒と戦うのに必要な軍事的重荷が-一-‘・

ペンタゴン〔国防省〕に委ねられたJ (ソレンセン)ことにある。ノノレティング大使によ

れば、ラスク国務長官が軍事偏重のベトナム政策形成に不満を抱かず「けっしてベトナム

に足を踏み入れなかったj ために、マクナマラが「ベトナム政策決定の隙間を埋めたJの

である。だがそれは一九六0年代前半、ベトナム介入拡大の局面で大きな意味を持ってい

たと指摘されている。 (106)

ザ九六三年初め、ベトナムを視察したホイーラー将軍らは、この戦いに政治・経済・社

会的側面が絡み合っていることを「ジェム大統領は十分に理解しているが、部下の多くは

そうではなしリと報告している。ノルティング大使も、 「ベトナム人官吏の一部は、基本

は政治だというこの戦争の特質にさほど敏感ではなしリと、むしろジェムに同情的だった。

(107)だが「政府の軍事・経済・政治計画を統合するのにジェムが直面している困難J (テ

イラー)を解決できなかった責めはやはりジェム自身が、そしてそうさせたアメリカが負

うべきものだ、ったろう。しかもその政治的欠陥が深刻になればなるほど、ジェム政権は軍

事的手段に依存せざるをえなかった。 (108)

政治的側面の重要性を訴え、米軍の現状がゲリラ戦争に対処できないことを憂う声も皆

無で、はなかった。しかし彼らは米軍内では少数派で、しかも冷遇された。 (109) フオレス

タルは「戦争を通常戦争に、そしてアメリカの事業に変えるj のはいわば「べンタゴンの

抑えがたい本能Jなのだと述べたことがある。それは米軍にとってそーゼの『十戒』のよ

うなものだ、ったとさえいう。 (110) 

ケネディ政権が新たな挑戦として強調した民族解放戦争など、ギリシャでもフィリピン

でもマラヤでもキューパでも展開されてきた「古くからあるゲームの新しい名前j にすぎ

ないと、テイラーは鼻であしらっている。眼前にゲリラ戦争が展開されていることなどお

構いなく、米軍は敵である民族解放戦線もまた通常戦争を行おうとしているのだという前

提に立ち、過去二世紀にわたってみずからが育成してきたやり方を、なんの疑問もなくベ

トナムに適用した。 (111) 

通常戦争への傾斜は一九五O年、つまりアメリカがフランスへの軍事援助を開始したと

きに始まっていた。一九六0年代半ばまで、平定作戦はいわば「通常戦争という犬のちっ

ぽけな尻尾Jのような扱いを受けたとコーマーはいう。民心を得る努力など、文民に任せ

ておけばよい、というわけである。(112) フランスの失敗についてある米将軍は「殺し方

が足りなかったのだj とうそぶいたという。 (113) 

ボール(GeorgeW. Ball) 国務次官が回顧するように、ベトナムは「多くの者にとって、

朝鮮戦争の繰り返しに見えた。それは一九六0年代初め、まだ鮮烈な記憶だ、ったJ0 (114) 

いやそれどころか クノレラック (YictorH. Krulak) 少将のように、第二次世界大戦におけ

る欧州戦線のイメージを抱いていた者も少なくない。しかも彼は新しい種類の戦争につい

て学ぶ姿勢を示し、ケネディ兄弟が期待を寄せた数少ない将軍の一人だ、った。(115) とす

ればあとは推して知るべしであろう。のちにベトナムで五O万を超える米軍を率いること

になるウエストモーランド (WilliamC. Westmoreland) も、自分たちが「第二次世界大戦の

レンズを通してJこの戦争を見ていたという。それも、 「反乱鎮圧という状況における通

常戦争的な軍の考え方の弱点Jが正されなかった結果である。(116) 

しかも朝鮮戦争の経験は、反乱鎮圧を含む限定戦争、つまり政治的考慮、に縛られた窮屈
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な戦争への5郎、嫌悪をもたらしていた。ノレメイ空軍参謀総長はのちに、限定戦争という「間

違った、非現実的Jな考え方がアメリカの軍事戦略・態勢を支配していると苦々しげに述

べている。反乱鎮圧戦略、つまり「文民製かっ文民主導による軍事カの中途半端な適用J

(カッテンパーグ)を軍に押しつけるケネディ政権、とりわけマクナマラ国防長官への強

い反発が生じたのも無理はない。 (117)

ケネディ大統領は一九六三年七月の記者会見で、この戦いを i-O年も続いてきた内戦J

と呼んでいるD だがケネデベ政権内部には、この戦争について二つの相反する理解があっ

たD 第一に、共産主義者による革命の輸出、つまり侵略が引き起こしたと見るもの。第二

に、古くからの内戦が再発したとみなすものである。(118) 

政権内で、優勢だったのは前者、つまり北朝鮮軍が北緯三八度線を超えて突如南進したの

と同じく、南ベトナムの内戦と見えるものは北緯一七度線の北からの攻撃にほかならない

という見方だ、った。ラスク国務長官は一九六三年四月、それを「北ベトナム〔ベトナム民

主共和国、現在のベトナム社会主義共和国〕によって組織され、指揮され、部分的に物資

補給を受けている侵略Jと呼んだD ルメイはのちに、ベトナムでの戦いは「今日共産主義

者が用いている戦略の典型的かっ明々白々な一部分」であり、 「計算ずくの侵略Jだと断

言している。 (119) 

ベトコンが南ベトナム自生の運動だというのは「虚構J (ヒルズマン)にすぎない口そ

れどころか連中は「たんなるハノイの手先j だというのがワシントンの常識だ、った。外か

らの侵略である以上、アメリカの行動も正当化されるはずだったとボーノレはいう。共産陣

営は手を変え品を変え一一一「西ベルリンに対しては脅迫、台湾海峡では通常戦力による攻

撃、韓国では侵略、ラオスでは反乱、コンゴでは蜂起、中南米では浸透 そしてベトナム

ではゲリラJ (ソレンセン)一一つねに正当な、自由な政府を倒そうとしているので、あっ

た。 (120)いや、ロッジ駐サイゴン大使にいわせれば冷戦すらこの紛争とは無関係だ、った。

「それはイデオロギーの問題で、はなかったD 北が南を征服しようとしたのであるJと彼は

回顧している。(121) 

当時、外部からベトコンへの補給は、ほぼ三割が海路、七害IJが陸路経由といわれた。 (122)

ロストウによればそれは、反乱鎮圧の遂行を阻害し、アメリカの士気を阻喪させ、サイゴ

ンの政治的混乱を増大させるなど"，，¥くつもの効果を持つ「安上がりな装置Jだ、った。 (123)

とりわけベトナム=ラオス国境付近を南北に走る人員や物資などの浸透経路、いわゆるホ

ーチミン・ルート (HoChi Minh Trail)が重要だった。米軍部などではこれを「ハリマン記

念高速道路 (AverellHarriman Memorial Highway) Jと邦検する者がし、た。ハリマンの尽カ

で一九六二年七月にジュネーヴ協定が成立、ラオス内戦がいちおう終息したものの、ラオ

ス領内の共産勢力もホーチミン・ルートも手っかずで、残ったからである。 (124)

ノ¥ーキンス司令官は、 「ラオスとカンボジアが存在する限り、国境問題は残るJと断言

した。とりわけ頭痛の種はラオスだった。 iラオス問題に本気で取り組まない限り、カン

ボジアにおける国境監視問題は本質的に机上の空論にすぎなしリとさえいわれた。 (125)

逆に、 「もしラオスヱベトナム国境を封印できれば、ベトコンの戦争遂行を大きく阻害す

ることができるはずJだった口そうなればゲリラは物資や人員を南の国内に頼らざるをえ

ない。だがアメリカのてこ入れとジェム政府の進歩で、それは困難になっている。米軍内部

にはこうした皮算用が生まれていた。 (126)

だが浸透を問題にすることじたいに「失敗の言い訳j や「エスカレーション賛成論jが
含まれているのをケネデ、イは知っていたとヒルズマンはいう。実際のところゲリラは兵力

も物資も南の農村から手に入れていたのであり、南の農民たちがそれを支えていた。 (127)

だがロストウによれば、たとえ少数でも北からやってきた幹部たちが「ベトコンの努カの
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骨格を形成Jしていること、したがって「ベトコンにとって数からいえば不釣り合いなほ

どの価値Jがあることが重要だ、った。 (128)

だが「ラオスからの浸透を止めるのはきわめて困難」だと、ハリマンの補佐官ジョーデ

ン (WilliarnJorden)はいっている。ベトナムェラオス国境の上空を飛んでみればよい。「何

マイルにもわたる山々と険しい峡谷が眼下に折り重なっている。地域全体が、踏み入るこ

ともできないほど繁った森に覆われている。ときおり小屋が見え、あるいは三っか四つの

小屋の群れが目にとまるが、それがどこかは特定できない。-一・・・ラオス国境がどこにある

のか、誰にもまるでわからなし'1J 0 (129) 

だがケネディが宇宙開発について述べた「容易だからではなく、困難だからj 月面到達

に挑戦するのだとしづ精神は、ベトナムでも遺憾なく発揮された。一九六一年末以来、ベ

トナムヱラオス国境付近に住む山岳民族に武装を与え 彼らを訓練し、国境監視やゲリラ

の追尾などにあたらせたのもそのためである。ベトナムに限らず 発展途上地域で「グリ

ーン・ベレーのような兵力J (ジョンソン)を養っておくことが肝要だった。紛争への活

用だけでなく、場合によっては米軍が使えないような第三国にも投入できるからである。

(130) 

国境外からの脅威を根本の問題と見る限り、侵略の源泉、つまり北ベトナムへの攻撃を

求める声が出るのは時間の問題だ、った。ケネディ政権でまず検討されたのは北ベトナムで

の隠密作戦である。だが一九六三年四月、ヒルズ、マンは、それは「ある段階では効果的な

反乱鎮圧計画を補完するものとして役立つJかもしれないが、そうした計画に「効果的に

代わるものにはならなしリと警告した。同じ頃、 トンプソンはケネデ、ィに、破壊工作など

のために送り込まれた南ベトナム人たちは「アマチュアJにすぎず、 r~ヒベトナムのプロ
による国防・治安・諜報対策を相手に、しかも彼らのホームグラウンドではj太刀打ちで

きないと報告している。 (131) (227) 

ケネディ暗殺直前の一一月二O日、ホノルノレでマクナマラ国防長官を中心に行われたベ

トナム対策会議でも、具体的な対北ベトナム作戦計画が検討された。のちにジョンソン政

権下で i34A作戦計画 (Plan34A) Jとなり、いわゆるトンキン湾事件のきっかけをつく

ったものである。しかもそれに先だ、つ数カ月間、工作員の潜入、宣伝ビラの散布、情報収

集や破壊活動など、南ベトナム人による小規模な隠密行動が実施されていたが、効果はた

いしてなかったとマクナマラは回顧する。 (132) ) 

北ベトナムへの公然たる攻撃もケネディ政権下で、とくにラオス情勢の緊迫化と歩調を

合わせて計画立案が進められた。ケネディの死とともに、 「肥やしの山に目を向けねばな

らないのに、蝿を打とうとしているJ (ノレメイ)ことへの苛立ち、そして北ベトナムを直

接叩きたいという欲求が急激に強まっていったのである。(133) 

四 アメリカ式戦争の限界

テイラー統合参謀本部議長がいうように、ベトナムは、ゲリラ戦争への対処法にかんす

る「現在進行中の実験室j だ、った。大成功をおさめた実験の一つが、一九六一年末に導入

されたヘリコプターである。まず輸送ヘリ、ついで武装へリとしづ新兵器はこの「戦争に

劇的なまでに新たな次元をもたらしたj とメクリンはいう D ヒルズマンによればとくに最

初の数カ月、ベトコンは逃げまどい、ときに隠れ場所から飛び出して政府軍の餌食になっ

た。こうしてヘリはベトナムにおけるアメリカの軍事的存在の象徴となった。 (134)

えとりわけヘリの利点は政府軍部隊をいたるところに運べる「ファンタスティックな機動

力J (ヒルズ、マン)にあった。空中からの敵発見の知らせから反応時間は「劇的に短縮j
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した。従来容易に近づけなかった地域にもベトナム軍を輸送し、ゲリラから戦闘の主導権

を奪えるようになった。(135) この「空中機動力j がまったく新しい戦争のスタイルを出

現させ、これ以降の展開を支配したとさえいわれる。 (136)

しかしベトコンが逃げまどうのを止め、勇敢に立ち向かうようになると、ヘリの効果は

急速に失われていった。彼らは、さしものへリが十分活躍できないジャングルの奥深くや

山岳地帯でカを蓄え、ヘリの着陸予定地点に待ち伏せ攻撃をかけた。対空砲火によるヘリ

の損害もしだいに増えた。 (137) トンプソンもケネデ、イに、ヘリの活用は「ベトコンの集

結を阻止し、ベトコンを驚かすには有益な道具だが、大規模な勝手Ijにはつながらなしリと

指摘した。一九六四年早々のことだが、解放戦線のグエン・フー・ト (NguyenHuu Tho) 

議長は、戦略村の破綻と並んで、ヘリの効果が失われたことを、アメリカが展開する特殊

戦争の動揺を示すものだと述べている。解放戦線は、一九六二年末までには主導権を取り

戻しつつあった。 (138)

ヘリが駄目なら、国定翼機(戦闘爆撃機など)を用いた空爆という手だてがあった。空

爆はべトコンが作戦遂行のため集結するのを阻止するうえで「不可欠j だとトンプソンも

いっている。 (139)夜明けから日没まで、ひとすじでも煙が立てば爆弾の雨が降った。と

くにナパーム弾の投下について、ハーキンス将軍は、 「神の恐ろしさをべトコンに叩き込

むJ兵器として「非常に効果的Jだと激賞したo (140) 

もっとも空爆の効果には異論もあった。ベトコンが住民の中に紛れこんでいる以上、住

民のいる地域を対象とせざるをえない。ゲリラそのものが空爆にどれほど脆弱かも疑問だ

った。 iこれが政治戦争だということを忘れてはならなしリとハリマンはノノレティングに

伝えている。ルメイ空軍参謀総長ものちに、 「ゲリラ戦争では空軍ができないこともやは

り多しリと渋々認めている。 (141) 

だがそれでも米軍首脳は空爆に固執し、批判に反発した。空爆が「無差別殺人Jだとす

る非難は当たっていないし、ベトコンがテロを続けていることを考えても、ある程度の犠

牲はやむをえない。また、通常の戦闘活動以上に空爆が住民の離反を招いたとしづ証拠も

ない。 (142)軍事援助顧問団の空軍要員を率いるアンシス (RolandH. Anthis)准将は、「現

段階で空軍の役割を縮小することほどベトコンの利益につながることは考えられないJ
(253)と述べている。 (143) ケネディ政権内部にはこうした空爆信仰が蔓延しており、ア

メリカの空の戦争が実質的に始まっていった。そこには空からの攻撃が「現段階ではベト

コンの拠点にまで到達できる唯一の戦力J (ハーキンス)だという切迫した事情もあった。

(144) 

いっぽうベトナムの大地でも、火力と機動力を両輪とするアメリカ式戦争が展開された。

とりわけ機動力発揮の担い手となったのが、水陸両用のMl13装甲兵員輸送車である。ヘ

リと並ぶMl13の導入によって解放戦線側がかなり苦しめられたことは事実である。ハー

キンス司令官はこの「素晴らしい優秀な戦闘車両jが敵に大損害を与えたと絶賛した。 (145)

だがヒルズ、マンは「大規模作戦、火砲、空爆、鈍重な大隊規模の部隊j への依存に警鐘

を発した。 (146)あるアメリカ人のゲリラ専門家によれば、ゲリラ戦で最善の武器はナイ

フ、次善がライフノレだった。最悪なのは爆撃機、それに次ぐのが大砲である。そもそもゲ

リラを相手の政治戦争で砲爆撃を用いることじたい、政府側が敗れつつある何よりの証拠
だ、った。 (147)

しかし、大規模な戦いを挑み、大兵力と猛烈な火力によって敵を完全に屈服させる伝統

は、南北戦争にまでさかのぼれるとしづ。これほど根深い「大規模戦闘J症候群は、一朝

一タには改まらなかった。(148)のちにロバート・ケネディは アメリカが過去二O年に

わたる「新しい戦争」の教訓をまったく無視し、政治的側面とは無関係に通常戦争、空爆、
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科学技術、軍隊に頼ってきたと指摘している。機動力を高め、政府軍の指揮官たちの質も

向上させれば、戦場でベトコンが享受している兵力面の優位を打破できる。政府軍はより

攻撃的になり、夜も彼らのものではなくなる。アメリカはこう期待していた。 (149)

ベトナム戦争で最も悪名を馳せた兵器の一つが、枯葉剤である。一九六二年には五六八

円エーカー、六三年には二万四九四七エーカーの土地に散布された(合計では五二二万九

四八四エーカー) 0 (150)その目的は道路・運河沿いや軍事施設の付近などからゲリラが

身を潜められる場所をなくすこと、ゲリラが食糧を入手できないようにすることである。

現地を訪れたフォレスタノレも、この点で薬剤散布には「明瞭な軍事的価値Jがあると認め

ている。 (151)

だが一九六三年の段階で、いくつかの限界も指摘されていた。隠れ場所をなくすために

は、入手で木々を伐採するようがよほど低コストである。たとえ木が枯れても敵は密集し

た幹や枝、地形そのものを利用できる。田や畑をいくら破壊しでも、もともと食糧が豊か

な地域ではゲリラはたいして因らない。 (152)それどころか、枯葉剤散布によって住民の

支持がかなり失われていた口共産仮.IJの非難や国際監視委員会 (lntemational Control 

Commission) の「雑音J (ブオレスタノレ)はいうまでもなかった。 (153) 

ミメクリンは、ベトナム軍の司令官たちには「新しいアメリカの装置に頼る傾向Jが顕著

で、まるで「松葉杖j なしでは歩けなし 1かのようだったとしづ。 r機械と道具仕掛けを使

えば、最小限の危険と物理的困難で簡単に勝てる」と思われたからである。そうしたさま

を不安げに見ていたイギリス人のトンプソンは、戦争に勝つのは「からくり仕掛けj では

なく「足と脳」、つまり人間の力なのだとアメリカ側に力説した。 (154)

だが、そもそもととの原因は、空の戦争、火力・機動力の重視と並んで、ジョンソン国

務次官代理のいう「反乱鎮圧のための新装置j への強い期待がワシントンに拡がっていた

ことだった。ケネディの隣人だ、った『ニューズウィーク』記者のブラドリー (BenjaminC 

Bradlee) は、当時の雰囲気をよく表すエピソードを紹介している。一九六三年春のこと、

記者の一人が開発中の対人兵器を入手した。それは国防省のある大佐が、机の引出し一杯、

の中からよこしたものだ、った。記事になる前にこれを知らされた大統領は「だれかトンマ

が、くれたんだ、って ?J と驚得、激怒したとしづ。一九六二年、研究開発の対象となった

各種装置や兵器や三二二に及んだ。(155) 

科学技術への過剰な依存もまた、伝統的なアメリカ式戦争の大きな特徴だ、った。新しい

兵器体系をベトナムで試したいという欲求の背後には、アメリカ人の倣慢と自信過剰があ

ったと指摘されている。(156) しかも、新兵器を引っさげての介入大規模化は、たしかに

南ベトナムの士気を高揚させ、政府軍の行動を刺激し、戦局の主導権を取り戻したように

見えたのである。 (157)

一九六二年秋、ハーキンスはテイラーに勝利の鍵として「三つのMJ を挙げた。兵力

(men) 、資金 (money) 、物資 (materiaJ)である。しかもそれらはすでに、いずれも大々

的に戦場に投入されつつあった。 (158) i戦争を非人格化し、資源展開の実演としてばか

り扱ったJ結果、アメリカは「北ベトナムの成功の秘訣Jから目をそむけてしまったとボ

}ルはいう。つまり、意志、目的、忍耐力などである口 「近代的な、ハイテクにもとづい

た軍事的装備、兵力、軍事思想、の限界J (マクナマラ)が本当にベトナムで露呈されるの

はのちのことだが 一九六三年の時点ですでにその萌芽は見られたのである。 (159)

だがアメリカ自身の軍事力への過信を背景に、ケネディは「アメリカが、この新しくて

古い戦争に備えて、効率的に訓練・武器・指導力を提供できると信じていたJとソレンセ

ンは述懐する。介入に懐疑的だ、った元国務次官のボウルズ、 (ChesterA. Bowles)駐インド大

使でさえ、 「大胆な政治計画に適度の米軍のコミットメントを添え、そこにほんのわずか
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幸運がともなえばj東南アジアで潮流を変え、情勢を好転させられると述べていた。 (160)

ゲリラ戦争の対処に多くの提言を行ったヒルズマンは、 「南ベトナム用に開発された戦

略概念は、依然として基本的に適切である。それを十分に、活力をもって実施するこをが

できさえすればその結果勝利が得られるJ (161) と自信満々だった。 iなせばなる精神j

は米軍の伝統だ、ったし、ケネディ時代の特徴でもあった。 (162)何をすべきかはアメリカ

人が承知している。無能なベトナム人はその助言をかしこまって実行すればよい。それは

一九五0年代から一貫した傾向だ、ったとしづ。 (163)

北ベトナムのファン・バン・ドン (PhamVan Dong) 首相はあるインタビューで、アメ

リカ人は「長いだらだらした戦争が嫌しリだから最後の勝利はわがものだと語ったことが

ある。イギリス人であるトンプソンもまた、アメリカ人が抱える最大の弱点が「忍耐力の

なさj にあると見ていた口ノノレティング大使はマクナマラ国防長官に、 「あなたはベトナ

ムの牛車にフォードのエンジンをつけようとしている。壊れてしまいますよ!Jと訴えた

ことがあるという o (164) 

ロストウによれば ほんらいケネディ政権がベトナムで求めたのは、 「ブロードウェイ

での紙吹雪パレードもない一一一劇的な戦いも、アメリカによる壮大な勝利の祝典もなしリ

勝利のはずだ、った。 i達成には多くの歳月を要し、何十年もの激務と献身一一多くの人々

のーーが必要なJ勝手!代、もあった。 (165)だが結局のところアメリカは、 「ベトナム政府

が不快な、長引く戦いに直面しているJ (166) としづ現実をけっして受け入れようとはし

なかった。

アメリカは「ゲリラ・ギャップ」一一一一九五0年代の爆撃機ギャップやミサイル・ギャ

ップのようにゲリラの挑戦にアメリカが対処できずにいる状態一ーを正すべく遜進しなけ

ればならなかったとメクリンはいう。だがシュレジンガーはのちに、結局アメリカはベト

ナムで「ゲリラ運動に対処できる能力がないことを示したJにすぎないと述べている。 (167)

建国以来二00年近くも栄光に包まれてきたアメリカ式戦争を変えることは容易で、はなか

った。その結果、マクナマラが「未知なる大地 (terraincognita) Jと呼ぶ場所、つまりベ

トナムで、頓挫を味わったのである。ベトナム戦争は「それまでアメリカが経験したどの大

きな紛争ともj 非常に異なっていたとコーマーは強調する口 ( 168) 

カッテンパーグはこう述べている。 iわれわれは反乱鎮圧をどのように用いるべきかま

ったく知らなかった。というのも、それが何を意味するのかほとんどわからなかったから

だ。反乱鎮圧はベトナムでも他の場所でもわれわれを挫折させ、結局は捨て去られたJ0 

つまり反乱鎮圧戦略はベトナムで失敗するどころか、 「本当にベトナムで試されたことな

どなかったJ (シュレジンガー)のである。アメリカはみずからが慣れたやり方をベトチ

ムに移植し、失敗し、しかも十分にそれを認識できなかったD ワシントンで考案された概

念や構想はつねに正しいのであり、問題は「この政策と、現場における実施面との大きな

ギャップj にすぎなかったのだとコーマーは論じている。 (169)

マクナマラはのちに、アメリカが相手としたナショナリズムの力を過小評価したこと、

軍事力と経済支援の活用によっていわゆる国家建設が可能になるという誤った信念Jなど

を反省点に挙げている。 (170) 自信満々のアメリカは、 -0年近く前にフランスが味わっ

た敗北から学ぶべきものなどないと確信していた。フランスの敗因は植民地主義と、十分

な軍事的努力を払わなかったことだとメクリンは述べている。そこには アメリカが行っ

ているのは「共産主義の膨張から南ベトナム人を救うための私心のない戦しリだという幻

想、が存在していた。 (171)ある将軍がいいはなったように、 「ナポレオン (Naooleon)以
来戦争に勝ったことがなしリフランスに学ぶべきものなど何一つないという倣岸不遜な姿
勢もまたその底流をなしていた。 (172)
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おわりに

ベトナム経験はアメリカにとって、建国以来の不敗神話の崩壊であり、アメリカが自信

満々に推し進めていた発展途上世界における国家建設戦略の破綻であり、アメリカ的な理

念や価値観の世界への拡大の否定だ、った。そしてアメリカの敗北は、戦争が本格化する以

前、すでに一九六三年の時点でアメリカの反乱鎮圧戦略が挫折していたとしづ事実の帰結

にほかならない。

第一に、戦略村に見られるように、ほんらい反乱鎮圧戦略は政治戦争としてこの戦いを

捉えていた。しかし現実にはそれはまったく機能しなかったのである。当時も、そしての

ちになっても、何の反省もなしに責めを南ベトナム側に負わせた結果、アメリカは同じや

り方をひたすら、しかもより大々的に展開していった。

第二に、そこにはこの戦争があくまでもケネディのいう「彼らの戦争J (173) 、つまり

アメリカ人ではなくベトナム人が行う戦いだという虚構があった。その矢面に立つのは当

然、南ベトナムの政府と軍だった。だがアメリカは、肝心要の政府軍の脆弱さをついに克

服できなかったのである。

第三に、アメリカの対応は政治的というより軍事的、ゲリラ戦争対策より通常戦争的な

対処に傾斜していった。そうしたやり方がベトナムに向くかどうかは顧慮、されなかったか、

頭から有効性が信じられていたからである。また、アメリカが内在的な紛争要因を看過し、

戦場の外にばかり自を向けたからでもあった。

第四に、その根底にはアメリカ式戦争に内在する限界が反映されていた。アメリカはつ

ねに短期的・物理的な手段に依拠し、具体的には空軍力を中心とした火力と機動力、最新

の科学技術に頼りすぎ、た。その結果、鳴り物入りで導入された反乱鎮圧戦略は、ベトナム

政策全体とともに「自に見えて沈んでいったJ (174) のである。

しかしおそらくより大きな問題は、そこで、ケネディ政権が何も学ばなかったことだろう。

自分たちはたしかに「ゲリラ戦争を戦うための戦略概念Jを編み出したのだが、たんに「そ

れをきちんと試みるよう、ジェム政権やベンタゴンの首脳を納得させられなかった」こと

だけが問題だ、ったのだとヒノレズ、マンは回顧している。マクナマラははるかのちになっても、

「われわれは価値や意図についてではなく、判断と能力について間違いを犯したJ と片づ

けている。 (175)だが、どのように戦うかは、何をめぎして戦うかと向程度に重要だ、った。

ケネディ政権はベトナムという場で、みずからの歴史や伝統が培った倣慢さと戦い、そし

て敗れたのである。
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26.現代のアメリカ市民社会論と共和主義牢

ーその普通と特殊一

筑波大学大学院人文社会科学研究科 現代文化・公共政策専攻 講師 近藤康史

はじめに

1 市民社会概念の諸類型

2 現代アメリカにおける市民社会論

3 アメリカ市民社会論の普遍化と特殊性

おわりに

はじめに

政治学の領域において、市民社会論の「ノレネサンスJないし f復権Jと呼ばれる潮流が

登場したと言われて久しい (Keane:1988;Seligman: 1992)。その背景として様々な状況が

指摘できょう。第一に、 一九八0年代から九0年代にかけての東欧革命が、ポーランドの

f連帯Jに代表されるように、国家支配に対する「市民社会j からの抵抗としづ性格を共

有していた点。第二に、西側先進諸国においても、テクノクラート支配への「市民社会J

からの対抗としづ性格を持つ「新しい社会運動Jの登場や、政府の失敗(および市場の失

敗)に対して、「市民社会j内部の自律的な参加によって様々な公共サービス等を提供しよ

うとする NPOの興隆が見られる点。第三に、グローパルな傾向として、「市民社会Jに基

盤を置く非政府組織ゆえに、国境を横断する形で活動を行いうる NGOの増加とその役割

に注目が集まっている点。これらが、近年の市民社会論の復権の背景としてあり、様々な

観点からの「市民社会論j や「市民社会研究j が登場している。

しかし「復権j後十数年を経た現在においても、「市民社会j概念、は一向に収数の兆しを

見せない。むしろ、上記のように多様な社会・政治状況を前にして、各論者が「市民社会」

に込める意味も期待も、また各国・地域で展開される「市民社会Jの動態も、ますます拡

散しているのが現状である。このような状況の下、我々は「市民社会jをし 1かに扱うべきで

あろうか。市民社会概念、を単一的に定義し、「市民社会か否かJという二項対立的な結論に

至ることは生産的な作業とは言えないだろう。しかし逆に、単に描写的な形で様々な市民

社会の動態を描くだけでも、ますます「市民社会J概念、を拡散させ、「結局市民社会とは何

なのかJという問いを増幅させる結果になりかねない。おそらく求められるのは、市民社

会を単一の概念、に押し込めることなく多様な市民社会概念の存在を承認しつつも、その多

様性を一定の類型へと区分けし、その選択・組み合わせの中へと位置づけることによって、

対象となっている「市民社会j の特性を浮かび上がらせることではないだろうか。

本稿は、政治理論の視角からのそのような試みの一つで、あり、その対象は復権以後のア

メリカ市民社会論である。アメリカにも多様な市民社会論が存在しており、一概に「アメ

リカ市民社会論」と括ることは困難だが、近年、市民社会の「復権Jと重なり合う問題意

識を内包した共和主義的市民社会論が登場し、その影響力を増大させている。本論でも述

べるように、それはアメリカ一国の枠組を超え、 一種の「市民社会論のグローパノレ・スタン

ダードj とも呼ぶべき影響力を展開している 10 しかし他方で、その市民社会把握もまた、

一つの市民社会論の類型に基づいており、その意味で「特殊性j を抱える。 したがって、

それをもって市民社会概念を単一化することはできないし、その安易な「普遍化j も多く

の問題点を内在させるだろう。以上の問題意識に基づき、以下では、アメリカで影響力を

増している市民社会論の特徴と展開を描き出し、それを多様な「市民社会J概念の類型の

必筑波法政、筑波大学、 38号、 20050
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中に位置づけることによって、その普遍的性格と特殊な性格の抽出を目指す。

1 市民社会概念、の諸類型

市民社会概念、の多様性の理由には、地域的・歴史的固有性など様々な原因が考えられる

が、政治思想的にその概念が様々な系譜を持っていることもその一つで、ある。市民社会概

念、の類型化についてはこれまでも様々な形で試みられているが(岡本:二00三;篠原:二O
O三;川出:二00三)、ここでは政治思想史的系譜を参照しつつ、以下の四つへと類型化を

行いたい。つまり①国家としての市民社会、②自律した個人からなる政治社会としての市

民社会、③経済社会としての市民社会、④共和主義的市民社会である。ただし、この類型

化は後の考察のための枠組的な意図に基づいて行ったものであり、厳密な思想史的研究を

目的としたものではないこと、また試論的・暫定的なものであることを付言しておく。

① 国家としての市民社会

とりわけ現代的な「復権J以後の市民社会を考えるとき、特に国家に対抗する存在、あ

るいは国家から自律した領域として、市民社会を国家と対概念的に捉えることが自明視さ

れているD しかし政治思想的な系譜を追う場合、そもそもの起源として市民社会が「国家J
と同一視されていた状況がある。歴史的に言えばギリシア・ローマ古典古代の、政治思想

史的に言えばアリストテレスに代表される市民社会把握である。よく指摘されるように、

英語の civilsocietyの語源であるラテン語の societasci vilis は、アリストテレスが『政治

学Jの中で用いた「市民共同体 koinoniapolitikeJのラテン語訳であり、この f市民共同

体Jこそが「国家 polisJ と概念化される。すなわち、市民社会こそが国家となるのであ

る(成瀬:一九八四;太田:一九九九)。その中で「自由な市民の共同体」たる市民社会は、家

oikosや労働を中心とする経済社会(私的領域)とは切り離され、もっぱら公的なものに参

加する領域(政治社会)として捉えられる。

この系譜は、ギリシャやローマにのみ適用される「古しリ概念にとどまることなく、現

在の様々な市民社会把握に対しても大きな影響を及ぼしている。後にも述べるように、市

民社会を国家とは切断しつつも、経済的領域あるいは私的領域とも切断し、もっぱらその

公的性格を強調する「共和主義」の系譜とは連続性を持っており とりわけH. アレント

の思想、にはその影響が大きい口

② 自律した個人からなる政治社会としての市民社会

いわゆる近代啓蒙において最大の課題となったのは、絶対主義国家や宗教、共同体の支

配から「個人j を救い出し、それらの個人を基点として新たな政府の形態を構築すること

で、あった。その中で、自由で平等な権利をもった個人からなる「市民社会j の概念が展開

されていくことになる。 ドイツの宗教改革を主導し「個人の良心の自律Jを説いたノレター

や、私的利害を中心として考える個人像を提起したホップズなどが契機となる存在である

が CEhrenberg:1999)、この系譜の中心的存在としてはやはりジョン・ロックを挙げるべ

きであろう。ロックにおいて、とりわけ自己の労働の結果として成立する所有権を軸とし

て、国家に対して守られるべき、あるいは国家によって守られるべき個人の自由と権利と

いう問題が前面に出ることになる。こういった自律した諸個人が、自由な意思に基づく合

意によって市民社会を形成するとしづ論理において、市民社会もまたその自律を獲得する

ことになり、それに基づいた f政治社会Jとしての性格を付与される(ロック:一九六八)。

この系譜が、絶対君主政への抵抗や市民革命への理論的根拠を与え、同時に、自律した

諸個人の存在を基点とした、国家から自律した領域としての市民社会、あるいは国家に対

抗する存在としての市民社会という、自由主義的な市民社会把握の萌芽も生まれることと

なる。また、「所有権Jをその論理の軸とする点で、次に挙げる経済的領域としての市民社

会把握への鳴矢となり、他方、諸個人の相互行為の中に市民社会の公共的性格を見出した
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点で、共和主義的な市民社会把握の基礎として重視される場合もある(成瀬:一九八四)20 

③ 経済社会としての市民社会

ロックの揃いた市民社会が「政治社会Jであり、国家や政府の概念、と市民社会の概念と

が未分化で、あったのに対して、「経済社会j として市民社会を概念イじする潮流が登場するこ

とによって、市民社会は国家からは完全に切り離される。その端緒となるのはアダム・ス

ミスである。彼は、ロックと同様に自由な諸個人の自律性を軸としつつ、それらの諸個人

の自発的な交換に基づく経済活動と市場の過程を、市民社会の原理とした この中で市民

社会は、国家とは完全に切り離された独自の活動原理によって機能する領域として、概念、

化される CEhrenberg，1999) 0 経済社会ないしは資本主義的な市場としての市民社会の概

念化は、私的利害を持った諸個人たちの「欲求の体系Jとして市民社会を捉えたへーゲ、ル

やマルクスにも引き継がれていくことになり、例えばドイツにおいては、「市民社会Jが「ブ

ルジョワ社会 burgur liche GesellschaftJ と同一視される状況が近年まで続いた。

ここで一つの論点となるのは②政治社会としての市民社会と③経済社会としての市民社

会との関係である。「政治Jと「経済j という異なった論理で概念化が進められているとは

いえ、両者の間には連続性が存在する。成瀬は、近代市民社会の成立を、「資本主義経済の

勃興・展開という土台の上で、社会的諸関係の変動が、政治的な権力構造の変化と相即し

つつ、進行したJr経済・社会・政治の相関的なうごきJとして捉える必要性を説いた(成

瀬:一九八四)。大塚久雄や内回義彦といったいわゆる市民社会派と呼ばれる人々も、「一物

一価Jを基盤とする経済人の登場こそが、封建的共同体から解放された政治的個人の析出

にも繋がるという点で、両者の結びつき、分離不可能性を議論していたと言える(内田:一

九六七)。したがって政治学的にいって問題となるのは、「市民社会j の成立について、ま

たその基盤となるであろう政治的個人の析出という問題について考える場合、経済領域や

市場、諸個人の私的利害から切断して思考することが可能だろうか、という点である。

④共和主義的市民社会

②であれ③であれ、市民社会の担い手は「個人j であり、共同体はむしろそれらの淫桔

となる。それらの個人主義的な市民社会提握に対抗し、集団や団体、その中での自律的な

自己統治こそを市民社会の核としたのが、トクヴイノレやアレントであるにトクヴ、イルは『ア

メリカの民主主義Jにおいて、アレントは『革命についてJの中で、同じくフランス革命

と対比しつつ、アメリカの市民社会がこのような性格を持つものとして描いた。この団体・

集団への注目と同時に この系譜の特徴となるのが、市民社会を一方で経済領域・市場か

ら、他方で国家から切断して捉える点である。個人に解体された社会は、結局それらを統

制する国家の介入を拡大させる結果になるというのが、彼/彼女がフランス革命批判から

導き出すーっの論理である。アレントは、市民社会という術語こそ用いないものの、個人

の必要を満たすための経済の領域である「労働j とは切り離された、「活動Jの空間の再生

をその最大のテーマとしており、近年の市民社会論の文脈の中で注目を集めている。

ここにも幾つかの論点や他の系譜との連続性が存在する。共和主義の系譜は確かに集団

や団体に着目するが、個人の存在を否定的に捉えているわけではない。むしろ個人の存在

を前提として、集団や団体の形成に焦点を当てる。 トクヴィルの場合、核となるのは諸個

人によって自発的に形成されたアソシエーションであり、またアレントの場合も、諸個人

の複数性が「現れJることがその最大の目的であった。この点で、②と④との間での連続

性と断絶性、補完性と切断可能性とが議論となる口また、共和主義的発想、の根本には①へ

の憶憶が多かれ少なかれ内包されている点も先に述べたとおりである。

さて以上のように、「市民社会Jの概念、を四つに分類してきた(表 1)。もちろん全ての

系譜を網羅しているわけではないが4、現在の市民社会論の多様性の一端を示しつつ、一定
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表1 市民社会概念の四類型

①|国家としての市民社会

②|自律した個人からなる政治社会としての市民社会

③|経済社会としての市民社会

④|共和主義的市民社会

アリストテレス

ロック

スミス

トクヴィル、アレント

の類型に収めることが可能となろう。また、重要な点は「どの類型に当てはまるかJとい

うことだけではなく、複数の類型の組み合わせによって、また、ある類型を欠いた形でそ

の市民社会(論)が形成されていることを見ることによって、その特徴を描き出すととも

に、そこに内在する論点や問題性、展望をも導き出すことが可能になると思われる点であ

る。

例えば東欧の場合、その市民社会論の契機は、国家によって抑圧された市民たちによっ

て、自主的諸組織や社会運動(例えばポーランドの「連帯J)が形成された点にあり、上記

類型の②および④の性格が注目された。特に、市場なき市民社会の実験が注目され期待さ

れたと言えよう。しかしその後の展開、とりわけ九0年代以降は、東欧改革は基本的には

市場の導入を軸として進むことになり、それらの注目や期待を寄せた人々を裏切る結果と

なりつつある (Ehrenberg:1999)。この問題からは、②十④としての市民社会の発展が可

能か、逆に言えば③の側面を欠く形での市民社会の発展は可能かとし 1う論点が提起される D

同様の問題は、中国や東南アジア諸国に関しでも指摘できる。それらの地域では、近年

の市民社会の発展は③の側面から牽引されることになる。さらに近年は、アジア的な共同

体の役割の強調やNGOの発展などの文脈の中で④も注目されている。その意味で③十④

という組み合わせでその市民社会論は注目されているが、そこに欠けているのは②の側面

である。つまり政治的個人の析出という観点の不在が、政治的には権威主義体制の土壌を

残してしまうのではないか、という問いが提起されよう。

さて、以上のような類型化を基にして、復権以後のアメリカ市民社会論はいかに映し出

されるのか。次節より、本章の主題であるアメリカ市民社会論について議論を進める。

2 現代アメリカにおける市民社会論

( 1 )文脈

アメリカにも様々な市民社会論が存在するが、特に復権以後にアメリカで影響力を増し

つつある市民社会論の潮流においては、トクヴィルの遺産が決定的で、あり、「トクヴ、イノレこ

そが、アメリカ自身の自己理解に最も影響を与え、分析の術語を定義し、まさに現在に至

るまでの諸理論家の認識を形成した理論家であるj とまで言われる (Eberly:2000.25)白し

たがってその市民社会論は、前節の類型で、言えば④共和主義的市民社会論を軸に展開され

ていると言える5。それは、市民社会論の類型で言えば②や③に属する、自由主義的理解に

基づいた市民社会論やリバータリアンへのアンチ・テーゼとして、影響力を拡大している6n

これらの市民社会論は、一九世紀アメリカに存在した、集団団体に基づく共和主義的伝

統に高い評価を与える点を特徴とする。それは個人あるいは私的領域を中心とする発想へ

の規範論的対抗という意図から出発しているが、同時に、個に解体された社会は逆にそれ

を統合する必要に迫られた国家の介入を許すとしづ発想もその基底にあり、やはりアメゲ

カ的伝統である自由主義的な反国家志向 (Hartz:1955)が内在している口そういった介入

を許した例がフランス革命以後のフランスで、あり、アメリカはそれとは対照的に、市民社

会内でのアソシエーシヨ rの存在ゆえに国家の介入は必要最小限に保たれていた

(Glendon:2000) 7。 トクワイルやアレントがアメリカと対照化させていた存在もフラン

ス(革命)であり、こうした志向を共有している。
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現在のアメリカに見られる市民社会論の復権において、一九世紀的共和主義的社会への

樺僚が基盤にあるわけだが、背景には、二O世紀にそのようなアメリカ的伝統が徐々に破

壊されてきたという診断があろう。二O世紀に入り、アメリカにおいて国家の肥大化とい

状況が生じた。一九三0年代のフランクリン・ルーズベノレト大統領によるニューディー

ル政策以降、国家の政策的肥大化は避けられない傾向となった。また、社会経済政策だけ

ではなく、軍事国家化や外交政策もまた、こういった傾向に拍車をかけた。その中で政策

，は専門化し、「権威や権能を市民的諸制度から官僚制や世俗的エリートへと移転するJ進歩

主義と呼ばれる傾向 (Scambra:2000，134)がアメリカを支配した。公的事象への関与は、

市民的アソシエーションから国家テクノクラートの手へと移ったとされたのである。

他方これは、市民社会の個人や集団が、公的事象への関与ではなく、自己利益に基づい

て行動する傾向へも結び、つく。それぞれの集団が自己利益を追求し圧力団体として活動し、

国家はそういった活動のアリ…ナとなり分配の主体として肥大化した (Lowi:1969)。つま

り個人や集団は、自ら公共性の担い手として行動するのではなく、それを国家の手に譲り

渡した上で、「公共的J性格の承認をめぐって国家に対して自らの自己利益を突きつけてい

しここでは、個人や集団の自己利益化と国家の肥大化とは、表裏一体の問題として進行

することとなる。もちろん、これらの利益集団多元主義的政治もトクヴィルが指摘した集

団主義的なアメリカ的伝統の射程内に含まれるが (Warren:2001，29)、それらの集団が「自

己利益J中心になっている点が、これらの問題の原因として批判の対象となったのである。

近年のアメリカ市民社会論の「復権j や「回帰J(Bell:2000)の軸は、これらの国家主

義的傾向への批判であり、 トクヴィル的な共和主義的伝統へと回帰することで、公的事柄

に対する市民の関与を回復しようとする試みである。また同時に、「自己利益を追求するJ

としづ個人像や集団像への批判という側面も持っており、国家に対してロビー活動を展開

する多元主義的集団観を批判し、直接に公共性を担う存在としての集団を強調する。この

側面は、こういった自己利益追求型の個人や集団を全面化させてしまった一つの傾向、つ

まり市場が生み出した消費社会に対する批判からも導カ亙れる (Elstein:2000，110)。
以上のように、近年のアメリカ市民社会論の復権の文脈は、一方で国家による介入を抑

えた自己統治的なシステムの再生、他方で人々を自己利益追求型の個人へと解体してしま

った市場への批判 という点にある。したがって、そこに映し出される「市民社会Jは、

f市場と国家との間にあって、自己利益でもなく他者からの強制的権威でもなしリ領域で

あり (Wolfe:2000，64)、諸個人が結びついた存在である集団・団体が、その核として重視さ

れる。では現在のアメリカにおいて、具体的にはどのような理論的潮流が「市民社会論J

を牽引しているのであろうか。以下では、「アソシエーション論とコミユニタリアンjおよ

び「在さ蘭保益法論jを取り上げ、それらが映し出す「市民社会J像について検討しよう。

(2) アソシエーション論とコミユニタリアン

現在のアメリカ市民社会論では、自己統治を可能にする集団としての fアソシエーショ

ンj への注目がその特徴となっているが、それは、 トクヴイノレがアメリカ民主主義を分析

する際に、「ボランタリー・アソシエーション(自発的結社)Jの存在を軸として展開した

点に由来している。アソシエ…ションこそが、アメリカ市民社会論の歴史的な「取替え不

可能な部分Jとして賛美され (Eberly:2000，3)、それがNPOなど各種のボランタリー・

セクター増大という現代的傾向と共鳴して、その市民社会論の不可欠の要素となった。

では、アソシエーションはどのような役割を担うのであろうか。 M.1.ワレンは、アソ

シエーションの役割について「公共空間のサポート、代表の供給、市民的徳、の禰養、オル

タナティヴ的なガヴァナンス形態、の供給j などを挙げている (Warren:2001，3)。一口にア

ソシエーションといっても、どの役割を強調するかでいくつかの分類が可能であり、その
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結果アソシエーションを重視する市民社会論においても分岐が生じるが(後述)、一般にア

メリカ市民社会論で強調されるアソシエーションの役割は、自己統治とそれを可能にする

市民的な徳の酒養であり、特に後者の側面に重点が置かれる。つまりアソシエーションこ

そが、自己利益だけに拘泥せず、他者との協力の中で公的事象に参加していくという市民

意識を形成し、そのことによって、「諸個人間の相互性や信頼を養い、彼らが一人ではでき

ない仕事をともに達成することを可能にするJ(ibid.) 30)という点である。

したがってアソシエーションは 国家とも市場とも切り離された「市民社会j領域にお

ける中心的な担い手となる。その自己統治への志向は反国家的な側面を示しており、他方

で、市民的な徳の福養への志向は、市場的・消費社会的に歪められた狭隆な自己利益観を

払拭・修正し、公的活動への参加こそ正当に理解された自己利益であるとしづ感覚(市民

的徳)の酒養の役割を期待することによって、反市場的な性格を帯びることになる。

しかし、このアソシエーションとして具体的に何を想定するか、またどのような性格を

強調して理解するかは各論者によって異なる。例えば、各種のボランティア団体が重要な

一角を占めることは、近年のNPO等の団体の進展などから言っても明らかであり、近年

の市民社会論の中でこういった市民社会把握が影響力を拡大した一つの要因でもある。し

かし、ここで「アソシエーションj として注目されているのは、こういった団体だけでは

ない。ボランティア団体と並んで、アメリカの市民社会論の中で特に注目されることが多

いのは、家族、近隣社会、教会などである (Elstein:2000;BergerlNeuhaus:2000)0 

しかし、家族、近隣社会、教会といった団体は、「自発性j という点で、「アソシエーシ

ョンJと言うよりむしろ、集団の向質性を前提とした「コミュニティ j にあたる。これら

は、個人を起点とした団体の形成(ボランタリー・アソシエーション)という側面からでは

なく、コミュニティの存在を個人に先行させる発想を持つのである。これらの潮流は fコ

ミユニタリアン(共同体主義)J と表現される。この潮流もまた、共和主義的伝統を強力に

引き受けつつ、現在のアメリカ市民社会論の特徴を浮かび上がらせているにこれらは、典

型的にはリバータリアンに見られる個人主義的志向が持つ「負荷なき自我」像を批判し、

「個人はコミュニティのなかにおいてのみ、またコミュニティの働きにおいてのみ実現さ

れる」とし、コミュニティを個人に先行させる (Bellahet al.: 1991)。その中で、コミュニ

ティは個人の道徳的・市民的徳、を溺養する役割を担う 90

コミユニタリアンの存在も、アメリカの市民社会論の中での集団や団体への注目が、そ

れがもたらす公的活動だけではなく、むしろその中での市民的徳、の福養という側面を重視

している点を示している。コミュニティは、私的生活と公的生活との「中間媒介構造Jと

して、ぱらぱらに存在する諸個人を結びつけ、社会性を持った個人へと育成するCBergerl
Newhaus:2000， 144)。家族は親から子への教育の場であり、それらの価値を次世代へと伝

達する「制度Jとしてこの機能を果たすとともに、諸個人を暴力や貧困といったものから

庇護する(ibid.，159)口しかし、この機能の達成には家族だけでは限界があり、また現代的

状況においてはそもそも親自身がこういった価値と責任を受け継いでいない場合も多い

(Elstein:2000， 104)。その場合にこの役割を果たすのが近隣社会であり、そこでこういっ

た諸価値が維持されてし、く。また教会のような「宗教的制度Jも、それが行う様々な活動

の中で、諸個人の間に紐帯を生み出し、また多くのボランティア活動の基盤ともなってい

る。このことは単に思想・倫理レベルにおいて主張されているだけではない。 S.ヴァーパら

は、実証的調査に基づいて、市民参加や市民的技術 (civicskill)の獲得において、教会が

非常に大きな役割を果たしていることを示している (Verba/Scholzman/Bradv.200 1)。
したがって、現代のアメリカ市民社会論は集団、団体、アソシエーションなどの機能八

の注目という点で、共通性を持ちつつも、それを、個人を基盤としてゲ、ゼ、ル、ンヤブト的に捉
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文るか、共同体的同質性を前提としてゲマインシャフト的に捉えるか(Tonnies，1887)、あ

るいはその両立(ないしは混同)かという点で、複数性を内包している D この点は、個人

と集団との関係の問題であり、先の市民社会類型との関係で言えば、④共和主義的市民社

句会を軸としつつ、②や③の個人を基点とした市民社会把握との関係をどう位置付けるかの

問題でもあろう。この点が、これらの市民社会論を考える上で不可欠な検討課題となる。

さて、現代アメリカにおける市民社会論の復権について、その特徴を大まかに示してき

た。このようなアソシエーション論は、個人主義の行き過ぎゆえに様々な社会問題を生み

出しているという現代アメリカ社会の病理についての診断と、 トクヴイノレに代表されるよ

うな共和主義的なアメリカ的伝統への回帰という点で アメリカ的文脈を強く受けて展開

されてきた。しかしながらこのような市民社会論は、アメリカ一国レベルで、の潮流に収ま

らず、グローバル・レベルへと広がる兆しを見せている。次項では、その広がりの重要な

要因のーっとなった、「紅会ャ鴎保fS益法論Jについても議論しておきたい。

(3 )在ぎ衡;保安米論

近年の市民社会論の復権を考える時、九0年代以降の展開の中で重要な契機となったの

が、 R パットナムの在室蘭律、議米論で、あるD 在去三自f季語法という概念自体は、 P ブ、ル

デ、ューや j. コールマンも用いており、またその術語こそ用いないものの、パットナムと

類似の議論を行う論者としてFフクヤマらも存在する。しかし、影響力の面でも、またこ

こまで検討してきた現代のアメリカ市民社会論の動向と重なるという面でも、最も重要な

論者と思われるパットナムに焦点を定めて議論を進めることにしたい。

パットナムを中心とする社会関係資本論については 日本においてもレヴューが多く出

ているので(鹿毛:二00二;諸富:二00三)、ここで、は最小限の紹介にとどめる。もともと

パットナムが注目したのは、北部イタリアと南部イタリアとの問で、同様の民主主義的制

度や経済的制度を持ちながらも、なぜそのパフォーマンスに違いが生じるのかという問い

で、あった。その検討を進める中で彼は、社会関係資本の格差が、制度的パフォーマンスの

相違の要因であることを実証的に示したのである (Putnam:1993) 0 

パットナムの定義によれば、社会関係資本とは「調整された諸活動を活発にすることに

よって社会の効率性を改善できる、信頼、規範、ネットワークといった社会組織の特徴」

(Putnam: 1993，207)である。すなわち、諸個人の間での信頼と互酬的な関係に基づいた

ネットワーク、規範の共有、連帯などが社会関係資本であり、具体的には、ボランティア

団体や協同組合といった、ボランタリーアソシエーションないしは市E是正両手ドがその典型

である。したがって、国家的な民主主義制度や、市場における経済的パフォーマンスが、

国家や市場とは区分された「市民社会Jの領域における社会関係資本の蓄積に左右される

点に光を当てることによって、④共和主義的な市民社会の機能的重要性を、前項で取り上

げたアソシエーション論のような規範的問題設定とは別の角度から論じたのである。

パットナムにも アメリカの市民社会論の系譜に決定的な影響力を持つトクヴィルとの

連続性が認められる。彼自身、その著書の中でトクヴィルに再三言及し、また彼に対して

「ネオ・トクヴィリアンJという呼称を与えられることもある (Fried:2002，21)100 したが

って、彼の社会関係資本論はもともと客観的な分析的概念としての性格が強かったが、そ

の根本的発想、はアメリカの政治思想、の系譜を前提とした形で展開されたと言える。

この点は、パットナムのその後の研究の進展の中で、次第に規範的側面を顕わにしなが

ら前面に出るようになる。彼はその後、アメリカにおいてもこれらの社会関係資本が低下

し、アソシエーション形成や参加活動が低下している点へと分析を進めた(Putnam:2000)。

彼はその要因を「テレビ視聴Jなどに求めるが、この分析はアメリカにおいて大きな反響

を呼んだ。その理由の一つは、アメリカにおけるアソシエーションの衰退や参加意識の低
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といった問題設定と分析、解決策の提言が、前項で述べたアソシエーション論ないしコ

ミユニタリアンが持つ アメリカにおけるアソシエーションの役割の再認識と再生という

規範的問題設定と非常に密接に交わりあったからである。とりわけ市民的徳の酒養という

観点を重視するコミユニタリアン系譜とは発想の共通性が見られ、パットナムもコミユニ

タリアンの一人として分類される場合がい多い (E祉 enberg:1999;Warren:200 1)。

社会関係資本論自体も、パットナムにとどまらず、いくつかの潮流を含んでいる。例え

ばフクヤマは、諸個人間の「信頼j と、その基礎となる倫理的規範の共有が、現在崩壊し

つつある社会秩序の再生の鍵となり、ノレーノレに基づいた効果的な組織運営に資するという

(Fuk立yama:1999;2000)。これらの議論も、アメリカが豊かなボランタリー・アソシエー

ションとコミュニティ構想、を可能にする歴史的伝統を持っているという、 トクヴイノレ的な

共和主義的市民社会把握を強く受けている。同時に、アメリカだけにとどまらず、こうい

ったコミュニティ内の信頼関係が資本主義的成功の鍵となる(例えば日本)という議論を

展開することにより (Fukuyama:1995)、グローバルな関心を呼ぶことになる。

以上のように社会関係資本論は、現代アメリカに関する認識の点でも、またその再生の

鍵となる市民社会を、国家と市場との間にある領域に置き、その中での集団形成や連帯に

重点を置くという点でも、④共和主義的市民社会概念の類型に収まる口それゆえアメリカ

でアソシエーション論やコミユニタリアンと交錯しつつ注目されると同時に、政治的・経済

的パフォーマンスとの因果関係などの分析的議論を行った点で世界的な関心を呼び起こし、

共和主義的市民社会概念、の重要性をグローパル・レベノレで、提起することとなった口

しかし、社会関係資本論に関しても、それが④のみの市民社会把握に収まるか、また②

や③の系譜との関連をどう位置づけるかは論点となる。パットナムはそもそも、個人の自

己利益を前提とした上でその間でし¥かに集団が形成されるか としづ問題の立て方をして

おり、その意味で個人を前提とした市民社会の把握を行っている (Putnam:1993) 110 し

かし他方で、その諸個人の互酬的な関係の中でこそ社会関係資本が育成されるという点で、

コミュニティの存在を所与としている向きもあり、彼は「コミュニティ Jが社会関係資本

と概念的には同類(cousin)で、あるとしている。フクヤマの場合はその問題についてより明確

な立場に立つO 彼は、「信頼jはコミュニティ内部から生じるとしており、コミュニティを

個人に先行させる。このように、④の市民社会把握を基点としつつも、②や③とし、かなる

関係を取り結ぶのかは、社会関係資本論をめぐってもやはり論点として提起されうる口

これまで現代のアメリカ市民社会論の展開と特徴について、それが生み出す論点ととも

に検討してきた。しかし、これらのアメリカ市民社会論は、アメリカ一回にとどまらず、

グローバノレなレベルでその影響力を持ち、それゆえ、市民社会論一般に対しても影響力と

論点を提示してきた。次節では、これらのアメリカ市民社会論が持った影響力と、それが

はらむ論点について、これまで提起してきた問題も含め検討していきたい。

3 アメリカ市民社会論の普遍化と特殊性

現代におけるアメリカ市民社会論の復権は、市民社会概念の系譜の中でも④共和主義的

市民社会を軸として構成され、その意義を再生する形で理論的・実践的の両国から広がり

を見せている。しかもその影響力は市民社会論のスタンダードとなる勢いであり、その概

念は普遍化されつつあるとも言えよう。他方、市民社会把握の中でも④にスポットを当て

ているため、特殊な性格を持つものでもあり、それを普遍化して扱うことには様々な問題

点も指摘されうる。本節では、これまで検討してきた現代アメリカ市民社会論の持つ、 f普
遍性j と「特殊性j について論ずる。

( 1 )現代アメリカ市民社会論の普遍化

本稿で採り上げているアメリカ市民社会論の特徴は、第一に市民社会を国家とも市場(経
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済社会)とも切断された領域に置く点、第二にアソシエーションなどの集団に重点を置き、

それらの集団が直接公共性を担うプロセスに注目した点にあると言える。これらの特徴は、

他の様々な系譜を持つ理論と交錯しているD

その顕著な例が、 ドイツの].ハーパーマスであろう。ハーパーマスもまた早くから市

民的公共性という形で、市民社会が国家からは月IJの領域として公共性を担ってきた歴史に

着目してきたが (Habermas:1990)、その市民社会がブルジョワ社会と同一化されており、

その意味で市場(経済社会)とは未分化である点をよく指摘されてきた (Fraser:1992;禁

藤:二000)。これは、ドイツも含めたヨーロッパにおいて、③経済社会としての市民社会

把握が中心的であり、ハーパーマスもまたその系譜から完全には脱却できていなかったこ

とを示している。しかし九0年代に入ると、彼は市民社会に ZivilGesellschaftとしづ言葉

を当てるようになる。それは、「近代を特徴づけるものとしてへーゲルやマルクス以来慣習

となっている『市民社会 societascivilisJlから『市民社会 burgerlicheGesellschaftJlへ

の翻訳とは異なり、市民社会 ZivilGesellscha氏という語には、労働市場・資本市場・財

貨市場をつうじて制御される経済の領域としづ意味はもはや含まれてJおらず、「非国家

的・非経済的な結合関係j がその核心となる。しかもその例としては、教会や文化的サー

クノレなど、様々なアソシエーションが挙げられた (Habermas:1990，翻訳XL)。

このノ¥ーパーマスの把握を鳴矢として、ヨーロッパの系譜にある市民社会論においても、

④共和主義的な市民社会の把握は非常に大きな影響力を持つようになる。 ].コーエン/

A. アラートは、ハーパーマスに影響を受ける形で、市場社会と国家との間に市民社会を

置き、公共的性格を担う領域として捉えた (CohenJArato:1992)。彼らは、 fアメリカのフ

ランクアルト学派j と呼ばれる潮流の一部であり (ジェイ編:1997)、ヨーロッパ的な思想、

系譜をモチーフとしつつ、アメリカ的文脈ともそれを交錯させていったのである。また、

グラムシ的な市民社会論の影響を受けつつ J.キーンやP.ハーストらイギリスにおいて

もこの市民社会把握は左派政治理論の核となった (Keane:1988;Hirst: 1997:近藤:2001)口

しかしこれらの市民社会論を、アメリカの市民社会論と同一視することには慎重になる

べきでもあろう D ハーパーマスであれコーエン/アラートであれ、これらの理論は、領域

的な(国家とも市場とも切断された)市民社会把握においてはアメリカ市民社会論との同

一性を持つが、この市民社会領域の担う役割や性格に関しては、分岐が認められる。この

点は、この後に指摘するアメリカ市民社会論の問題点を考える上で重要な論点となる。た

だいずれにしろ、現在の市民社会論においては、それぞれの固有の文脈を受けつつ、④共

和主義的な市民社会把握が非常に大きな影響力を持つようになったことは確かである。

しかし、さらにその影響力をより直接的な形で増す契機となったのは、社会関係資本論

である。先に述べたように、社会関係資本論のそもそもの核は、それが政治的・経済的制

度パフォーマンスの鍵となる点にあった。その結果 発展途上国や旧社会主義国における

民主化や経済発展、開発などにおけるパフォーマンスの改善を可能にする要因としての注

目が集まったのである。その結果そういった国々での社会関係資本を測定し発展可能性を

測るという研究が展開されている (Aberg/Sandberg:2003;Grootaert/Bastelaer:2002;佐

藤:2001)。より直接的に、発展途上国における社会関係資本の育成を軸として、それらの

国々の経済・社会開発を図ろうという実践的試みも見られる。例えば近年の世界銀行は、発

展途上国の発展に際して最も重要な要因のーっとして社会関係資本に注目しており、セミ

ナーを開き、報告書を発行するなどしている 12
0 0 E C Dもまた、同様の観点から様々な

セミナーを開催し報告書を発行している (OECD:2001)。もちろん、対象は発展途上国だ

けにとどまらず、いわゆる先進諸国に関しても様々な調査や提言が行われており

(Putmum:2002)、日本においても、内閣府が委託調査を行い、「社会関係資本培養Jを目
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指した取り組みの必要を提唱している(内閣府:二00三)。
以上のように、現在のアメリカで展開されてきた④共和主義的市民社会把握は、理論的・

実践的関心の両者を巻き込みつつ、グローパノレ・レベルで、展開されている。その理由の一

つは、その議論の政治的・理論的・実践的射程が極めて広い点に求められるだろう。例え

ば、個人主義を問題視し共同体やその伝統を強調する場合には、保守主義的な系譜とも共

鳴しうるし、また国家とも市場とも切り離された領域における政治的可能性という観点か

らすれば、市場に批判的でありつつも国家中心性の問題性も認識しつつある左派理論とも

共鳴する。「大きな政府Jの限界が様々な局面で顕在化し、 NPOなどの展開が見られる先

進諸国においても、また民主化と経済発展を目指す一方で、 NGOとしづ市民社会勢力が

その影響力を増しつつある発展途上国においても、同様に重要な視点を提供している。

この射程の広さを特徴として、いわば④共和主義的市民社会把握の普遍化とも言うべき

状況がグローパノいレベルで、展開されつつある。しかしその過程で、その市民社会把握の持

つ一面的性格や特殊性、またその中での分岐も指摘されうる。次項では、この点について

議論を展開したい。

( 2 )アメリカ市民社会論の特殊性

これまで述べてきたように、現代アメリカを中心に影響力を持つ市民社会論の特徴は、

第一に、それが集団・団体を基点とした論理構成を行っている点にある。それは、自己の

私的利益を中心に考える個人主義を批判し、集団による公共性の実現と、そのための集団

への参加とそのプロセスにおける市民的徳の極養という点に焦点を定めている。第二の特

徴は、市民社会の領域を国家とも市場とも切り離された領域に置いている点にあり、とり

わけ市場と切断する点にその呂有性がある。したがってこの市民社会論は、市民社会論の

中でもある特殊な位置に立つのであり、一般的な市民社会概念として普遍化されることに

は慎重になる必要もあろう。本項では、上記の二つの特質、つまり 1.集団中 J心的な把握、

II. 市場(経済社会)や国家との切断、の二点に由来する論点について検討を行し、たい。

I 集団の形成と個人

本論でも述べたように、現代のアメリカ市民社会論の集団や団体の把握には大きな論点

が存在する。つまり個人を基点とした集団の形成なのか、集団を前提とした個人への規定

なのかという点である。これは、本章の冒頭で掲げた市民社会概念の類型の観点からは、

④共和主義的市民社会概念、が、自律した個人を前提とする②政治社会としての市民社会や、

③経済社会としての市民社会とどのような関孫を取り結ぶか、という論点と関連している。

集団の性格とその中での個人の位置づけという問題し 1かんによって、市民社会の持つ特

徴もまた異なってくる。共和主義的な政治理論に対しては、それが規範やアイデンティテ

ィの同質性を要請することに関わる「排他性jや、その中での参加の f強制性Jといった

問題が批判として提起されうる (Sandel:2000，271)。つまり、集団への帰属を強調するあ

まり、個をその中に埋没させてしまう危険性である。

この問題は、共和主義的市民社会論がグローパノレな広がりを持つ現在、より重要な問題

となろう。例えば戦後日本のいわゆる市民社会派は、 f個人j の析出なき共同体的社会を、

前近代的性格を持つものとして問題視してきた。現代日本においても、一般には自発的ア

ソシエーションとして捉えられるべき企業や労働組合などが、日本的文脈の中では個人の

間意や自発性を前提としない共同体的性格を持っとして構成されているなど、共同体に個

人が埋没する傾向の存在は、しばしば指摘されている(井上:二00一)0 またアメリカ市

民社会論の中でもコミユニタリアンは、アジア的独自性の軸として「アジア的共同体j の

役割を強調する潮流と共鳴したが、それがしばしばアジア諸国の人々の政治的自由の開花

を妨げる傾向と結びつき、ひいては貧困の問題などと関連していることも議論されている
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(セン:二00二;井上:二00三)。この状況の下、アメリカ市民社会論に特徴的な共和主義

理論を導入する場合、その集団の性格、個人と集団との関係は重要な論点となるだろう。

この点に関して、現代のアメリカ市民社会論の立場は複雑である。そもそもトクヴィル

がアメリカの民主主義に注目した理由の一つに、自己利益的個人主義や物質主義という潮

流と、伝統的な地域的市民コミュニティの維持という、「理論的には和解不可能なものを強

制的に和解させているj 点があった (Scambra:2000，321)0 現代のアメリカ市民社会論も

この点に留意し、「私Jと「私たちJの両者をいかに実現するかという点にその焦点がある

(Elstein:2000， 105)。その限りで、現在のアメリカ市民社会論は ④共和主義を軸としつ

つ、自律した個人を重視する②③の系譜を前提とした議論を目指していると言えるだろう。

実際、ほとんどの論者が「個人主義を否定しているわけではなしリとの記述を行っている。

しかし実際のところは、先にも見たようにその重点を自発性に置くか、コミュニティ的

な同一性に置くかについては議論が分かれており、アメリカ市民社会論にはその両者が内

包されている。また両立と言うよりその区別が唆昧化されている場合も多い。現代のアメ

リカ市民社会論について包括的なレヴューを行っているエパーリーは、「自発的に集まり、

共通目標に向けて働き、その過程で協同と信頼の本質的習慣を学ぶJ(Eberly:2000，7) こ

とがアソシエーションの本質とする一方で、その基盤たる共通善は、「我々の選択から独立

し、それゆえ我々全てに対する主張に位置する、普遍性を持った一連の倫理的諸原理j

(ibid.， 13)であるとし、その原理の所与性を説く。またパットナムも、その論理構成はあ

くまで個人から出発し、集合問題のジレンマにおける社会関係資本の役割に主眼を置くが、

他方で彼が「コミュニテイ J的関係、をそこから排除しないこともまた明らかである 130 実

際、社会関係資本が及ぼす良好な影響として「子どもの教育と福祉」や「安全な近隣社会J

などをまず挙げる点は、コミユニタリアンの議論とも類似性が見られる (Putnam:2000)0 

したがって、この論点に関してアメリカ市民社会論は非常に多義的であるという認識が

必要となる。多くの論者が個と共同体との両立を目指す中で ゲ、マインシャフトとゲゼノレ

シャフトとをその性格的相違から生じる様々な問題への十分な吟味なく 混在させている

のも事実と言えよう。そのため、市民社会論の回帰を惹起した「行き過ぎた個人主義Jを

批判するがために、「行き過ぎ、た集団主義Jに陥る危険性は常に内在されており、特にコミ

ユニタリアンの中にはそういった傾向を見せるものもある。

この原因の一つは、アメリカ市民社会論における集団への強調が、主には市民的徳、の濡

養の視点から導き出されている点にあると思われる。つまりそれは、個人を尊重する場合

でも、一定の徳、や倫理的規範を集団内で形成された「個人J(=集団に参加する)を想定し、

そうではなく私的利害中心的な個人(=集団に参加しなし'1)を否定する。徳や倫理を備え

た個人こそ、「正当に理解された自己利益の原理j を理解する真の偲人という論理である

(Eberly:2000)。したがってそこに映し出される個人は、単に②や③の市民社会類型にお

いて想定される個人ではなく、それから切断された市民社会の中で育成された個人である。

しかし、これらの個人は、共和主義に対する批判として提起された、「排除性Jと「強制

性Jを免れていると言えるだろうか口フーコーはその市民社会把握の中で、市民社会内に

も諸個人を道徳的・規範的に矯正する権力が存在することを論じたが、こういった市民社会

内権力に対して アメリカの市民社会論があまりにナイーウ、な側面を持っていることも指

摘できょう。ワレンは、 トクヴィルおよびその系譜を受けた市民社会論に対して、それが

国家=権力、市民社会 t 非権力という二分法に立っており、それゆえ非政府的領域におけ

る権力概念に無関心である点を指摘している (Warren:2001，32)。

この問題は同時に、市民社会における「紛争Jの存在を見逃すという問題にも繋がって

いる (Whittington:2001，27)。市民社会内においても、諸個人間の利益や価値の競合は不
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可避であり、それらの紛争を制御することによって集団も形成される。しかし、現代のア

メリカ市民社会論には、一方では諸個人の私的利益を否定し、他方ではあらかじめ何らか

の倫理的徳を想定することによって、これらの競合@紛争局面を軽視する傾向がある。こ

れも、一種の権力関係の中で市民社会や集団が成立しているとしづ側面への軽視と繋がっ

た問題であると言えよう。また、集団内のみならず、集団関の紛争に関しても同様である。

もちろんそういった権力が、常に負の方向へと作用するわけではない140 しかし、権力

への自覚、そしてその権力を制御する装置を備えない限り、一方では前近代的な共同体と

の区別も、また、パットナムが指摘する社会関係資本の「島吉正面j の問題も解決困難と思

われる。とりわけ、アメリカ的文脈を超えてグローパノレ・レベルへと広がりを見せている

現在、検討が要請される問題であると言えよう。

これらの点に関して、ヨーロッパの系譜、特に先にも触れたハーパーマスは、同様の④

共和主義的市民社会の系譜に立ちながらも、より個人の「私的自律j に配慮、した理論化を

行う。彼は、アメリカのコミユニタリアンなどの潮流が、市民的徳や集団的能力を持った

市民の公共的自律を強調するあまり、[民主的プロセスを共通善志向の国家市民の徳に依存

させてしまう J点にその問題点を見出す。そうではなく、ロックに端を発する自由主義の

観点から私的自律を重視し、それらの人々の間での(紛争をも含む)問主観的な民主的プ

ロセスを通じて公共的自律が達成される場として、市民社会を捉える (Habermas:1996)。

ここでも論点は、市民社会類型の中でも②と④との両立であり、ハーパーマスはより明確

に②の側面から出発しながら、そのプロセスの中で④としての市民社会領域がし 1かに形成

されるかを議論する。つまり、②と④の切断や、その切断に基づく④の観点からの個人の

修正ではなく、相互の形成関係の中から市民社会の性格を捉えようとしているのである150

この点に、共和主義的市民社会理解の中でも分岐が生じていると言えよう 160

E 市民社会の閉塞

現在のアメリカ市民社会論が注目を集める要因となったもう一つの特徴は、市民社会の

領域を市場(経済社会)と切断して位置づける点である。この把握は、上記 1の論点と密

接に関連している。つまり、市場において自己利益の最大化を目指して行動する個人から

脱却し、それとは切り離された市民社会において集団的に公共性を紡ぎだす存在としての

個人への注目、としづ文脈である。この論理が、政治的あるいは公共的領域としての市民

社会概念、の再生への一つの大きな契機となった。

しかし、こういった把握から発すると思われる諸問題に対し 様々な批判も提起されう

る。市民社会論の系譜・類型を思い起こすと、③経済社会としての市民社会の中では、そ

の担い手として前提となる自律した個人が、市場の交換関係の中から析出される点が、そ

の把握の中心にあった。②政治社会としての市民社会においても、その軸として所有権が

必要条件となる。それらから切断された市民社会把握は、自律した個人の析出という課題

を担いうるかという批判が一つで、ある D この点は Iで論じた問題と重なっている。

問時に、やはり Iの問題群と重なり合いつつ、ここでよりその問題が先鋭な形で浮かび

上がるのが、「市民社会の権力関係jの論点である。この問題の要因として、その市場との

切断の側面へも多くの批判が提起されている。つまり、市民社会の領域を市場と切断して

捉えたとしても、その領域に市場において生じた権力関係が浸透し、市民社会内での権力

の不均衡が生じる可能性があるが、アメリカの市民社会論はこの問題を軽視している。市

民社会を市場と切り離したために、そこに浸透する権力関係を見逃すとしづ問題である。

この種の批判は、典型的には、「資本主義の構造的不平等が日常生活をどのように構成し

ているかを無視して、市民社会を民主主義的活動の現場として理論化することや、本質的

に強制力を持つ国家に対して市民社会を対置することはもはや不可能なのであるJ
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(Ehrenberg: 1999，248) というエーレンベノレグの議論に集約できる。例えば貧困層は、ア

ソシエーションや市民的諸関係に対して、富裕層と同様の形でアクセスが可能だろうかD

とりわけ低所得の黒人層が、市民的諸関係の創設や政治的活動といった点で、貧菌ゆえに

制限的な立場にある状況も指摘されている (A剖le飢x.Assensohι:20∞02幻)0 また、現在のグロー

バリゼーションによって所得格差がますます広がる現在、社会関係資本の蓄積はそれによ

って影響を受けることはないだろうか (Steger:2002)。その結果、やはり「排除性j の問

題を免れないが、共和主義的市民社会論がこの問題を軽視してしまう傾向が存在する。

市民社会を市場から切断するという発想は、一方で、経済的な市場の論理とは異なる市

民社会の機能-市民社会内での政治的・公共的機能ーの再発見を促したが、他方で、市場

で生じる権力関係から遮断された領域として市民社会を捉える傾向へも繋がった。例えば

NPOについて、様々な機能を市民社会内の勢力によって担い これまで国家に独占され

てきた政治的・公共的機能を市民社会へと引き戻すという点が注目されたが、同時に、単

に国家を縮小し、これまで、それが担っていた機能を市民社会および市場へと解き放とうと

するネオ・リベラル的潮流とも共鳴することとなった。その中には、市場が生み出す権力

不均等を問題祝する視点が著しく欠ける場合もあるがそれに対する理論的対抗力は弱い。

ただしこの批判は、市場から生み出される不平等だけではなく、より深い問題に繋がっ

ている。つまり、現代のアメリカ市民社会論が 様々な構造的に埋め込まれた権力関係全

般を軽視する傾向があるとしづ問題である。経済関係、人種・民族、男性と女性、・・・こ

れらの中には権力の不均等な関係が存在するにもかかわらず 全く平等な関係として想定

されてしまう (Fried:2002)。そもそもトクヴィルが「アメリカの民主政治Jに注目した際

には、アメリカにおける平等が、政治やコミュニティへ参加する個人を生み出す助けにな

るという点で、「平等Jがその前提条件として含まれていた。しかし、パットナムも含め現

在のアメリカ市民社会論は、その権力関係の平等/不平等としづ問題を軽視する傾向があ

ることは吾めない (ibid，22)口したがってもちろん市場だけがその権力不均衡の要因ではな

く、その意味で、エーレンベルグ、らの批判には経済規定的傾向が内在しているが、市場も含

めた様々な構造的諸条件から遮断された閉塞的な領域として市民社会を想定することによ

って、そこに埋め込まれた権力関係を見逃す傾向が生まれていることは確かであろう。

これらの「市民社会の閉塞性j では、一つには市場からの切断に由来するが、他方で国

家からの遮断もまた問題となる。自由主義的伝統とも相侠って、現代のアメリカ市民社会

論が強力な反国家的スタンスを持っており、その結果、国家から自律して公共性を紡ぎだ

す存在として市民社会は捉えられる。もちろんこの発想自体は、国家権力から市民社会の

自律性を守るという点で、とりわけ旧社会主義諸国や日本、アジアな事例などを考えた場

合、きわめて重要なものである。しかしその市民社会が、経済社会やその他の様々な構造

的諸条件によって権力関係を埋め込まれており、また、市民社会自体もその権力関係を制

御する機能を備えないならば、国家がこれらの機能を果たす有力な手段となろう。ところ

が、その国家領域からの切断という側面があまりに強力な場合、それらの問題が放置され

てしまうという問題を抱えるのである (Whittiton:2001)。これらの問題は、国家と経済社

会からの両面から切断され、一方で私的領域からのインプットを遮断し、他方で国家から

自律して公共性を紡ぎだす領域としての「市民社会J把握は、 f私的領域からの要求を国家

に伝達するという市民社会の媒介機能Jを見失うとしづ問題に結びついている(ibid.，26)。

問題は、市場と切断した領域に市民社会を設定した点とともに、国家や市場といった領

域からの「市民社会の防御J(Cohen/Arato:1992) という側面のみをその論理の軸にして

いる点にあると思われる。つまり、国家から自律して自己統治を行う市民社会、個人主義

への圧力を持つ市場の影響力から遮断された市民社会の、政府や市場からの防御と自律性
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の確保であるD しかしその市民社会に存在する人々は、政府や市場から切断されているわ

けではなく、そこでの権力関係を背負ったまま市民社会に存在している。したがって、市

民社会の自律性や防御だけでは、その権力関係から解放するロジックは導出されない。

この点に関して、前述のハーパーマスは、民主的なプロセスの場としての市民社会の役

割を、そこで紡ぎだされた公共的意見を国家に伝達する点に求めた (Habermas:1992，翻訳

(下)九二)。またコーエン/アラートらの論者も、市民社会内で権力を制御する装置を備

えるとともに、市場や国家といった外部領域との連関の中で、相互に問題を制御していく

という視点を重視している。とりわけこの課題に関して重要なのは、こういった権力関係

を制御しうる民主主義システムをアソシエーション・レベルでも構築する必要性であろう

それは、単なる「市民社会の防御」の視点だけではなく、市場や国家といった領域との連

関の中で、「攻撃J的にそれらの問題を制御するという視点でもある(ibid)。

これらの指摘は、やはり④共和主義的市民社会把握の中での一定の分岐を示すとともに

その分岐の要因を本章が先に示した市民社会の類型の問題へと戻してし 1く。つまり、その

際、②自律した個人からなる政治社会や③経済社会としての市民社会の論理を単に否定し

て④共和主義的市民社会の論理へと閉塞すること(あるいはその逆)ではなく、②③の論

理と④の論理との接合可能性や論理的補完性を追求していく点に、その鍵はあると言える

だろう。それは同時に、自らがよって立つ市民社会の普遍性と特殊性を自覚したよで、他

の市民社会類型とどのような補完関係を結ぶかという問題でもある。

おわりに

以上のように本章では、現代のアメリカにおいて展開されている市民社会論について、

その位相を検討した。その市民社会論が、多様な市民社会概念の中でも共和主義的市民社

会論の系譜を強く受けるものであるとともに、その他の市民社会概念、との間で様々な関係

を取り結んでいる。本章では、その関係から発する諸論点についても検討を加えた。

したがって現代のアメリカ市民社会論は、独自の系譜を受けた特殊アメリカ的な性格を

持つO 同時に、それが苧む理論的射程の広さゆえに、アメリカのみにとどまらず現代の様々

な状況に適用されうる普遍的な性格を帯びるものでもある口その普遍性と特殊性の両者を

認識しつつ、その意義と限界を見定めていくことが、ともすれば「アメリカ化Jに陥りや

すいグローパノレ化の進む現代において、政治理論においても今後も求められる課題となる。
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1例えば、 (Schwartz/Pharr:2003)などでも、「復権以後jのアメリカ市民社会論による「市

民社会J概念、を前提として、日本の市民社会の状態、が分析されている。このような例は近

年の市民社会研究において極めて多い口

2後にも述べるように、共和主義的な市民社会把握の一つの軸は、それがアソシエーショ

ンの存在を強調する点にあるが、口ックもまた「市民社会Jの鍵としてアソシエーション

を重視している(ロック:一九六八，-00頁)。
3正確に言えば、彼/彼女は「市民社会J としづ言葉を用いているわけではない。彼/彼

女の共和主義的発想が、後の市民社会論に影響を与えたというべきであろう。

4今回の分類には含めることができなかったが、他に注目すべき二つの系譜について付記

しておきたい。第一に、グラムシ的市民社会論である。グラムシは、市民社会での闘争こ

そが、国家に結晶している統治階級の支配に挑戦するアリーナとなりうるという点で、「

家に対抗するJとしづ市民社会の性格を強調した。東欧革命などではこの市民社会概念が

重要視される (Keane:1998;Edward/Foley:200 1)。第二には、市民社会内にも権力一支配

関係が内在されているという論理で、近代批判を行ったフーコーの系譜である。これらの

系譜は、本稿で取り上げるアメリカの市民社会論に対しでもも強力な批判の論理を提供し

ており、後に取り上げることとなる。

5ただし、現在の市民社会論においても、各論者のトクヴ、イル理解や、 トクヴイノレのどの

側面を強調しているかについては様々な違いがある。この点については、本論で後述するD

6 したがって、共和主義的な市民社会理解が現代のアメリカ政治理論において全面的なも

のであるとまでは言えない 例えば後に述べるようなリバータリアン的把握も有力な潮流

の一つで、あるし、合理的選択など、個人の私的利害を中心とする実証的モデルもアメリカ

では中心的である。したがって、共和主義的な市民社会理解は、あくまで現在のアメリカ

における市民社会論の復権の状況の中で軸となっているという意味であり、アメリカの市

民社会論の内部にも多様な理解が含まれている。また、これらの共和主義的市民社会論は、

規範的な観点から、個人主義的前提を持つリバータリアンや合理的選択論を批判している 0

7 したがって、へーゲノレ的な意味で、の「国家Jはアメリカには存在せず、存在するのは単

にアリーナとしての「政府Jのみである点を、アメリカ的特殊性としてあげる論者もある

(Bell:2000，382f)口

8 rコミユニクリアンJの代表的論者としてはベラーやマッキンタイアらが挙げられる

(Bellah et al: 1991;MacIntyre: 1984) 0 

9 ただし一口にコミユニタリアンとしてくくられる中にも多様性が存在しており、コミユ

ニタリアンであればすべてがこのような傾向を持つわけで、はない。この点については、(近

藤:二00-，二八六一二九一頁)。

10 ただし、パットナムとトクヴィルとの連続性に関しては、様々な批判も提起されている。

例えば、 トクヴイノレがその議論の前提とした諸個人間の平等といった論点や、ボランタリ

ー・アソシエーションの形成に及ぼす構造的要因といったものに、あまりに無関心で、あると

いう点などである (Fried:2002;Whittington:2001)。この論点については、本論でも後の

検討材料となる。

11パットナム批判としては、そのコミユニタリアン的志向に警鐘を鳴らすものが多いが、

逆に彼が個人を基盤とした方法論に立っている点を批判の対象とする論者も存在する。例

えば、 (Shultz:2002)を参照。

12以下のウェブサイトを参照。

http://www1.worldbank.org/premlpoverty/scapital/index.htm 
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13パットナムは社会関係資本を、「架橋型 bridgingJ と「自己結束型 bondingJ とを区別

し、特に後者は社会関係資本の暗黒面に繋がる場合もあるとして警鐘を鳴らしている。こ

の点は、彼が自身の社会関係資本論の持つネガティヴな側面に自覚的である (Putnum:

2000，358)点を示すとともに、逆に言えば、彼の議論する社会関係資本論が、「コミュニ

ティ j と親和性を持つ「自己結束型Jを包摂していることを明らかにもしている。

14 例えばアレントのように、権力を単にゼロ・サム的な支配関係、を可能にするものとし

てではなく、複数の人間によって創出されるプラス・サム的なものと定義するなら、市民

社会内に権力関係が存在することは、!必ずしも否定的に捉えられるものではない。この点

については(Arendt:1969)。
15 ただし、ハーパーマスがこれらの論点を完全に克服しているわけで、はなく、「権力jや

「紛争Jの観点からハーパーマスにも多くの批判がなされている。例えば、

(Mouffe: 1992; Christodoulidis: 1998) を参照。

16 ワレンは、近年の市民社会論におけるアソシエーション重視の傾向にも、アソシエーシ

ョンのどの役割を強調するかによっていくつかの分類が可能で、あるとしている。つまり、

A市民的徳に対してアソシエーションがもたらすインパクトを重視する市民共和主義、 B

自己統治、参加 C民主主義的効果の 3つである (Warren:2001. 9D。彼によれば、本章で

検討してきたようなアメリカの市民社会論はAに収められ、 Cのような民主主義的効果を

強調する側面はほとんど現れてこないとする (ibid.，34)。この点からしても、共和主義的

市民社会論の中でも分岐が生じており、やはり本稿で取り上げてきたようなアメリカの市

民社会論の潮流は一種の特殊な性格を帯びるものとしての認識が必要であろう。
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27 国際政治と NGOヰ

一市民社会を基礎とする 3セクター生成モデルの視点からー

筑波大学大学院人文社会科学研究科 国際政治経済学専攻 教授赤根谷達雄

冷戦の終駕を迎えた 1990年代以降、国際社会において、非国家行為体 (NGO)や国境

を超えた市民社会ネットワークの存在感が際立つようになってきた。 1997年に締結された

対人地雷禁止条約の作成でイニシャチブを発揮したのは、 InternationalCampaign to Ban 
Landmines (対人地雷禁止国際キャンベーン) (ICBL)という世界の NGOを束ねたネッ

トワークであったo ICBLの精力的な活動は国際的に高く評価され、 ICBLとその代表 J.

ウィリアムズは 1997年のノーベル平和賞を受賞した。 ICBLはNGOの活動が肯定的に評

価された典型的事例である。他方、マスメディアや政府、ビジネスによって、 NGOや市民

団体の行動が行き過ぎであると否定的に評価された事例もある。 1999年の WTO(世界貿易

機関)の第 3回閣僚会議の際に、世界中から 7万人ともいわれる NGOや労働者、市民団

体等が米国のシアトルに集まり、 WTO及び「新多角的貿易交渉(ミレニアム・ラウンド)J 

に反対する街頭デモを行った。会議は主要国の合意が得られず失敗に終わった。市民団体

の街頭デモ自体が会議失敗の主要な原因で、はなかったものの、一部の市民団体が暴徒化し、

そのために会議は物理的に影響を被った。シアトルのケースは、市民団体が既存の国際レ

ジームとその活動に対して激しい抗議活動を行い、世界の注目を集めたケースである。

国際政治における NGOや市民団体の影響力の増大は、地球環境や野生生物保護の分野

では 1970年代頃から見られた現象である。国際政治学ではその頃から「国際相互依存論j

等の理論で、国家以外のアクターやトランスナショナル・リレーションズ(民際関係)に

着目した研究が増えてきたD しかし冷戦の終駕とインターネット等の情報通信革命の進展

により、国際関係における NGOの存在感は一層顕著になった感がある。国際政治学はこ

こで改めて NGOや超国家的市民ネットワークについて本格的かっ体系的に研究する必要

に迫られているといえよう。

国際政治学の観点から NGOや超国家的市民ネットワークにアプローチする際、検討し

なければならない 2つの課題がある。一つは、(1 )国内政治の分野で発展してきた「市民

社会論」と国際関係における NGOや市民ネットワークがどのように関連しているかを明

らかにすることである。 NGOも市民社会組織の一つにほかならない。しかし NGOと市民

社会は同じものなのか、それとも違うものなのか。違うとするなら、どのように異なり、

また両者はどのように関連しているのか、といった問いを検討しなければならない。もう

一つの検討課題は、 (2)NGOや市民ネットワークの役割をイシューエリアごとに考察す

ることである。今日の国際政治で NGOや市民ネットワークの影響力が増しているといっ

ても、実際にはイシューエリアごとにその影響力は異なっているように見える D なぜイシ

ューエリアごとに影響力が異なるのか。イシューエリアごとに存在する国際レジームとガ

バナンスの観点からも、NGOや市民ネットワークの機能や影響力が異なっている点は重要

である。以下、この 2つの検討課題についてもう少し詳細に見てみることにするD 最初は、

市民社会と国際 NGOに関する検討課題である。

検討課題(1 ) :市民社会と NGO
冷戦の終駕以降市民社会論が盛んである。市民社会論の隆盛の契機となったのは、!日社

会主義国が民主化する過程で、市民社会の存在とその役割が改めて注目されたからである。

*本稿は未定稿につき、引用不可。
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市民社会が存在しないか、その役者jが弱し、国では、社会主義体制から自由民主主義体制へ

の体制移行がスムーズに進まなかった。それに対し、社会主義体制を生き延びた市民社会

が健在で、ある国家は、自由民主主義体制への体制移行がうまく進んだ。このような経験を

通して、市民社会の意義と役割が社会科学の分野で注目されるに至ったのである。

今日の世界が直面している、体制移行以上に深刻な難問は、破綻国家の再建問題である。

どのようにしたならば破綻した国家と社会に、民主主義を基調とした安定した秩序を再建

できるのかD この難問に対しでも、健全な市民社会を育成することが重要な要素であると

みなされている。

このように市民社会への注目は、体制移行や破綻国家再建の文脈でなされてきた。ここ

で自ずと湧いてくる疑問は、国際政治の文脈で影響力を増している国際 NGOや市民ネッ

トワークと流行している「市民社会論Jにおける「市民社会j とはどのような関係にある

のかという問いである。両者は同じものなのか、それとも異なっているのか。異なってい

るとしたらどのように異なっているのか。

国際 NGOの活動はしばしば国際市民社会運動とも呼ばれる。実際、多くの NGOは自

身を市民社会組織として位置づけている。しかし、市民社会と政治的に活動的な NGOと

は問じものではない。両者の関係を改めて十分検討しておかなければならないのである。

本研究では、 NGOの影響力の源泉は市民社会にあるとしづ命題を立てる。後に検討するよ

うに NGOの力の源泉は多様であるが、広範な市民社会の支持があるときに初めて NGO
は、国家・政府やビジネスに対抗できる影響力を発揮する。

NGOの影響力の源泉は市民社会にあるとし 1う命題を検討する際、国際政治学の NGO研

究でよく用いられる 3セクターモデルを批判的に取り上げる。 3セクターモデルとは、社

会を国家・政府、ビジネス、市民社会の 3セクターから構成されるとみるモデルで、ある。

このモデ、ノレの特徴は、以下の 3点にまとめられる口①それらの 3セクターはそれぞれ異な

った組織原理で構成されている口②3セクターは相互にチェックス・アンド・バランスの

関係にあるが、特に重要であるのは市民社会による国家及び市場の規制である。③NGOこ

そ市民社会を代表するものである1。はたしてこのような特徴をもっ 3セクターモデルは、

どの程度現実をうまく説明できるのであろうか。

結論を先取りして言うなら、既存の 3セクターモデルは、国家とビジネス、市民社会-

NGOの関係をあまりにも単純に捉えている点で問題がある。 3セクター間の関係は、実際

にはきわめて複雑であり、対立的な面もあれば、相互補完的・相互依存的関係もあわせも

っている。本研究では、そのような複雑な関係を明らかにするべく、新たなモデ、ルの構築

を自指す。

次にイシューエリアごとに存在する国際レジームとガパナンスの観点から、NGOや市民

ネットワークの役割を考察する必要性について検討する。

検討課題(2) :国際レジーム・ガバナンスと NGO・市民社会

今日の地球社会は様々な課題に直面している。すなわち地域紛争、核・化学・生物兵器

等の大量破壊兵器の拡散問題、対人地雷や小型武器、貧困、広範な人権侵害、テロや国際

組織犯罪、麻薬、地球環境破壊、生態系破壊などである。今日これらの山積する課題への

包括的アプローチとして注目を集めているのは、グローバル・ガパナンスというアプロー

1 3セクターモデルについては、以下を参照されたい。毛利総子「市民社会によるグローパルな公共秩序の

構築JW国際政治~ 137号 2004年 6月、 138-155頁。坂本義和『相対化の時代』東京岩波書!苫， 1997
0 

赤根谷達雄「非貿易的関心事項の政治学一国際市民社会運動と WTO体制の将来j、小寺彰編著 Wr転換期の

WTO-非貿易的関心事項の分析J~ 東洋経済新報社、 2003 年、 47 働 85 頁。

522 



チである。

グローバル・ガパナンスとしづ概念は次のような意味をもっている。狭くなった地球社

会で平和と人々の幸福を維持するためには、地球規模の課題や問題を解決し、国際紛争の

穏を取り除いていかなければならない。そのためには大局的視野と長期展望にたった広範

な協力関係を確立しなければならない。国家、国際機関、ビジネス NGO等のあらゆるア

クターが協働して世界を統治する。これがグローパル・ガバナンス・アプローチの核心で

ある。

ここで、ガパナンスと密接な関係にある「国際レジームj という概念、について説明して

おこう。国際レジームとは国際協力のための制度的枠組みであり、多くの場合、そのため

に国際協定が結ぼれている。その役割は原則や規範、ルールを提供し秩序を構築すること、

レジームの目的を達成するための国際協力を推進すること、紛争を解決するための枠組み

を提供することなどである。このような国際レジームが様々な分野で形成されている。グ

ローパノレ・ガバナンスを実現するためには、分野ごとのガバナンスを積み上げる必要があ

るが、そのためには分野ごとに国際レジームが必要となる。

伝統的な国際政治においては、ガパナンスを担う主体は国家・政府で、あった。国家・政

府がそれぞれの国民を代表して国際レジームを形成し、基本ルールを国内法制の形で、制度

化し、国内のアクターをしてルールに従わせることで、国際社会の秩序は保たれる。地球

規模の課題の設定や解決で主導権を発揮するのも各国を代表する政府である。各国政府は

それぞれの国民の利害と総意を代表して、グ、ローパル・ガパナンスの責任を担う主体とな

る。

しかしながら、既述のとおり、今日の国際政治においては、市民社会運動や NGOの影

響力が増しており、従来の国家中心の分析枠組みでは国際政治を十分捉えきれない状況と

なっている。グローパル・ガパナンスを考察する上で、その存在と影響力を増している NGO
を本格的に研究する必要があるのである。

人間社会を対象とする社会科学は価値や規範的要素を含む学問である。国際政治学もそ

の例外ではない。国際政治学におけるこれまでの NGO研究では、市民社会運動や非国家

組織に関して、大別して二つの立場・態度がみられるようである。一つは肯定的立場であ

る。リベラル左派の理論家は、国家や民間営利企業の行動様式を吾定的に捉える一方、 NGO
や市民社会運動が国際社会で、果たしている役割については高く評価する傾向がある。リベ

ラル左派の見地からすると国家は国益に縛られ、国家の本質からして軍事力を重視しがち

である。しかも国家による軍事力の追求は平和を保障しないどころか、かえって軍拡競争

を招き、安全と平和を損なうことが多い。また民間営利企業は経済的利潤を利己的に追求

する組織であり、市民社会運動や非国家組織 (NGO)のように無私無欲で公共の利益や価

値を追求する組織ではない。リベラル左派にとって、 NGOや市民社会は、国家権力や巨大

多国籍企業、あるいは市場経済の横暴を、社会的弱者の視座にたって牽制する社会的に欠

かせない政治勢力である。

国際政治で市民社会や NGOが果たしている役割を、否定的あるいは消極的にしか見て

いないのが、国際政治学の主流理論であるリアリズムである。リアリズムのモデル・分析

枠組みでは、国際社会の主要なアクターは国家であり、 NGOや市民社会は所詮周辺的存在

にすぎない。リアリズムの見地からすると、国際政治学の主要な関心は戦争と平和の問題

であり、 NGOや市民社会がこの分野で果たしている役割は微々たるものである。

国際政治学において NGOや市民社会の影響力にも一定の注意を払ってきたのは、リア

リズムよりも包括的な分析枠組みをもっ国際政治経済学である。国際政治経済学では、国

家と市場の関係、政治と経済の関係、あるいは国家と多国籍企業の関係等に焦点を当てる。
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国家と市場は、それぞれ異なった原理に基づいて構成された社会システムである。国際政

治経済学では、それらの異質なシステムの相互作用や相互関係を考察することで、リアリ

ズムよりも幅広い社会現象を分析対象としてきた。

国際政治経済学のひとつのパラダイムであるリベラリズムの系譜では、相互依存論や地

域統合論といった理論が開発され、国境を越えた社会の棺互浸透現象や超国家的民際関係

(トランスナショナル・リレーションズ)あるいは脱国家的共向体の形成が分析されてき

た。それらの考察から得られた知見は、市民社会や NGOを研究するうえでも示唆に富ん

でいる。例えばエピステミック@コミュニティー(知識共同体)理論は、国家の枠を超え

た社会的ネットワークが地球環境問題等の特定の分野でどのように影響力を発揮してきた

かを知識共同体とし、う概念を用いることでうまく分析することに成功している。本研究は、

このようなリベラリズムの系譜につらなるものである。

社会科学はイデオロギーと不可分であるとはいえ、イデオ口ギ一色が強すぎると NGO
や市民社会が国際社会で果たしている役割を客観的に評価できなくなる。本研究では等身

大の NGOの姿を捉えることを心がけようと思う。そこで次に NGOや市民社会が分野別

の国際レジームやガバナンスにおいてどのように影響力を行使してきたのかを肯定的役割

と否定的役割を含めた形で、整理しておくことにする。

NGO・市民社会と分野原jの国際レジーム・ガバナンス

今日の国際社会では、分野ごとに国際レジームが形成され、レジームの目的や理念に良11

りガパナンスが行われている。分野別の国際レジーム、ガパナンスと NGO・市民社会との

関係は一様ではない。NGOや市民社会が既存のレジームに対して示す態度や運動・機能は、

(1)レジームの廃棄または根本的変革を求める反体制革命運動。 (2)レジームの修正を求める

運動。 (3)新たなレジームの形成をめざす運動口 (4)レジームの目的達成に向けての協力・協

働。 (5)公的レジームの機能不全や不存在の際の補完・代替機能の 5つに大月IJで、きる。以下

J!頂に見てみることにする D

(1)既存の国際秩序や国際レジームの根本的変革または廃棄を求める反体制革命運動。

国際的に活発に活動している NGOや市民ネットワークのなかには、既存の国際秩序の

枠組みや国際レジームの根本的変革あるいは廃棄を訴えるものがある。既存の支配秩序あ

るいは国際レジームを否定するとしづ意味で、それを反体制革命運動と呼ぶことができる

であろう D

国際社会における NGOの存在感を最も印象付けた最近の事例は、 2001年の 9.11のテ

ロ事件である。このテロ攻撃は、中東を軍事的に支配する超大国アメリカに向けられたも

のである。 世界は、米国による事実上の中東支配によって、石油の安定供給という副次的

便益を得てきた口この米国による中東のガパナンスと平和は非公式的なひとつの国際秩序

とみなされうるものである。他方アルカイダによる米国の心臓部を狙ったテロ攻撃は、

NGOによる究極の反体制革命運動とみなされるものである。

同事件によって衝撃を受けた超大国アメリカは、国際的テロネットワークであるアルカ

イダに宣戦を布告し、臨戦態勢に入った。超大国が NGOである国際テ口組織を主要な脅

威と捉えて宣戦布告するというのはまさに前代未聞である。それにしても、なぜNGOは、

国家まで脅かす存在となったのか。その背景としては、情報通信革命により一般の人々が

国際的にネットワークを維持することが可能となったこと、大量破壊兵器等を NGOが取

得して、それをテロに利用する可能性が出てきたこと等があげられる。 NGOの力の相対的

増大は趨勢的変化であり、今後ともこの傾向が逆転するとは思われない。
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既存の国際レジームに対する反体制革命運動が顕著にみられるもう一つの分野は、国際

貿易である。世界貿易機関 (WTO)は、 1995年 1月、 GATTを発展的に解消して設立さ

れたもので、 GATT時代以来世界の貿易の自由化を推進し、経済のグローパリゼーション

を後押ししてきた。自由貿易を推進する WTO体制に対する NGO・市民社会の反対運動は、

WTOの役割の増大に比例するかのように増大してきた。

第二次世界大戦直後の GATT体制は、西側主要国の国際レジームとしづ色彩が濃厚であ

クたが、冷戦の終駕により旧共産圏が WTOに加わり、また途上国も WTO設立の際にWTO
ノレールを一括して受諾することで、 WTOレジームは真にグローパノレな国際レジームとな

った。また GATT時代は、国際貿易紛争は基本的に国家間の外交交渉をとおして解決され

ていたが、 WTO時代になり、紛争解決パネルや上訴委員会の裁定で解決されるようにな

った。紛争解決手続きが強化された WTOは準司法的性格を帯びるようになったのである o

WTOにおける紛争解決はレジームの目的や原則に沿って解決される。そのため自ずと白

由貿易を促進することを目指して問題の解決がはかられる。このことも NGOによる WTO
批判を強めることとなった。

市場経済の世界的拡大、経済自由化の進展、グローパリゼーションの深化は世界の人々

に多くの新たな機会を提供してきたが、その反面、グローパリゼーションよってかえって

損害を被る人々や社会的弱者の反発を呼び起こした。反グローバリゼーション運動の矛先

は、グローパリゼーションを推進してきた WTOにも向けられることになる。人々の生活

に密接に関係する経済にかかわるルールや政策を超国家的国際レジームである WTOが決

定することに対しては、「民主主義の欠如Jという批判を招いている。

WTOに対する市民の反対運動には穏健なものから過激なものまで幅があるが、過激な

ものは WTOレジームの廃絶あるいは恨本的変革を訴えている。これまで WTOを否定す

るNGOは、 WTO体制の廃棄には成功していなし、。しかし OECDで作成された多角的国

際投資協定を廃案に追い込む上で NGOの果たしたネガティブな役割は無視できない。ま

た WTOレジーム内に国際投資協定を設けようとする先進諸国や EUの動きに対して、

NGOは途上国と組んで、議題への採択を拒むべく影響力を行使してきた。

(2)既存の国際秩序やレジームの修正を求める体制内改革運動。

既存の国際秩序やレジームの恨本的変革や廃絶ではなく、その修正を訴える穏健な批判

運動がある。反体制革命運動というよりも、体制内の改革運動あるいは「異議申し立てJ

である。国際秩序・レジームの修正には、ルールの変更、ノレールの運用の変更、例外や逸

脱の承認、ガバナンスのあり方の変更等が含まれる。

WTOの事例では WTOの基本目的や原則は是認しつつも、社会的目的を達成するため

にそれからの例外や逸脱を求めたり、途上国に有利なようにレジーム・ルールやその運営

を変えることを求めたりする運動がこれに該当する D

対人地雷の分野では、人道的見地から、市民団体は、特定通常兵器条約 (CCW)の修正

を求める運動を展開した。特定通常兵器条約は、戦争目的から逸脱した過度に苦痛を与え

るような特定の兵器の使用を人道的見地から規制するための国際条約である。対人地震は

戦争や内戦で使用される兵器であるが、戦争や内戦が終結した後も長く存在しつづけ、農

民や子供などの一般人が被害に会うケースが絶えなかった。そこで、国際赤十字社や退役

軍人団体が組織した NGO・市民団体は、対人地雷の使用を厳しく規制し、究極的には生産

と保有を禁止する必要を訴えた。各国政府も対人地雷の問題を重視し、特定通常兵器条約

の枠組み内で、対人地雷の使用を厳しく規制するための新たな議定書を作成しようと模索

した。こうした NGOの活動は、特定通常兵器条約の枠組み内の改革にとどまる限り、体

制内変革運動とみなされうるものである。
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(3)新たな秩序・レジームの形成をめざす新体制形成(構築)運動。

NGO・市民団体が特定の問題領域で新たな秩序やレジームの形成を訴えたり、レジーム

構築で主導権を発揮したりすることがある。これは体制形成(構築)運動と呼ぶことがで

きるものである レジームの核心部分にあるものが原則や規範であり、またそれを支える

信念や言説であるとすると、レジームの形成運動とは新たな規範や支配的言説を確立する

ための運動に他ならない。NGOや市民社会が新たなレジームの形成をめざして運動するケ

ースにはいくつかのパターンがある口ひとつは、既存のレジームの変更を求めたものの、

その変更が達成されないか、あるいは変更されてもそれが不十分で、あると認識された結果、

新たなレジームの構築を求めるとしづパターンである。対人地雷の問題について、 CCWの

変更では十分目的を達成できないと認識した NGOは、対人地雷の禁止を規定する厳格な

国際レジームの形成をめざした。

第二のパターンは、既存のレジームの廃絶または根本的変革を求めると同時に新たなレ

ジームの形成を求めるというパターンである。実際には、このような事例はあまり多くな

い。国際貿易の分野では、 WTOの廃絶を訴える主張は頻繁に観察されるものの、 WTOに

代わる国際レジームの形成を求める具体的な提案はほとんどない。

第三のパターンは、社会問題の発生が認識されたものの、当該問題に対するレジームが

未だ形成されていないケースである口科学者集団がオゾン層の破壊とフロンガスの因果関

係について認識して以降 国家に働きかけて、フロンガスの排出規制・使用禁止に関する

レジームの形成を促した事例は このようなケースに該当する。

NGOや市民社会による体制構築運動は、国家・政府に対して向けられるのが普通である。

国際レジームは、基本的に国家間で形成されるD 今日の NGOや市民社会による体制構築

運動の特徴は、超国家的なネットワークを通して、複数の国家・政府に対して、同時に体

制構築の働きかけがなされることであろう。対人地雷禁止レジームの形成に際して観察さ

れた興味深い現象は、カナダやスウェーデンといった中級国家が NGOや市民社会団体の

働きかけに積極的に呼応し、協力して国際レジームの形成に成功したことである。通例、

国際レジームは超大国や大国のイニシャチブのもとに形成される。対人地雷禁止レジーム

の形成は、これとは全く異なった方法でもレジームの形成がなされるということを示した

初めてのケースとして注自に値する口対人地雷禁止レジームは国際市民社会運動のイニシ

ャチブで形成された市民的国際レジームである。

(4)国際秩序維持と国際レジームの目的達成に向けての体制擁護運動

今日の主権国家システムのもとでは国際秩序あるいは国際レジームは原則jとして国家間

に成立するものである。力に基づく国際秩序の直接的当事者は国家であるし、また国際法

上、国際条約の当事者となれるのは原則として国家のみである。国家・政府は、それぞれ

の国内で悶際レジームのノレールを適用し、国内アクターにそれを遵守させる。多くの場合、

悶際条約の受け入れに伴う国内法の制定という形で、法制度化する。また国際レジームの

諸目的を達成するための活動を担うのも原則として国家である。それぞれの国の統治主体

である国家は国際レジームの統治主体でもある。しかしながら、このような基本的ノミター

ンに対する例外も存在する。それは国際秩序の維持あるいは国際レジームの諸目的を達成

するために NGOや市民社会が協力し、協働するというケースである。

対人地雷禁止レジームの形成で主導権を発揮した ICBL等の NGOはレジーム形成後も

対人地雷の敷設や被害状況についてモニター活動を続けている。国家が外国の状況を監視

するのは主権の壁のために容易ではない。NGOは草の根ネットワークを動員して国家では

なしえないレジーム擁護活動を行っているのである。絶滅に瀕した動植物の保護や人権状

況のモニターでも、 NGOは超国家的市民ネットワークを通じて活躍している。
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(5)国際レジームの機能不全や秩序が欠如する際の体制補完・代替運動

NGO は社会問題の存在や発生を他に先駆けて告発する機能も有している。例えば、本来

人権を擁護するはずの国家が加害者の立場に立つ国家権力による人権侵害のケースでは、

国際 NGOや各国の市民団体こそが問題を告発する。国家・政府は、その訴えに応え、政

策的対応や新たな国際レジームを形成したりする。また国家や国際レジームがその問題を

認識しそこなったり、対応が遅れたり、十分な対応をしていない場合には、 NGOや市民団

体が、本来国家や国際レジームが果たすべき機能を補完したり 代替したりすることがあ

る。また国家や国際組織による社会福祉の機能が不十分である場合 NGOが問機能を補完

したりする。特に破綻国家の場合は、国家の下位組織や主体は、国家の機能を代替するこ

とが多い。多民族の破綻国家においては民族組織や団体が擬似国家機能を果たすことがあ

る。「国家Jも一種の国際レジームとみなしうる。とするならこれも NGOによる、国家と

いう国際レジームの代替である。

以上のように、既存の国際秩序やレジームに対する過激な反体制革命運動から国際レジ

ームの形成と維持に携わる体制擁護運動まで、 NGOや市民社会は、様々な形で国際秩序と

ガパナンスに関わっていることが分かる口このような多様なかかわり方を踏まえるとき、

NGOや市民社会による国際社会で、の役割については、善悪二元論の図式で単純には評価す

ることができないとの感を強くせざるをえない。またそれと同時に、その評価がどうであ

れ、以上の分類を説明する際に掲げた具体例に鑑みると、分野によっては、 NGOや市民社

会団体の影響力が増していることは明らかである。それでは NGOや市民社会団体の影響

力は何に由来するのであろうか。次にNGOの影饗力の源泉について考察することにする。

NGOの影響力の源泉

国際的に活発に活動している NGOや市民団体の影響力の源泉は何であろうか。一つの

要因は疑いもなく活動にかける構成員の熱意であろう。多くの NGOの構成員は、奉じる

価値や社会的目的を実現するべく精力的に活動し、それを生き甲斐にしている。

NGOや市民団体の構成員の情熱は影饗力を生み出すーっの要素で、はあるものの、社会的

に孤立した NGOや市民団体は大した影響力を持ちえない。 NGOや市民団体は、公共的価

値や目的の実現をめざしていることが多いが、その活動が市民社会から広範な支持を集め

たときに影響力が甚大となる。 NGOや市民団体は自らの活動目的を社会にアピーノレし、世

論の支持・賛同を得るべく様々な手段を用いている。広範な市民社会の支持こそが NGO
や市民団体の究極の影響力の源泉だとしても、その支持を獲得するための資質や活動が

NGOや市民団体に備わっていなければならない。それには、①専門知識と実績、②人的ネ

ットワーク、③広報活動:(a)世論、マスメディアへの働きかけ、 (b)政府・官僚への働きか

け、④選挙での影響力行使、⑤企業への働きかけ、⑥政党の結成と議員の輩出等が挙げら

れる。以下、)1頂に考察する。

①専門知識と実績

分野ごとに活発に活動し、影響力を有している NGOの構成員は、当該分野で専門的な

知識や情報をもっていることが多いQ 絶滅の危機に瀕している動植物の保護を訴えた人々

のなかには、生物学者や動植物の生息地域の現状をよく知っている専門家がいる。それら

の人々の情報・知識の量と質は、往々にして動植物の保護にかかわる各国官庁の官僚に勝

る。
地球環境の危機について最初に問題提起したのは自然科学者たちであった。自然科学者
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は、 C02等の温暖化ガスの影響による地球温暖化の危険やアロンガス排出によるオゾン層

破壊の因果関係を、モデ、ルを用いて説明し、また科学的観測データで危機を訴えた。

対人地雷の人道問題をいち早く訴えたのは、地域紛争の現場で人道支援活動に励んでき

た国際赤十字社であったり、対人地雷の被害にあった退役軍人会であったりした。それら

のNGO・市民団体は対人地雷の被害の実情をよく知っていた。また対人地雷の除去活動に

従事している人々のなかには地雷を専門的に扱った経験を有する元軍人などがし 1て、それ

らの人々がもっている対人地雷についての知識は各国の現役の軍人の知識に勝るとも劣ら

ない。

人権の分野で活発に活動している国際 NGOの強みは、世界に広がった人的ネットワー

クである。主だ、った人権 NGOは、各国の NGOを束ねる NGOのネットワークに他ならな

い。人権 NGOは、世界的に張りめぐらされた人的ネットワークを通して、人権侵害の実

情について、国家・政府がもっていなし 1情報を収集している。また人権 NGOに関係して

いる人々のなかには人権関連の国際条約や国内法に知悉している法律の専門家がし、る口ヒ

ューマンライツ・ウォッチのような人権 NGOは、各国の人権状況を評価するための専門

的知識を蓄積してきており、また政治体制の民主度・自由度を評価するための評価基準を

作成するなどして、人権擁護のためのモニター活動を行っている。

特定の分野ごとに NGOや市民団体がもっている卓越した知識や情報は、マスメディア

や世論、国家や政府を説得する上で非常に大きな効果を発揮する影響力の源である。他方、

宣伝や広報活動だけがうまく(あるいはそのような活動だけに専念し)、実績をともなわな

いNGOは、いずれ化けの皮がはがれ社会的な信頼と評価を失うことになる。 NGOは自己

の掲げる目標をしっかりと達成し、社会の信頼と評価を確立してこそ、その後の活動に際

しでも影響力をもつことができるのである。

②人的ネットワーク

特定の分野で専門知識をもっている NGOや市民団体は、当該分野に関心を抱く多くの

人々と人的ネットワークを維持していることが普通である。例えば、地球環境問題や生態

系維持の問題に関心を有している市民団体は、それぞれの国家内の様々な組織や専門家と

人的ネットワークを維持している。すなわち、各国の環境省その他の関連官庁や付属の研

究機関、大学、民間の研究所や企業、マスメディア、関心をもっ議員などの問に広範なネ

ットワークが形成されており、そのネットワークはしばしば国家を超えて存在している。

ハースは、そのような人々の集団を「エピステミック・コミュニティ J(認識共同体)と呼

んだ。認識共同体は、価値や規範、現状認識を共有し、同じ問題意識をもって政府に働き

かける。そのネットワークに参加する人々が共同歩調をとって世論や政府に働きかけた場

合、政治的影響力は甚大である。人的ネットワーク(あるいは認識共同体)は、 NGOや市

民団体の影響力の源である。

③広報活動

NGOによる広報活動は、大別して(a)世論、マスメディアへの働きかけ、 (b)政府・官僚

への働きかけ、に分けられる。 NGOは様々な手段を用いて社会に問題を提起し、自身の掲

げる目的を達成しようとする。研究者・学者等の専門家集団は主に学術論文の発表という

形で社会に対して問題を提起する。 NGOや市民ネットワークは、社会問題を告発する報告

書を作成してネット上で公開したり、パンフレットを人々に配布したり、一般読者向けに

啓蒙書を著したりして社会に注意を喚起する。巨大なマスメディアが問題を取り上げてく

れるならば、世論を動かす上で強力な武器となる。 NGOや市民団体は大規模な街頭デモを

組織することでも、マスメディアや政府の関心を引くことができる。署名運動を行い、多
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くの市民の署名を獲得できれば、政府や官庁への働きかけで威力を発揮する。個々の政治

家や官僚への面会と説明・説得も広報活動の一環である Q 広報活動を通して新たな社会的

規範を形成することに成功するなら、 NGOの影響力は甚大となる。

④選挙での影響力行使

政治的に活発な NGOは、広報活動や説得といった手段だけではなく、政治家に対して

脅迫手段も用いる。すなわち、自身の政策に関して議員や議員候補者に質問状を発し、否

定的な対応(または回答)をした人に対しては、ネガティブキャンベーンを行うという脅

迫を行うことがある。選挙において当落線上の議員にとっては、このようなネガティブキ

ャンペーンは致命的である。個々の議員だけでなく政党にとっても、 NGOによる組織的な

ネガティブキャンベーンは脅威であり、NGOの主義主張に対して肯定的態度を示すことを

余儀なくされる。

⑤企業への影響力行使

NGOは企業へも積極的な働きかけを行っている。社会の経済活動を担うのは企業であり、

また企業には資金力がある。企業の方でも地球環境や動植物保護に関しては、自発的に前

向きの積極的な姿勢を見せている。例えば募金活動で NGOに協力したり、基金を提供し

たり、エコ商品を開発したり、企業活動における環境関連の配慮、を宣伝したりして、企業

イメージの確保に尽力しているのである。

NGOの企業への働きかけも広報や説得だけではなく、ネガティブキャンベーンや不買運

動等の脅迫手段をも含む。例えば環境 NGOの活動を評価せず、資金援助にも在定的であ

るような企業、企業経営において地球環境や動植物保護に隠して積極的でない企業、ある

いは途上国での労働者の待遇や人権に配慮していない企業に対して、ネガティブキャンペ

ーンや不買運動をしかけたりする。このようなネガティブキャンペーンの標的とされた企

業は、社会的にも経営上も深刻なダメージを受けることになるため、企業経営者は、 NGO

の不評を買わないよう、うまく立ち回ることを余儀なくされている。市民社会において、

NGOのネガティブキャンベーンの脅しは強力な政治的武器であり、企業の側では社会的反

響を恐れて有効な対抗手段をとることができない。

⑥政党の結成と議員の輩出・取り込み、政府への参加

「縁の党Jに代表されるように、 NGOは政党を結成し、選挙に打って出て、議員を議会

に送り込むことで自身の掲げる社会的目的を達成しようとすることがある。政党は、市民

社会と国家・政府を連結する中間組織であり、市民社会組織には含めないことが多い。連

立与党を組んだ緑の党は国家権力そのものとなる。与党にならない場合でも、キャスティ

ングボートを握る立場になれば、政府の政策に影響力を行使することができる。議員を輩

出すれば、政府や官僚機構との直接的橋渡しもできる。

また NGOは国家の中央省庁の官僚を自身の活動に取り込むことができれば、大きな影

響力の源泉となる。特に環境 NGO、生態系保護 NGO等のなかには、中央省庁の官僚をみ

ずからの支持者・構成員に取り込むことに成功しているケースが多くみられる。例えばク

リントン政権時、上下両院の環境保護派の元議員であるティモシー・ワース CTimothyE. 

Wirth)はグローパル・アフェアーズ担当国務次官として行政府内に入り、地球規模の課

題の解決に向けて NGOを含んだ国際協力を推進した。ティモシー・ワースは退官後も、

米国の国連協会会長や BetterWorld Fund総裁として環境関連の NGOと連携した活動を

行っている。
欧米諸国の政府に影響力を有する環境・動物保護 NGOのなかには、国際交渉に派遣さ
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れる自国の政府代表団に加わったり、途上国の代表団への顧問という形で参加したりして、

直接的に影響力を行使しているケースもみられる。

以上のように NGOや市民団体は、様々な影響力の源泉を有しており、それらを駆使し

て、国際レジームとガパナンスに対し影響力を行使してきた。その影響力は趨勢的に増大

する傾向にある。これまでの実績からすると、 NGOは環境や生態系、人権、といった分野

で特に大きな影響力を示してきたようである。それに対して、核兵器等の大量破壊兵器の

軍縮問題、小型武器規制といった分野では、国家の支配的影響力は健在である。また WTO
や IMF等の国際経済の分野でも、これまでのところ、国家と民間企業の意向を反映したレ

ジーム・ルールの形成とレジームの運営がなされてきたようである。このように分野ごと

にNGOの影響力に差異が観察される。この差異は何に起因するのであろうか。

この間いに答えるためには、NGOが影響力を発揮できる条件は何かという間いを考察し

なければならない この間いに対する答えのヒントは、対人地雷禁止レジームの形成過程

にあるD 対人地雷の問題は伝統的安全保障分野の問題であるが、 NGOはそれを人権の問題

として世論に訴えかけることで新たな支配的言説を作り出すことに成功し、やがて政治を

動かし、レジームの形成に成功した点が注目される。 NGOは広範な世論の支持を得たとき

に、大きな影響力を発揮できるようである。

市民社会論の系譜

ところで広範な世論の支持とは市民社会の支持と同義である。世論に働きかけることは、

市民社会に働きかけることに他ならない。ここで問題となるのは、冒頭で触れたように、

国際的に活発に活動している NGOと市民社会の関係である。 NGOは通例自身を市民社会

組織と位置づけ、往々にして自身の主義主張は、市民社会を代表もしくは代弁するもので

あると位置づける。しかし NGOは市民社会そのものではない。市民社会組織である NGO
と各国の市民社会あるいは地球市民(社会)とはどのような関係にあるのであろうか。ま

たNGOと国家・政府の関係はどのようなものなのか。さらには、 NGOと民間企業あるい

は市場経済との関係はどのようになっているのか。それを探るためには、歴史のある市民

社会論を振り返り、何が今日の市民社会概念、に継承されてきたのかを探る必要がある。

市民社会概念、は多義的であり、論者によって使用方法が異なる。本論文では、市民社会

を「市民としての自覚を有し、かっ市民的権利や義務を共有している政治共同体J と定義

しておく。なお「市民としての自覚Jといっても、個々の市民が日常生活で常時そのよう

な自覚をもって行動している必要はない。市民としての行動が求められるような選択状況

に遭遇したときに、市民としての自覚をもつようであればよいのである。このような市民

社会の定義を基本にすると、市民社会を構成する市民は、政治共同体の基本的価値や規範

を共有していることが前提となる。なぜならそれらを共有していなければ、権利・義務関係

は生じえなし 1からである。

市民社会の価値・規範は、それぞれの時代と社会によって異なる。しかし今日の世界に

存在する市民社会を見回したとき、そのほとんどにおいて、自由や公正、人権(人間の尊

厳の尊重)、民主主義、法の支配、環境保護、公共善の追求、市民社会の防衛義務といった

価値や規範が共有されている。これらの価値や規範が地球上の各国、各地域で広範に共有

されているのは、それらが「普遍性Jを有するものであるからなのか、それとも単に歴史

の帰結であるにすぎないのかについては議論の余地があるところである。いずれにしても、

市民社会は、このような価値や規範の基盤の上に権利・義務関係を構築しているのである。

以上の議論を踏まえるならば、「市民社会Jは、核uえば欧州列強が進出し植民地化する以
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前のアフリカの部族社会とは性格が異なっていることが分かる。なぜなら血縁関係を基礎

とするアフリカの部族社会は、以上のような価値や規範をもっていなかったし、またその

構成員は市民としての自覚や非人格的な権利・義務関係としづ観念、否「市民」概念、自体

をもっていなかったと思われるからである。市民社会組織の最も広義の定義としては、 f個

人より上にあり、国家より下にあるすべての自発的社会組織Jというものがある。この定

義は、実は市民社会の存在を前提とするものであるが、この定義を機械的にあてはめると、

世界の諸国家・諸地域には無数の「市民社会組織j が存在することになってしまう。しか

しそのなかで、社会的選択が求められている状況において、市民としての自覚をもって市

民的に行動する組織が果たしてどれほどあるのかという疑問がわく。おそらく、その多く

は市民社会組織とはいえないものである。

市民社会概念、は長い歴史を経て形成されてきたものである。以下その形成過程を概観し

ておくことにする。

( 1 )古代ギリシャ・ローマと市民社会

市民社会としづ概念は、古代ギリシャ時代にまで遡る。アテネでは民主的な政治制度が

確立し、自由人からなる市民は直接国政に参加した。市民の国政への参加は特権であると

同時に義務でもあった。市民は行政を担う義務を負い、また都市国家の安全が脅かされた

ときには軍務につく義務を負っていた。市民生活とは、都市国家の政治にかかわる公的生

活と同じことを意味した。それに対して市民の経済活動は私的な生活とされ、市民は奴隷

を使用して経済活動を営んだ。

古代ギリシャの市民社会概念の特徴は、国家と政治と市民の公的活動が一体となってい

た点にある。直接民主制にしろ、国家の政治・公共空間と一体化した市民社会にしろ、そ

れが成立しえたのは、古代ギリシャの都市国家が規模の小さな政治共同体であったことに

ある。今日の平均的国民国家は、政治共同体としては巨大で、ある。統治機構としての国家

は官僚化し専門化し、一般の市民・国民とは明確に区別されるものとなってしまった。今

日では国家よりも市町村といった地方自治のレベルで、行政と市民社会の公共空間は重なる

部分が多いように思われる。地方自治体は古代ギリシャの都市国家と規模が似ている口ま

た地方自治体が市民の生活に直接的にかかわる行政を担当していることも、行政と市民の

距離を近いものにしている背景であろう口

古代ギリシャでは、市民は政治的権利と義務を有し、政治共同体の公共活動や公共政策

を担う主体であった。そしてそのような市民からなる政治社会が市民社会であった。この

ような古代ギリシャの市民社会のあり方は、今日の市民社会概念に連なるいくつかの要素

をもっている。すなわち第一に、本来、国家と市民社会の公共空間は重なりあうものであ

り、民主的国家は市民社会に基礎付けられ、市民社会から生まれ出たものであるという理

解である。第二に、公共政策は国家の専管事項ではなく、本来、市民は(国家とは独立的

に)公共善を達成するための公共政策や活動を担いうる存在であるとしづ理解である。今

日、米国等において、司法を裁判官、検察官、弁護士といった専門家に全面的にゆだねる

のではなく、陪審員制度をとおして一般市民を裁判に参加させているのは、国家と市民の

距離を縮め、市民に公共意識を極養させるための仕組みである。このような制度は、市民

が国家の公的業務に携わっていた古代ギリシャの伝統を引き継し、だものといえる。

古代ローマもギリシャの伝統を受け継ぎ、市民社会概念が継承された。古代ローマの特

徴は、ローマ法を完成させ、法治国家を樹立したことにある。古代ローマは帝政、貴族の

寡頭制、共和制など多様な政治体制を経験したが、市民は法の下で平等であった。ローマ

の市民は法を尊重し、自発的に遵守した。古代ローマでは、法規範としづ概念、が社会的に

内面化されていたのである。人類の歴史で、人間と人間の関係が非人格的な法によって律
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せられたという点はその後の西欧の近代的市民社会の発達を理解するうえで重要で、ある。

世界の多くの伝統的社会では、奴隷制にしろ、封建制にしろ、血縁関係、を基礎とする部族

社会にしろ、家父長的なパトロン・クライアント関係が人間関係を律する基調となってい

た。それに対して、ローマでは、法という契約関係が市民の関の関係を律する基本となっ

た。なお古代ローマも生産活動を担うのは奴隷であり、市民にも様々な種類があったとい

う点は古代社会の限界であった。このような限界があったにしろ、市民社会の価値や規範

を法によって制度化した古代ローマの経験と遺産は、後の近代的市民社会の発展に重大な

貢献をした。

( 2)絶対王政国家と市民社会

ヨーロッパが中世の封建体制から近代的な国民国家へ移行する過程で成立したのが、絶

対王政国家で、あった。中世世界は、ローマ教皇の宗教的権威と神聖ローマ皇帝の世俗的権

力によって特徴づけられる。しかしやがて中世的権威と権力の力が衰え、それに代わって

国王の権力が増大する。 30年戦争を契機として主権国家システムが形成されて以降、国家

とは国王の権力に基礎付けられた統治機構を意味した。国王の権力基盤はその圧倒的軍事

力であり、国王はある一定の領域を排他的に支配するようになる。そして国王は実力のよ

でも、法的にも、主権を有する絶対権力と位置づけられるに至る。絶対王政国家の誕生で

ある。絶対王政の時代、国家は官僚機構と常備軍を備え近代的統治機構を着実に整備して

いった。このような近代的国家機構の発達は、国家が市民社会から隔絶したものとなって

いくことを意味していたD

中世から近代への移行過程で、国王権力と並行して実力を増していったのは都市の商人

や手工業者からなる市民である。市民は国王に対し、身体や生命の保証、所有権の承認等、

市民としての権利の保障を求めるようになる。絶対的権力を脊景とする国家は、場合によ

っては、~意的に市民の財産を奪ったり、身体を拘束したり、通商の自由を剥奪したりし
て、市民の自由と権利を奪いうる。国王を中心とする国家権力にとって一般市民は徴税の

対象としての意味が大きく、戦費の調達の際には議会を開いて増税を市民に説得する必要

があった。他方、市民の領Ijからするなら議会は国王から権利の保障と譲歩を勝ち取るため

の場であった。

市民社会と市場経済が熟成してくると、市民の権利を擁護する自由主義的啓蒙思想、が登

場してくる D アダム・スミスやジョン a ロック、ジャンジャック・ルソーは、国家の機能

を、コモンウェルス(共通の富)を擁護し増進することにあると意味づけた。ジョン・ロ

ックは、もしも国王権力がそのような役割を放棄し、暴政を行ったならば、そのような国

王は追放されてしかるべきであると唱えた。市民革命の正当化である。自由経済学の教祖

であるアダム・スミスは、経済は市場にゆだね、国家は公共財の提供等を行うだけでよい

と唱えた。アダム・スミスにとって、王権により独占的権利を保証された封建的ギルドは、

富の増大にとって障害となるものであった。国家権力による規制や干渉を免れた市民の自

発的商取引を基本とする市場経済こそが国富を増大させるための近道であるとするスミス

の自由経済思想は、当時の社会で、は過激な革命思想、に他ならなかった。

絶対主政の時代から市民革命を経て近代的な国民国家が誕生してし、く過程の市民社会概

念とその変化は特筆に価する。市民革命期の啓蒙思想家にとって、市民社会と国家とは対

立的な概念、として捉えられた。このような認識が支配的となった背景としては、国家と市

民社会の公共生活が重なっていた古代ギリシャとは対照的に、絶対王政期には「国王権力

を基礎とした国家」と「一般市民の社会j が隔絶していた状況がある。しかし市民革命を

経て後の民主国家は、再び市民に結び付けられた。すなわち、国家権力による支配の正統

性の起源を市民の同意に位置づける「社会契約説Jの考え方である。社会契約説によると
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国家は市民によって社会全体の公共の福祉を増進する役割を付託されている。そしてその

ような契約を守る限りにおいて、国家による市民の統治は正当化されるのである。このよ

うな国家契約説の考え方は、今日の民主的国家と市民社会の関係にも継承されている。

( 3) 社会主義革命と市民社会

マルクス思想、と社会主義革命は、市民社会概念、の歴史に大きな刻印を残した。マルクス

思想、の観点からは、市民革命とはブノレジョワ革命に他ならない。マルクスは、人間の歴史

を階級闘争の歴史と捉えた口資本主義市場経済の誕生によって、封建制は葬り去られ、資

本家階級が国家を支配するようになる。国家とは、階級支配のための道具に他ならない。

マルクスは資本主義市場経済の矛盾と労働者階級の貧窮を理論的に説明した。マルクスに

よれば、資本主義市場経済においては好況と不況の波は避けられず、不況を繰り返すごと

に資本家は淘汰され、プロレクリアートの数が増えてし、く。やがて階級意識に目覚めたプ

ロレタリアートは団結し、革命によって資本主義を打倒するであろう。

マルクス思想のもと、ソ連や中国では社会主義革命が引き起こされ、その後前衛政党

である共産党による独裁体制が正当化された。マルクス思想、によれば、資本主義経済が廃

棄された後は、階級支配の道具として国家自体が消滅するはずであった しかしそのよう

な予言とは裏腹に、 1990年代に共産体制が崩壊するまで、!日社会主義圏では、資本家の残

党による反革命を阻止するためと称して共産党による独裁体制が維持された。共産党や労

働者の党が国家を支配し、その組織は社会の末端に至るまで浸透して社会全体を支配した。

すなわち国家と党以外の組織は否定され、宗教組織や家族までが国家によって解体され、

社会はぱらぱらの個人に分解されて一元的管理と支配を受けることとなったのである。し

かし旧東欧圏では、市民社会の文化と伝統が地下水脈として生き残り、 1990年代に至り、

独裁体制を打ち倒す原動力となった。

旧共産圏の歴史は、市民社会にとって反面教師としての教訓を残した。すなわち一元的

な労働者の利益を守るとしづ虚構のうえに党と国家権力が社会を圧殺してしまうと、市民

社会的価値や規範は否定されてしまうとしづ教訓である。国家権力に対するチェックス・

アンド・バランスとして機能する健全な市民社会の存在は、自由と民主主義的政治体制を

維持する上で欠かせないのである。

(4 )民主的市民国家における国家と市民、国民

歴史的に民主的市民国家(あるいは国民国家)の誕生・発展と市民社会の拡大と成熟・

深化には密接な関係がある。まず市民(あるいは国民)が形成されるためには、市民(国

民)の間の封建的階級・階層差別をなくし、平等な市民を作り出さなければならない。日

本の例でいうと、明示維新の際に士農工商という身分が廃止され、均質的な国民・市民が

形成された。封建的身分制が継続する限り、平等な市民社会も、国民も形成されえないの

である。

自由民主主義的政治体制の基礎は市民の政治参加であり、それを権利として保障する参

政権は、市民としての権利のなかでも特に重要なものである。しかし参政権が導入された

当初、それを保持していたのは成年男子で一定の税金をおさめた富裕な市民のみであった。

民主化闘争をへて参政権-が性別や納税客員を問わず一般市民に拡大されるには時間がかかっ

た。その過程は、政治の民主化過程そのものである。既に触れたように古代ギリシャやロ

ーマの社会は、自由人たる少数の市民と大多数の奴隷から構成されていた。市民と奴隷の

問には、共通の政治共同体意識や連帯感は存在しなかった口それに対し、民主化された今

日の国民国家における市民や国民の共同体意識ははるかに広範で、強力である。

ある国家の国政への参政権を有しているのは、当該国家の国籍をもっ国民や市民権をも
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っている市民だけである。また国家や行政府の長となるためには、しばしば特別の資格を

有することが求められる。例えば、米国大統領になれるのは、移民ではなく米国で生まれ

た米国市民のみである。米国市民にはグリーンカードを保持する永住権の保持者から、米

国国籍を有する市民まで多様な市民が存在する。グリーンカードの保持者は徴兵制の対象

になるものの、米国市民としての十分な権利の保障はえていなし 10 米国の市民権を取得す

るのは日本国籍を取得するより容易であるが、日本国籍保持者の間で権利・義務の差別が

ないのに対し、米国の市民権は多様である口

日本や欧米の市民を基礎とした自由民主主義国では、市民としての広範な権利が憲法そ

の他で制度的に保障されている。しかし国際的視野からみると、市民としての権利の内容

は、どのような国家や社会に当該個人が所属しているかによって変わってくる。欧州列強

の植民帝国の時代、市民権を有しているのは宗主国出身の白人の男子でキリスト教徒であ

った。そのような市民権から発展して普遍的人権概念、が誕生したのは、第二次世界大戦以

降のことである しかし普遍的人権概念、が国際人権諸条約によって規定された後も、実際

にどの程度の具体的人権が保障されるかは、個々人が所属する国家しだいであり幅がある。

統治機構としての国家と市民との距離は、統治体制のあり方や市民・国民の声に対する

国家の反応度、政治的自由の保障といった要素で、変わってくる。非民主的な独裁体制にお

いては、国家権力と市民社会の隔たりは大きい。また国家の政策に対する市民の意見に耳

を傾けない非民主的国家の場合も、国民と国家が~離している。また政治的発言や集会、

結社の自由が保障されていなければ市民が意味のある形で政治に参加することはできない。

民主的市民国家における国家と市民あるいは国民との関係は、そのような非民主的独裁国

家の場合にくらべてはるかに親密なものとなる。市民権や普遍的人権を国民に保障するの

は市民国家であり、それを国際レベルで、保障するのは民主的市民国家の連合である。

国民国家は民族国家とも呼ばれる。民族は国民よりも歴史的、文化的、血縁関係的色彩

の強し 1概念である。そして市民と国民、民族は、この)1慎に文化的、情緒的色彩が強くなる。

市民概念は都会的で、抽象的で、普遍的な人間関係を尊重する教養人をイメージさせるの

に対し、民族主義者というと血族主義的で、伝統的で、情緒的な人間をイメージさせる。

国民概念はその中間にある。左派リベラルの市民社会論者のなかには、市民と国民や民族

を区別し、普遍的人権や人間の尊厳といった価値を共有する超国家的市民を市民の典型的

姿としてイメージしている人が多い。既に説明したように、市民社会とアフリカの部族社

会は異なる D おそらく民族概念はアフリカの部族社会と類似した要素を含むが故に、左派

リベラルは市民概念から民族概念を排除するのであろう。しかしながら、市民と国民を排

他的概念として区別するのは現実にそぐわない20

国民国家としづ概念・制度が欧州から世界に広がる過程で旧植民地途上国では民族独立

をめざすナショナリズム運動が生じたが、民族自決としづ概念自体、自由主義的市民社会

の自由権の考え方を国際社会に投影したものである。そして民族自決のナショナリズム運

動と旧植民地政治の国民化・民主化は同時並行的に進展したといってよい。政治制度とし

ての国民国家が欧州から世界中に広がり、地球上の政治単位が国民国家を基礎とするよう

になって以降、市民としての地位と国民としての地位とはほとんど同義となった。市民と

しての権利と義務は国民としての権利と義務を意味し、市民社会とは基本的に国民社会に

他ならない。なお市民社会の伝統の強し 1米国などでは米自民 (U.8. national)という言葉

より、米国市民(U.8.citizen)としづ言葉が多用される。

2 英語の NationStatesは国民国家とも民族国家とも訳される。日本語の国民は"civicnation円に近い概念、で

あり、民族は"ethnicnation" Iこ近い概念である。また米国やカナダが"civicnation"を基礎とする国民国家の

典型であるのに対し、日本やドイツは"ethnicnation"を基礎とする民族国家の典型である。
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今日の世界で、支配的な社会の組織は国民国家ゅであり、市民としての権利や義務は由民を

単位としている。理想主義的で国際的な市民は普遍的価値や超国家的市民関係を志向する

一方、合理主義的な市民は自身の利益のために国家が国益を追求することを是認する。例

えば米国市民は同時に米国国民で、あり、ナショナリストであり、米国の国益を擁護するこ

とが普通である。このような現実は、市民社会が必ずしも超国家的な連帯を生み出さない

背景となっている。論文の最後で考察するように、地球市民としづ概念の実態が希薄であ

るのも、ここに原因がある。もっとも市民社会の基盤が国民国家でなければならない!必然

性はない。 EU統合の深化に伴い、今日では EU市民としづ概念、も使われるようになって

きた。また地球環境問題など国家の枠を超えた取り組みが必要とされる問題領域では、市

民が国家を超えて連帯し協力する可能性がある。

(5)冷戦終駕後の市民社会論

1990年代初頭、ソ連・東欧圏の共産主義体制があいついで崩壊し、冷戦が終駕した。フ

ランシス・フクヤマは、「歴史の終駕論Jのなかで自由民主主義的政治体制と自由主義市場

経済の最終的勝利を高らかに唱えた。冷戦の終駕とともに、!日社会主義閣は市場経済に取

り込まれ、世界的な経済の自由化の進展とあいまってグローパリゼーションが加速した。

グ口一パリゼーションは多くの経済的機会を提供したものの、それに対する抵抗運動をも

引き起こした。今日、多くの NGOや市民団体が反グローパリゼーションを唱えて、反体

制的政治運動に従事している。

このような時代を背景として、今日の世界を把握する枠組みとして提出されたのが、国

家、市場、市民社会からなる 3セクターモデル(あるいは理論)である。 3セクターモデ

ルによると、国家と市場、市民社会はそれぞれ異なる組織原理に基づくアクターから構成

されている。国家は権力を基礎とし、権力を求めて競い合っている。市場の主役である民

間の営利企業は利己的利潤の追求を組織原理としている。それに対し、 NGO・市民社会

は、公共の利益を追求する市民組織から構成されており、その権力基盤は専門知識であっ

たり、市民の連帯であったりする。 NGO・市民社会は、国家権力の横暴や民間営利企業の

利己主義的私益の追求の行き過ぎ、を牽制する役割を担っている。

市民社会としづ概念、は、国家と市民社会というこ元モデ、ルを基礎として発達してきたも

のである。その点、 3セクターモデルはユニークな市民社会モデ、ルで、ある。 3セクターモデ

ル論者の基本的な問題意識は、軍事的暴力を独占している権力機構としての国家も、人間

疎外を生み出す資本主義市場経済にも根本的問題があり、市民社会がチェックしなければ、

国家や市場が暴走してしまうというものである。このような問題意識を典型的に示してい

るのはリベラル左派の思想家や理論家で、ある。今日、米国を筆頭に西側主要国の政府と多

国籍企業が結託してグローバリゼーションを推進しているが、グローパリゼーションのし

わ寄せが途上国や社会的弱者に集中しており、市民社会組織がその歪みや矛盾を是正する

必要があるというのがその基本的立場である。

3セクターモデルは、従来の国際政治学では十分考察の対象とされていなかった市民社

会を世界の社会システムを構成する主要な 3要素のうちのひとつとして取り入れたという

点で、ユニークである。そして市民社会の役割を特に重視しつつも、 3セクターの相互関係

を考察している点で理論的にも新しいものを含んでいる。しかし 3セクターモデ、ルの最大

の難点は、 NGOと市民社会組織、市民社会等を区別しないで、市民社会としづ概念でくく

っている点である。そして、 3セクタ…間の複雑な関係、を十分踏まえないで、単純な対立

関係として捉えている点で限界がある。
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f3セクタ一生成モデルj と問モデルから見た国家および国際政治

( 1) 3セクタ一生成モデ、ル

以上のように、市民社会概念の歴史的展開を概観すると、市民社会概念は現実の政治・

社会のあり方を反映すると同時に、時代ごとの問題意識に基づいて変化してきていること

が分かる。概念上時代を超えて引き継がれてきた共通する本質的要素がある一方、時代ご

との問題意識に員IJり、ある特定の要素だけが強調されていることも明らかである。本研究

では過去の市民社会概念を踏まえ、それを包摂する形で市民社会概念、を一般化してみたい。

それは、社会組織の創生に関する新しいモデ、ルで、ある D それを「市民社会を基礎とする 3

セクタ一生成モデ、ノレJと命名しておこう(短縮して使用する場合は単にはセクタ一生成

モデル」と呼ぶ)。

最初に、 3セクタ一生成モデルを概念化した図 1を示す。 3セクターとは、国家、企業(あ

るいは市場)、政治的に活発な市民団体(あるいは単に NGO)である。そしてこれらの社

会組織を生成する母体として市民社会を考える(中央の円)。国家、企業、 NGOと市民社

会とは級帯で、つながっているものの区別される。

今日の自由民主主義社会では、国家の行政府の長である大統領や首相は、直接あるいは

間接的に国民・市民の選挙で選ばれるD 立法府である議会の議員も選挙によって選ばれる。

そして行政府の長や閣僚、議員は、そのような地位につく以前は普通の市民の一人であり、

公職を離れれば一市民に戻る。官僚機構を構成する公務員も公職に着く以前は普通の市民

であり、公職を離れたならば一市民である。

確かに国家の公職につき、公務を執行している問、それらのパワー・エリートは国家の

立場で行動する。公人としてのパワー・エリートは権力をもち、一般市民とは区別される

のである口市民社会に基礎をおく市民国家とは所詮公務員の集合に他ならないが、国家が

市民社会と区別されるのは、それが理由である。しかし統治機構としての国家としづ社会

組織が市民社会から生成されたものであるという事実は残る。

図 1 市民社会に基礎付けられた 3セクタ一生成モデノレの概念、図

市民社会
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民間の営利企業の場合はどうか。営利企業の経営者や従業員は、企業の目的である利潤

の追求にいそしんでいる口利己的未IJ潤の追求は伝統社会の倫理では否定的に捉えられるが、

今日の自由主義国家で支配的な自由主義経済思想では、手Ij己的手IJ潤追求は倫理的に谷定さ

れているどころかむしろ肯定的に捉えられている。なぜなら、各経済主体が利己的に自身

の利益を極大化するように行動することで、社会全体として希少な資源が効率的に配分さ

れるという信念、を基本としているからである。しかも市場メカニズム(価格メカニズム)

をとおして、「神の見えざる手Jの働きで、市場における取引は、経済厚生の最大化という

観点から理想的な均衡状態を保障している。マルクス思想では罪悪視される利潤追求と市

場メカニズムが自由主義思想、で、は肯定的に捉えられているのである口

企業の経営者や従業員は、企業という組織の構成員であると同時に、市民(あるいは国

民)でもある。国家その他の政治共同体の一員として 市民としての権利と義務を存して

いる。営利企業といえども、市民社会の法や道徳、社会通念に従わなければ、経済活動を

行うことはできない。企業は市民社会に埋め込まれた社会組織であるといってもよい。国

家と同様、営利企業も市民社会に基礎付けられ、市民社会から生成されたものである。(ち

なみに絶対王政時代の国家は非民主的で市民社会から隔絶していたがゆえに、商人や手工

業者からなる経済社会こそが市民社会を構成するとみなされていた。)

それでは、今日、国内政治でも国際政治でも存在感を増している NGOと市民社会はい

かなる関係にあるのであろうか。政治・社会的に活発に活動している NGOは、自身を、

市民社会を代表するものと位置づけていることが多い。しかしどのような個別の NGOも

多数の市民社会組織のひとつにすぎず、市民社会全体を代表しているとはいえない。市民

社会の特徴はその多様性にある。先に紹介したように市民社会組織のひとつの定義は、「個

人よりも上位で、国家よりも下位に位置するすべての社会組織j である。この定義からす

ると市民社会を構成するのは多種多様な市民組織であり、それには家族、民間営利企業、

非営利組織 (NPO)、各種 NGO、宗教団体、スポーツや芸術の愛好クラブ、労働組合、農

民組合、消費団体、経済団体、基金、インターネット上の同好会、シンクタンク、エスニ

ック団体、学会、政党などが含まれる。これよりも少しだけ狭い市民社会組織の定義では、

民間営利企業と国家と近い位置にある政党、そして家族は市民社会組織からは除外される

が、それで、も市民社会を構成する組織は膨大である。

このように多種多様な市民社会組織のうち、政治的に活発に活動し、国際政治で影響力

を行使している NGOや市民団体はそのうちの一部に過ぎず、むしろ大多数の市民社会組

織は政治化されていない。その意味で、国際社会で影響力を行使したり、国家レジームや

ガバナンスで協働・協力したりしているような NGOは、むしろ例外的な存在であるとい

えよう。今日、国際的に注目を集め、影響力を行使しているような NGOは専従の構成員

を擁し、その構成員は NGO活動によって生計を立てているものが多い。そのような NGO
は、市民社会組織のうちでは特殊で例外的存在である。し、ずれにせよ、これらの例外的 NGO
も、市民社会に基礎を置き、市民社会から生成されたものであることは確かである。

なお市民社会運動の構成員はそれに専従している人を除き、民間企業や行政府など何ら

かの職についていたり、主婦であったり、学生で、あったりする。それらの市民は、市民活

動を片手間に行っていることが多い。日本の市民運動の先駆けとされる「ベトナムに平和

を!市民連合J(通称「べ平連J)は、反戦平和運動団体としてよく知られているが、一般

の主婦や学生が構成員として含まれていた。べ平連は、市民社会の一部の声をたしかに代

弁していた。しかしながらべ平連の主張が日本国民全体の総意であったわけではない(あ

るいはそれを示す証拠はなしサし、ベ平連にすべての国民が関与していたわけでもない。

この事例も、政治化した市民社会運動は市民社会から生成されるものの、市民社会そのも
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のとは異なることが分かる。

以上をまとめると、今日の自由民主主義社会においては、国家も、民間営利企業も、政

治化した NGOや市民運動も、いずれも市民社会に基礎付けられ、市民社会から生成され

たものであることが分かる。他方、それらは市民社会自体からは区別される存在である。

政治的アクターとしての国家と企業、 NGOは、問題ごとに合従と連衡を繰り返す。いずれ

が支配的政治的影響力をもてるかは、それぞれの生成母体である市民社会の支持が得られ

るかにかかっている。とりわけ NGOは、影響力の源を市民社会に依存している。次にな

ぜそうなのかを考察しておく。

(2) 3セクタ一生成モデルにおける国家、 NGOと市民社会の関係、

国家の指導者や官僚の立場からすると、国家の政策に批判的な NGOの主義・主張は、

国家の政策にくらべて正当性が低いものである。なぜなら第一に、国家・政府は多様な国

民の意見を集約する形で国益を定義し、大局的観点から政策を策定するのに対し、 NGOの

主義・主張の多くは単一の争点をめぐるものであり、視野が狭窄である。第二に、政府を

率いる大統領や首相、立法府の議員は選挙によって民主的に選ばれており、国民から統治

する権能を付与されているのである。そのような政府および政府の政策は民主的正当性が

ある口それに対して、選挙を経ない市民の一団体に過ぎない NGOの政策や主張は、社会

の広範な支持を得ているとは言いがたく、民主的正統性を欠いているのである。このよう

な批判は、市民社会の多様性を考慮するとき確かに的を射ているものである。

しかしながら NGOの立場からすると 選挙の洗礼を受けた政府及びその政策は果たし

て常に民主的正当性を保持しているといえるかという点が問題となる。なぜなら政府およ

びその政策が国民や市民の総意から業離しうるいろいろな理由があるからである。

政策レベルで、言うと、第一に、政府の政策が失敗する可能性が挙げられる。政府が政策

の策定と執行において、掲げた呂標・目的を達成し損ねることはしばしばあることであり、

そのような場合、国民の政府に対する支持は減退する。第二に、政策の失敗ではないもの

の、新たな社会問題が発生し、多数の市民がその悪影響を被りながら、それに対して政府

が無為無策に終始し、有効な対策を打ち出さない場合、民意が政府から離れる可能性があ

る口第三に、政府の政策そのものは所期の目的を達成したものの、それが意図しない負の

社会的副産物を生み出すことがある。例えば、所得倍増を政策目標に掲げて、それを達成

したものの、深刻な公害としづ副産物を引き起こしたりするケースである。公害で損害を

被った人々は当然政府に対して異議を申し立てるであろう。国民が公害問題の深刻さに気

づいたならば、政府の政策への支持を見直すことになるかもしれない。第四に、状況の変

化によって政策の意味がなくなったにもかかわらずそれを継続し、政府の政策が民意に対

応しなくなるケースが考えられる。第五に、世代の変化によって価値選好や規範が変化した

にもかかわらず、政府の政策が!日態依然としていて、民意から業離するケースが想定される。

次に、政策というよりも、国家権力や統治様式のあり方自体が問題を引き起こし、国民

の支持を失うことが考えられる。「絶対的権力は、絶対的に腐敗するJというエドモンド・

ノくークの警句があるように、権力者が長期間権力を握っていると腐敗したり、あるいはそ

れを契機として体制全般に腐敗が蔓延したりする危険性がある。また選挙で選ばれた者で

あっても、国家の指導者は、権力の座に長くいると独善的になり、政府に対する批判jや反

対を強権的に封じ込めようとするようになるかもしれない。統治手法が独裁的で非民主的

になれば、言論統制、結社の自由侵害、人権侵害といった事態に至り、国民の反発を招く

ことになる。自由主義思想、の見地からすると、民主社会においても、国家権力は常に要注

意であり監視していなければ市民の自由と権利は守れない。

以上のような様々な可能性を考慮するなら、選挙によって選ばれた政府及びその政策は
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常に民主的正当性を有し、政府に批判的な NGOは正当性をもたない単なる圧力団体ある

いは利益集団である、という図式が崩れることになる。市民社会を基本とする市民国家で

は、言論の自由、結社や集会の自由、政治活動の自由が認められている。国民や市民は、

政治に参加し、政権や政策の変更を求める権利を有しており、その権利は憲法や関連する

法律に明記されている。いかなる市民団体も市民社会全体の総意や利害を代表していると

主張できないものの、いかなる市民団体も、政治的意見を述べ、世論や政治に働きかける

市民としての権利を有しているのである。しかも政府の公共政策が民意を反映していない

と思われるときや、権力が腐敗したり、独裁的になっていたりして、市民社会の規範が損

なわれていると思われるときには、市民や市民団体は結束して国家権力を糾す権利、谷義

務すらもっていることになる。また市民革命のような反体制革命運動が成功するかどうか

は、どのくらい広範な国民あるいは市民社会の支持と賛同 協力が得られるかどうかにか

かっている。

このように国家は正当性を独占できるわけではなく NGOや市民社会組織が国政を批判

する正当性があることが分かったが、他方において、 NGOや市民社会組織による国家批判

や市民団体相互の政治闘争が行き過ぎると市民社会が破壊する危険性が出てくる。今日の

世界で多発しているのは民族紛争を契機とする内戦や地域紛争、そして国家崩壊である。

民族問の執際がある社会において 過度に政治化した民族ベースの市民社会組織が乱立し

て闘争が激化すると、民族問の不信感は極度に高まり、議会を基礎とする民主的政治体制

は機能しなくなる公算が高くなる。そのような民族問の亀裂が生じた社会では、単純な多

数決支配による政治の運営では、少数派が反乱を起こす危険性が高まる。そして最悪の場

合内戦・内乱に陥り、破綻国家となってしまう。イギリスの市民革命に伴う内戦時代に生

きたホップスは、国家なき無政府状態では、自然の提が支配する f万人の万人の闘争Jに

陥り、市民の生は、いやらしく、残酷で、短いものとなることを予言した。ホップスがこ

の「自然状態Jから抜け出す唯一の方法として提出したのは、市民の同意に基づいて、国

家に全権をゆだねるとしづ解決策である。法と秩序を維持するという国家の役割は、市民

社会を支える上で欠かせないものである。

先に、市民社会組織のひとつの定義として、「個人よりも上位で、国家よりも下位に位置

するすべての社会組織Jとしづ定義を紹介した。これは、市民社会が既に存在しているこ

とを前提としている定義であるが、それを機械的に当てはめると組織犯罪集団やテロリス

ト集団も市民社会組織ということになる。確かにその構成員も、市民としての法的・政治

的権利や人権を有している。しかし組織犯罪集団やテロリスト集団を特徴づけるのは、非

暴力、民主的手続き、法や社会道徳の尊重といった市民社会の価値や規範を共有しておら

ず、また市民であることに伴う義務を果たす意思が希薄なことにある。組織犯罪集団やテ

ロリスト集団はそのような意味で、「非市民的J(あるいは「反市民的J)な市民社会組織で

ある。非市民的な市民社会組織を野放しにしていては、健全な市民社会が維持されえないD

市民社会を基礎とする国家は、こうした非市民社会組織をして法に従わせ、秩序を維持す

ることが求められているのである。

国家と NGOのいずれが市民社会の利害を最も反映しているのかという問いへの答えは、

場合によりけりであるというものである。国家と NGOは、相互にチェックし、バランス

することではじめて健全な市民社会が維持されるのである。しかしいずれにしても選挙の

洗礼を受ける国家・政府の側は、 NGOよりも正当性を主張する上で有利な地位にあること

は動かしがたい現実としてある。

NGOが国家の政策に対する少数派の異議申し立てを代弁するということはよくあるこ

とである。こうした NGOの役割は、多数派の横暴とし 1う危険性を常に有する議会制民主
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主義を健全に維持していく上では、欠かせない社会的機能である口しかし NGO活動の主

が、そのような少数派の意見を代弁するというのではなく、自身の主唱する政策を既存

の国家の政策に代えて採用するよう働きかけることにあるとするならば、それが成功する

ためには、世論に訴え、市民社会の広範な支持・賛同を得ることが不可欠となる。なぜな

ら、民主国家の政府は選挙を経て選ばれたという正当性の基盤をもっているのに対し、

NGOはもたし 1からである。

国家と NGO、市民社会の関係は、多かれ少なかれ、諸国家が設立した国際レジームと

NGO、市民社会の関係にも当てはまる。基本的に国際レジームの民主的正当性は国家のも

つ民主的正当性に還元で、きるので、同様の議論が当てはまるのである。

国家と NGOの関係について最後に指摘しておかなければならないのは、両者は競合・

対抗関係にあるだけでなく 協力・協働関係にもあるという点である。近年、国家や国際

機関のアウトソーシングの一環として、NGOに公共政策の実施を委託するケースが増えて

いる。対外援助や破綻国家の復興支援等の分野でこの傾向は著しい。確かに NGOのなか

には、国家や国際機関、ビジネスとは一線を画し、活動においても、財政的にも、それら

には頼らないことをモットーとしているものもある。しかし価値や目的を共有しているな

らば、 NGOと国家が協力関係を構築したとしても、市民社会論の見地から倫理的に非難さ

れるわけではない。実際、様々な分野で国家や国際機関と NGOが協働する機会は増えて

し、るのである30

(3) 3セクタ一生成モデルにおけるビジネス(民間営利企業)と NGO、市民社会

リベラル左派の理論家による国家、市場、 NGOからなる 3セクターモデルは、私益を

追求する民間営利企業や市場経済の横暴を倫理的に問題とする姿勢を示している。このよ

うな姿勢にはマルクス思想の影響がみられる。リベラノレ左派の理論家は、 NGOや市民社会

は、公共の利益や社会的弱者の利益を優先して、市場経済の歪みを是正する任務を負って

いると考える。実際、国際貿易をめぐる今日の国際政治では、先進主要国政府と国際貿易

に従事している主要な民間企業、特に多国籍企業の立場は一致しており、市場化、自由化、

グローパリゼーションを推進することを政策の指針としている。他方、多くの NGOや市

民団体は、そのような政策路線に批判的立場にたっている。

しかしながらグローパリゼーションに批判的な NGOや市民団体の立場が市民社会全体

の立場であるわけではない。既に説明したように自由主義社会で支配的な思想である経済

自由主義では、営利企業の営利追求行動は非倫理的であるわけではなく、むしろ希少な資

源を効率的に配分するためには必要なこととして肯定的に評価される。資源、の効率的活用

に無頓着な国家・政府による経済活動の方がむしろ問題とされる。自由主義国家において、

政治化していない一般の市民も、市場経済や民間営利企業に対して、マルクス主義者が抱

くような否定的見方をしていない口もしも市民社会の総意が市場経済やグローパリゼーシ

ョンに否定的であれば、それを支持する国家・政府の政策に異議を唱えるはずで、ある。

反グ口一パリゼーションを唱える NGOが指摘するように、市場経済には矛盾があり、

グローパリゼーションに伴っていろいろな社会問題が生じていることも確かで、ある。その

3坂本義和は、市民社会を国家とは対立するものであると捉えている。国家に協力するような市民社会はそ

の名に値しないか、国家に「取り込まれてしまっているj という評価になるのであろうか。中村紀ーによる

と、第二次世界大戦と敗戦を経験した日本の知識人は、無謀な戦争を阻止しえなかったことを機悔する「悔

恨共間体j を形成したという。「悔恨共同体jに所属した知識人(自身を市民と位寵づける)の共通の問題意

識は、暴力装置としての国家はし、かに市民社会によって制御されうるのかというものであった。このような

「市民的j 立場からすると、市民社会と国家の関係はおのずと対立的に捉えられることになる。なおこの共

同体は 1960年代終わり頃、イデオロギー対立や終戦から時がたったことにより解体していったどいう。
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しわ寄せは一部の国や社会的弱者に集中する。そこで国家(あるいは国際機関)による市

場の規制や弱者のための社会保障が求められることになる NGOの主張を実際に達成で

きる財政的、法的、政治的権能をもっている社会的組織は国家をおいて他にない。すなわ

ちNGOは国家を通してしか、その理想や社会目標を十分達成できないのである。

左派リベラルの市民社会論者は、市民社会と国家及び市場経済とを対立的に捉える傾向

が非常に強い。その一人である坂本義和は、国家と協力関係にあるような市民は「市民j

ではないと主張する。なぜなら市民とは本来国家に対決・対抗するものであるからである40

坂本は、それと同時に、市場の横暴を規制するために国家の規制が必要性であることを認

めている。坂本によると、国家による「市場規制が、国家官僚(あるいは国際官僚)や『政

官財』複合体などの特権と利権のためではなく、市民の権利や利益のためであるとすれば、

そうした規制は、やはり市民社会に基礎を置かなければならなしリ。つまり、それは「市民

社会に立脚した、『市民国家~ (および『市民的国連j) による市場規制J5でなければなら

ないのである。このような坂本の議論に対しては素朴な疑問がわいてくる。それでは、「市

民社会に立脚した、『市民国家jJ と市民との関係はいったいどのようなものなのかという

疑問である。「市民社会に立脚した『市民国家jJ と市民とは、おのずと協力・協働関係に

あるのではないのか口そのような場合であっても、坂本は市民が国家に協力したとたん、

市民は「市民j でなくなるという立場をとるのであろうか。

とまれ市民社会のもとで経済活動を営んでいる民間営利企業が市民社会の法や道徳規範

を無視しては決して経済活動を継続できないことは明らかである。法を犯せば国家によっ

て裁かれ、市民社会的価値や規範を無視すれば、社会的に糾弾され 結局企業経営が破綻

することになりかねない。民間営利企業の経営者や従業員も、私的には市民の一員である

ことは既に指摘したとおりである口それらの人々も様々な市民社会組織に所属し、市民的

活動をしているのが普通である。市民社会的価値や規範に無頓着であるはずがないD

国家に対抗するうえで、 NGOと民間営利企業はいろいろな面で協力関係にある。多くの

NGOは、構成員の献金や市民からの募金だけでは活動を維持できず、しばしば民間企業や

企業関連の基金・財団から資金的支援を受ける。その額は膨大である。例えば、ジャスコ

等を擁するイオン・グルーフ。は「難民を助ける会Jに資金援助を行っているD またセブン

イレブンはレジに置いてある募金箱で集めた基金を明司TF(World Wide Fund for Nature: 
世界自然保護基金)などに提供している。この事例にように、民間企業は、人権擁護、絶

滅の危機にある動植物の保護、対人地雷など、NGOが関心を抱く国際的社会問題に対して、

NGOの立場に資金面で支持を与えている。 NGOが国家や国際組織の政策に異論を唱えた

り、政策の変更を求めたりするときに、有力ビジネスマンの支持・賛同を取り付けること

は大きな力の源泉となる。

(4) 3セクタ一生成モデルから見た国際政治の構図

政治の基本はパワー関係である。国家・政府の公共政策あるいは国際レジームのルール

やガバナンスについて、影響力を有する国家、企業、 NGOのあいだで立場や利害の一致す

る限り、原則として政治問題化されない可能性が高い。それに対し、立場や利害の不一致

4 坂本の言葉を引用すると「国家や市場を志向し、それと親和性をもつような組織と行動は、市民社会に含

まれないばかりか、それと緊張・対立の関係に立つ。 J 前掲、坂本義和『相対化の時代~ 44頁。このような

坂本の規定は、市民社会の範囲をあまりにも狭めるものであろう。そもそも欧米で主流の自由主義的市民社

会論では、市場経済こそが国家から自立した市民社会を保障する基盤であるという考え方が基本となってい

る。坂本に代表される日本の左派リベラルの立場は、欧米の主流である自由主義的市民社会論者の立場とは

相容れないものである。

5 前掲、坂本義和『相対化の時代~ 48頁。
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があれば、政治問題化される公算が高くなるD そしてその政治過程でいずれの主義・主張

が通るかは力関係で決まってくる。勢力均衡の理論的観点からするなら、国家、企業、 NGO
の間の合従・連衡が重要となるが、興味深い主な組み合わせば以下のとおりとなる。すな

わち①国家と企業が推進する政策に対して NGOが異論をとなえる場合、②国家と NGO
が推進する政策に対して企業が異論を唱える場合、③国家が単独で推進する政策に対して

企業と NGOが連携して異論を唱える場合である。

①国家と企業が推進する政策に対して NGOが異論をとなえる場合の具体例としては、

今日の WTOを中心として推進されている経済の自由化政策とグローパリゼーションの促

進策があげられる。②国家と NGOが推進する政策に対して企業が異論を唱えた事例とし

ては、オゾン層を破壊するフロンガスの使用禁止をめぐる政治があげられる。③国家が単

独で推進する政策に対して企業と NGOが連携して異論を唱える事例として考えられるの

は、国家が推進する対外軍事介入に対して、企業と NGO等が連携して反対するといった

事例である。企業や NGOが国家に対抗するとき、相互に連携することで影響力を増すこ

とができる。

国家、企業、 NGOの 3セクターはそれぞれ独自の政治力をもっているが、 i3セクタ一

生成モデ、ノレj の見地からすると、これらセクターはすべて市民社会に基礎付けられ、市民

社会から生成したものである。国家、企業、 NGOの各セクターは時に立場を異にし、互い

に競争する。その際、いずれかが広範な市民社会の支持を取り付けることができれば、相

対的影響力を増すことができるであろう。市民社会の広範な支持を背景にするとき、国家、

企業、 NGOの 3セクターは単独でも影響力を発揮しうる。それゆえ、国家、企業、 NGO
のそれぞれは世論、すなわち普段は政治化していない広範な市民社会に自己の主張を訴え、

支持を得ょうとするのである。

市民社会の大半は普段は政治化していない市民からなる。しかし問題が市民社会の存立

基盤にかかわり、当該市民社会で広範に受容されている価値や規範にかかわるものである

ならば、多くの市民や市民団体は問題を自身の問題としてとらえ、自身の意志を表明した

り、政治に直接参加したりするようになるであろう。そのようなイ、ンューとは、例えば、

戦争への参加、言論の自由の侵害、広範な人権侵害、広域の公害、権力の乱用と腐敗とい

ったものである。このようなイ、ンューにかかわる一般市民の意思表明は、映画、演劇、流

行歌、文学作品、写真展といった文化活動や文化作品を通しての意思表明、署名活動、街

頭デモ、選挙での投票、街の落書きといったように、様々な形をとるであろう。

一方、特定のイシューに関して市民社会の意見が分裂していて、いかなる特定の NGO
の主義・主張も広範な市民社会の支持を得ていないときには、いかに当該 NGOが市民社

会の利益を代表していると主張しでも、その影響力は限られたものとなることが想定され

る。この典型例は、アメリカにおける銃規制の問題である。銃の私的保有が認められてい

る米国では、毎年多数の市民が発砲事件のために犠牲になっている。銃の保有が禁止され

ていれば、死亡事件にまで至らなかったのではなし 1かと思われる事件が多い。多発する発

砲事件による惨事をなくそうと、アメリカで、は市民による銃規制運動が盛んである。しか

し銃規制はなかなか実現しない。米国では、全米ライフル協会 (NRA) としづ銃規制に反

対する強力な市民団体が存在していて、銃規制に反対している。またアメリカには、開拓

者時代以降、自分や家族の安全は自分で守るとしづ伝統がある。そして米国においては憲

法で市民の銃保有が認められている。自由主義の伝統の強し 1米国では、国家・政府の暴政

に対抗して市民が抵抗できるよう、銃の私的保有が憲法で保障されているのである。

アメリカにおける銃禁止といったイシューに典型的に示されているように、政治的に活

発な市民団体も、市民社会自体も分裂しているとき、国家・政府・議会も特定の政策を採
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択することが困難になり、現状維持的な政策や姿勢に終始してしまいがちになる。 NGOの

究極の影響力の源泉が市民の支持を得ることにあるなら、市民社会の分裂は NGOにとっ
て致命的である。

ところで、国家、企業、 NGOの3セクタ一生成モデ、ルを説明するに際して、特に NGO
が影響力を発揮するための条件を考察してきた。 3セクタ一生成モデルは、今日の社会を

単純化して理解し、その中でのNGOや市民社会の位置を分析する上で有用なものである。

しかし現実の世界では、①諸国家間の利害対立、②諸経済主体間の手lj害対立、③多種多様

な NGO間の手Ij害対立がみられる。そもそも伝統的な国際政治学が扱ってきたのは①の諸

国家間の利害対立とその調整過程に他ならない口また国際政治経済学で扱うのは、②の諸

経済主体問の利害対立である。また NGOにしても多種多様であり、主義主張が異なって

いる。各NGOによる政府への政治的働きかけのベクトルも異なっている。従来の政治学

では、それらは圧力団体による圧力行使として捉えられてきた。つまり国家、企業、 NGO
の3セクターの内部は、ぱらぱらの主体から構成されているといっても過言ではない。

地球上の人間社会やそのなかでの出来事、現象を把握するうえで、どのような分析枠組

みを用いるのが適当であるかは、イシューごとの社会状況と観察・分析者の関心に依存す

る。イ、ンューによっては、個々の国家・政府の立場の違いを踏まえるのが適当であるもの

もあるだろうし、「先進国Jと「途上国Jをひとくくりにして、両者の対立図式で分析する

のが適当である場合もあるであろう。 3セクタ一生成モデルを国際政治に適用する際には、

国家、ビジネス、 NGOのそれぞれのカテゴリー内部を適当に分割・分類し、それらの間の

関係を分析する必要がある。

具体例をあげると、多角的投資協定レジームをめぐる国際政治の構図は大まかに言って、

日本や EUなどの先進国政府と先進国の多国籍企業がレジームの作成に賛成、開発 NGO
と途上国政府が反対という図式になっている。先進国の開発 NGOは途上国政府及び途上

国の NGOと連帯して、レジームの成立を阻止してきたのである。一方、ワシントン条約

を基礎とする象牙取引禁止レジームをめぐっては、欧米の動物保護 NGOや欧米諸国政府

が野生の像を保護する必要から象牙取引の禁止を推進しようとし 像を経済資源とみなす

途上国政府やビジネスは禁止に反対してきた。この二つの事例だけをみても、 NGO簡の国

際連携や各国政府との関係は複雑であり、単純な一般化はできないことが分かる。

現実の国際政治を説明する際には、 3セクタ一生成モデルだ、けでは不十分で、考察の対

象を増やす必要がある。しかしながら、それと同時に指摘できるのは、それにもかかわら

ず 3セクタ一生成モデルの視点は有用な知見や情報を与えるということである。すなわち、

NGOが影響力を発揮できるかどうかは、超国家的に緩やかに連帯する NGOが諸国家の市

民社会でし¥かに広範な支持・賛同をえられるかにかかっていることである。その条件が満

たされるなら、それぞれの市民国家・政府は、市民の意向を踏まえて政策を決定すること

であろう。

本論文の冒頭で掲げた検討課題のひとつは、なぜ、分野ごとに NGOの影響力が異なるの

かという問いであった。以上の分析を踏まえるなら、人々の日々の生活に直結していて、

市民社会全般の理解と支持が得やすい分野では、 NGOの影響力が大きかったのに対し、そ

うではない分野では、NGOの影響力は限定的なものにと止まざるをえなかったと結論づけ

ることができるだろう。 NGOが対人地雷の問題で成功したのは、地雷の被害者が多数に上

ったこと、またそれを人道問題として取り上げ、世論に訴えかけることに成功したからで

ある。絶滅の危機に瀕した動物の保護や地球環境問題の分野で、も、 NGOはマスメディアや

世論の関心と支持を得ることに成功した。しかし WTO廃絶といったテーマでは、ビジネ

スを含む広範な社会からの支持をえることには成功していなし 10 普段政治化していないー
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般市民の多くはグ口一パリゼーションを必ずしも否定的に捉えてはいないのである。核軍

縮といった分野で NGOが影響力を発揮しえていないのは、核兵器問題が人々の日常生活

と事離しているため、米国民など一般市民レベルの関心がいまひとつ盛り上がらないこと

にある。

さて、最後に 3セクタ一生成モデ、ノレの見地から「地球市民J(あるいは「地球市民社会J)

としづ概念を考察しておこう口[国家j対「市民社会jとしづ二項対立図式の市民社会モデル

は、基本的に国家としづ政治共同体のモデルである。この二項対立モデルを発展させ、 f市

民社会Jの部分をビジネスと NGOの二つに分けた 3セクターモデ、ノレも、基本的には国家

という政治共同体の社会モデ、ノレとして理解できるものである。 3セクターモデルを国際社

会に応用して、「地球市民J(あるいは世界市民)とし 1う概念、が用いられることがある。地

球市民とはどのような概念で、どのような実態があるのであろうか。

(5) 3セクタ一生成モデルの見地からみた「地球市民社会J論

f地球市民」論者によれば、地球市民とは、人権や法の支配、民主主義、社会的公正と

いった普遍的な市民的価値を共有し、その実現のために努力している人々の地球規模のネ

ットワークである o i地球市民J論者は、これらの普遍的価値や規範は地球上のあらゆる人

間に適用されるものであると考えている。つまり地球市民とは、本来、地球上のすべての

人間から構成される社会である。しかし残念なことに、地球上のすべての市民が、上記の

価値や規範を擁護する義務を負っている市民であることを明確に自覚し、その自覚の上に

主体的に行動しているわけで、はない。地球市民の一員であることを自覚し、活発に行動し

ているのは、人権 NGOや人権に関心を抱いている各国の法律家や研究者、実務家、国際

機関の公務員などである(i地球市民j論者はそのなかに含まれる)0 

市民社会とは元来政治共同体の存在を前提とするものである。今日の世界で支配的な政

治共同体は国民国家であり、市民社会は基本的に国ごとに存在している。 i地球市民J概念、

を具体的にイメージしにくい理由は、地球規模で、国民国家に相当するような政治共同体

が存在しないからであろう。現状は、世界のすべての人々が「地球市民」と自己を位置づ

けているわけではなく、むしろそれぞれが所属している国家の国民であり、市民であると

いう意識の方が支配的であろう。「地球市民J論者の言うところの「地球市民社会Jとは、

客体としては全人類が含まれるものの、その内実は、市民社会の普遍的価値や規範を泰じ

て、国際的に緩やかに連帯している人々のネットワクーク(あるいはハース流に言うなら

「人権エピステミック・コミュニテイ J)に他ならない。 3セクタ一生成モデ、ノレの観点から

は、それは政治的に活発な人権 NGOに該当し、「地球市民社会Jとは本来区別されるもの

である。

地球規模の政治共同体が存在しないということに加えて 地球市民社会に対応する世界

国家・政府が存在しないということが、地球市民社会としづ概念、を弱し 1ものにしている。

市民社会(国民国家)は、統治機構である国家によって統治されている。そして各種の人

権や民主主義、法の支配を遵守する第一義的義務を負っているのは国家権力である。「最低

限の文化的生活を営む権利Jといった人権の一要素である社会権を保障しているのも国家

である。立憲民主主義国における憲法とは、国家にそのような役割を果たす義務を明記し

たものである。たしかに国際社会にも、人権諸条約を基礎とする国際人権レジームが存在

している。しかしながら地球市民社会に対応する地球国家が存在しないために、人権レジ

ームで定められた人権や社会権を保障することに第一義的素任を有する主体(統治機構)

が存在していないことになる。

今日の国際社会で、「地球市民Jとしづ概念の実態が希薄であるのは、地球市民社会に基

礎を置き、地球市民社会から生成された地球規模の世界国家が存在しないことにある。自
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身を地球市民であると自覚している人々も復数の国民国家に分かれて所属しており、異な

った国家・政府の統治下におかれている。地球市民であると自覚し、その価値や規範を擁

護している人々が、他国の人権侵害や社会的不正に対して行動を起こそうとするとき 直

接当該国の政府に働きかけることはできない。通例は、それぞれの市民ポ所属する自国政

府に働きかけて、外国の人権状況を改善するよう促すだけである。市民的価値の擁護に関

心を抱く諸国の政府や同様の関心を抱く国連等の国際組織が緩やかに連帯し、普遍的価値

や規範の実現に努めるというのが基本的パターンである。

図 2は、地球市民社会と諸国政府・国際機関連合、ビジネス、国際 NGOからなる 3セ

クタ一生成モデルで、ある。との図と、国民国家ベースの 3セクタ一生成モデ、ルの図 1をく

らべるなら、地球市民社会を基礎とする 3セクタ一生成モデルの弱さが浮き彫りにされる。

地球市民社会を基礎とする 3セクタ一生成モデ、ルで、は、市民を基礎とし、市民社会から生

成された地球規模の世界国家が存在していない。統治機構としての国家の代わりに存在す

るのは地球市民の個々人が帰属している諸国家政府と国連等の国際機関・国際レジ←ムの

緩やかな連帯のみである。「地球市民J(あるいは「地球市民社会J) としづ概念、が実態をも

つためには、地球規模の政治共同体とそれに対応する国家が出現することが条件となる。

人間の社会がその段階に至るまでには相当の時間を要することであろう。

図2 f地球市民社会Jの現状に関する概念、図

; 地球市民社会

¥ I ， / 

政治化した国際 NGO
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28. HOBBES AND THE PRINCIPしESOF SOCIETYしAWAND SOVEREIGNTY 

Char1es Covell， Associate Professor 
Doctoral Program in Modern Cultures and Public Policies 

Graduate School of Humanities and Social Sciences 
University of Tsukuba 

官官 subject四 matterof this lecture is the political thought of the English philosopher 
Thomas Hobbes (1588-1679)， and with trus as it has what is its most developed statement 
in Hobbes' s celebrated tr巴atiseLeV!el_tban， or the Matter， Forme and Power of a 
Commonwealth Ecclesiasticall and Civi! (1651). [1]百1easpect of Hobbes's political thought 
that 1 am mainly concerned with is the specification that he provided of the principles of 
the state as a form of human association. 1n this concern， 1 shall be pointing to hO¥N Hobbes 
conceived of the state as an institution whose establishing was essential for the possession 
by men of proper security in their person and in their righ包， and to how Hob民s
conceived of the state as providing for the security of men， as to their pεrson and their 
rights， by virtue of the state being seized of an absolute and exclusivεauthority. 1 shall 
point a1so to how the absolute and exclusive authority that Hobbをssaw as belonging to 
the state was presented by him as being embodied in the rights and powers of sovereignty， 
and much as these 快 longto the constitutional order of the modern state. 

At the same time， 1 shall be emphasizing that while Hobbes saw the state as seized of an 
absolute and exclusive authority， he nevertheless thought of the state as being subject to 
certain hmitations as to its authority. There are two main conteχts where this is so， as for 
the purposes of the present lecture. First， Hobbes recognized the existence of a sphere of 
society that was understood to be relatively autonomous from the state， albeit that it vvas a 
sphere of social order that remaIned subject to state re思llationぉ inaccordance with the 
rights and powers of sovereignty. Second， Hobbes recogrせzedthe sovεreign authority in 
the state as being subject to the constraints and limitations of procedure in the exercise of 
the rights and powers belonging to it， and with these procedural constraints and 
1imitations being such as to ensure the proper conformity of sovereign rights and powers 
with the principles of the rule of law. The contexts that 1 atlend to here， as where Hobbes 
saw the state-as being limited in its authority and power，訂erelevant not only in relation 
to the understanding of Hobbes骨 Theyare relevant also， as 1 shall suggest， in the 
understanding of the issue of the state in relation to civil society， and the issue of the form 
of the rule of law maintained in the state， which are central concerns for the Special 
Research Project on CIvil Society， the State and Culture in Comparative Perspec討ve.

1. The State of N ature 

Hobbes belongs to the history of Westem political thought， and witrun that history he 
ranks among the political thinkers who make up the continuous tradition of natural law 
theorizing in the West. Hobbes played a notable ro1e in the development of the naturallaw 
tradition. For in the naturallaw conceptualizations that he provided of the basic principles 
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of law， state and government， Hobbes broke decisively with the pre-modern line of 
natural law thinkers as this line is represented by such leading thinkers as Aristotle and 
Aquinas. In doing so， Hobbes contributed to the establishing of the distinchvely modem 
line of natural law thinkers. This is the line of thinkぽ swho， among much else， presented 
the principles of natural law as principles to do with individual rights， and it is the line 
whose origins are associatεd with the work of the Dutch jurist and political philosopher 
Hugo Grohus and whose principal representatives after Grotius include， in addition to 
Hobbes himself， such thinkers as Samuel Pufendorf， J olm Locke， Christian Wolff and 
Emmerich d己Vattel.The break that Hobbes effected with the line of Aristotle and A弓uinas
was a radical one， and it was a break that is reflected in what is the now notorious 
ar忠lmentthat Hobbes expounded as concerning what he took to be the natural condition 
of the association obt出ningamong men. For Aristotle and A司uinaslthe natural condition 
of association among men was thεcondition of sociεty， as this was embodied within the 
civil state. For Hobbes， in con廿ast，the natural condition of human association was not a 
condition of society at all， but was rather the condition of universal war四 orthe condition 
of the war of all against all. This condition of war was prεsented by Hobbes in terms such 
thatthεre was implied an opposition between the condition of nature and the condition of 
the civil state， or commonwealth， and with this opposition being something that was to be 
overcome only by men establishing the civil state through their own will and agreemen七
or， that is， through their covenants. 

In the s pecifi亡ationthat Hobbes made of the natural statεof universal war in Leviathan， 

men were understood to be the bearers of a natural equality and natural freedom. This 
was so in thε 陀 spectthat men w己reund町 stoodto hold on equal terms the right and 
liberty to do， and to take， whatevεr was deemed by them to be necessary to defend and 
preserve thεmselves， and with this being sゆ1eむtonly to the actual extent of their material 
strength and power. The natural right of self-defence， as so conceived， was the right of war， 
and the natural right of self-defence as involving the right of war was， for Hobbes， an 
inalienable right， and a right whose exercise by men was essential given thεinherent 
limitations of the natural condition of their mutual association. Thεsεlimitations， as 
Hobbes explained them， were set through the absenc色 fromthe natural condition of 
association among men of the institutional framework of normative order of the sort that 
was to 民 foundwithin the civil state. Thus in thεnatural state of universal war， there 
existed no co立unonpower to provide for thεeffective government of men， and hence 
there existed also no guarantee of security for men beyond what they were able to achieve 
for themselves through their own individual strength and initiative. At the same time， 
there existed no authentic system of law such asπught serve to provide for determinate 
rules and principles of just and u吋ustconduct， and for determinate rules and principles 
rεlating to the acquisition and possession of property. [2] 

Despite this， it is to be emphasized that if Hobbes presented the natural condition of the 
relations among men as exclusive of the form of normative order specific to the civil state， 
it is not the case that he considered that men in the natural condition of their association 
were free from all normative restrictions as to their conduct. On the contrary， Hobbes held 
that men in the natural condition of their association were su切ectto the normative 
constraints and limitations contained in what he identified as the laws of nature. The laws 
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of nature， for Hobbes， were laws disclosed to the natural reason of men as the universal 
and fundamentallaws or principles of peaceful association. In this their status as the laws 
of peace， the laws of nature were the laws that Hobbes thought of as embodying the 
principles that were to set the normative framework for， and so a1so to set the normative 
constraints and limitations applying to， the exercise by men of the right that belonged to 
them in the natural condition of war: that is， the right of men to act to the end of securing 
their own defence and preservation. In the event， however， there was no contradiction 
recognized， or implied， by Hobbes as between the claim that men were to be thought of as 
possessing the natura1 right of self-defence and the claim that men were to be thought of 
as being subject to such normative constraints and limitations on their conduct as were set 
through natura11aw. For in Hobbes' s terms， the exercise of the right of naれlrewas directed 
towards the defence and preservation of men， whereas the end of defence and 
preservation was something that Hobbes understood tha.t men wou1d be best ab1e to 
secure for themsel ves through their ac長ngin re伊 larconformity with the fundamental 
principles of peace as contained in the laws of nature. 

2. The Principles of Natural Law 

Hobbes 1aid down nineteen laws of nature in Leviathan， and 1 now review these in 
summary form. In this review， it is to be borne in mind that， in Hobbes' s account of them， 
the laws of nature affirmed both general principles of socia1 order and genera1 principles 
of justice and political morality， and that together these principles described not only the 
basic prerequisites for peace among men， but a1so the basic form of the normative order 
that was to provide for the ideal condition of peace as this was to be realized within the 
civil state. 

The first law of nature laid down in LeviathaD stated the fundamental1aw of peace， while 
underwriting the natural right of men to defend and preserve themselves. Thus it was 
provided that men were bound in obligation to endeavour peace， but with this being 
su均ectto the qualification that in conditions where peace was unobtainable， then men 
were per立U社edto use the means of war in order to secure their defence and preservation. 
The second law of nature stated the principle of reciprocity in regard to limitations on 
rights， and with it providing that men were to lay aside their natural right to all things on 
a mutual basis and to rest content with such liberty as they were prepared to allow one to 
another. For Hobbes， the laying aside of rights， as involving the acceptance of restrictions 
on their exercise， was something that presupposed acts of agreement， or acts of covenant. 
Thus it was that Hobbes proceeded to present the third law of nature as the law of 
covenants， and with this consisting in the principle that men were required to perforrn the 
terms of the covenants which they made. The principle of the faith of covenants was， in 
Hobbes' s explanation of it， the fundamental principle of justice. For the essence of justice 
lay in the performing of covenants， whereas its contrary， i吋ustice，was in its essentials the 

failure to perform valid covenants. 

The fourth law of nature was the law of gratitude， and it provided that men were bound to 
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show gratitude for the benefits that they received from others， and were thus to avoid 
ingratitude. Thεfifth law of nature related to the duty falling on men to reach mutual 
accommodations" and it stated the principle that men were always to endeavour to 
accommodate themselves one to another.百lesixth law of nature concerned the duty 
falling on men to be ready to pardon offences that others did to them. Thus it was 
provided that subject to the condition that proper securities were forthcoming as to the 
fu ture， then men wεre always to be prepared to pardon those who repented of their 
offences and wer己desirousfor pardon. The seventh law of nature concerned the principles 
of punishmεnt， and it provided that in revenge/ or retribution， for offences done to them， 
men were to be guided not by the thought of the extent of their i吋uriessu紅白εd，but 
rather by the thought of the extent of the good which would follow froln th色 inflictingof 
retribution. The eighth law of nature required that men werεto refrain from contumely: 
that is， they were to refrain from a11 actions， words， expressions and gestures that 
indicated a hatred or contempt for oth百 s.

The ninth law of na加児 wasa law that required men to refrain from having undue pride 
in their person， and it provided， specifically， that rnen were a1ways to extend reco伊ution
to other men as their εquals by nature. The tenth law of nature was linked to the ninth law 
in its af仕立ungof the natural equality of rnen， and with it providing that men were to 
avoid訂 roganceand with it stating， as a principle， that when men enterεd into conditions 
of peace， then it was essential that no rnan was to require to have res町 vedto himself any 
rights that he was not prepared to allow to be reserved to othεr men， The eleventh law of 
nature stated the principle of e弓uity，as this had appliζation to the decision of disputes， 

and with the law serving to exclude bias and partiality from decision procedures. Thus in 
speci自cterms， it was provided that in disputεs where rnen were entrusted to act as judge， 
then they remained subject to the requirernent to deal with the pa討iesto the disputes in 
question on an e仁]立a1basis. 

The twelfth， thirtεenth and fourteenth of the laws of nature concemed the principles 
relating to rights in the use and ownership of things. Thus the twelfth law of nature 
providεd that things that were not capable of being divided among men were to be 
εnjoyed by men in common use， when possible， and when the quantity of the thing in 
question per立社社edwithout restriction， but that wherεthings were not capable of being 
held in common， then they were to be a110catεd in proportion to the number of men with a 
rightful claim to them. The thirteenth law of nature provided that where things were 
capable neither of being divided nor of being held in common， then it was required that 
the entire right to them， or the first possession if use was to alternate， was something that 
was to be determined through lots. Thus the allotment of things was either to be through 
arbi廿aryallotment， as wherεallotments of things were settled by agreement among rival 
claimants; or it was to be through natural a110出1ents，as where， as Hobbes laid it down 
with thεfourieenth law of nature， things were to be allotted to individual men in 
acζordance with the right of the first born or in accordance with the right of first 
possesslon， 

The fifteenth， sixteenth， seventeenth， eightεenth and nineteenth laws of nature that 
Hobbes set out in Leviathan were to do with the procedural arrangements essential for th己
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establishing and maintenance of peace. Thus the fifteenth law of nature stated that all men 
who were charged with the mediation of peace were to be allowed safe conduct. The 
sixteenth law of nature had application to the settlement of disputes concerning questions 
of fact and questions of right， and it stated the principle that men who were parties to 
disputes were to subrnit their claims of right to independent arbitration for judgrnent. 
Related to this， there was the principle that Hobbes stated with the seventeenth law of 
nature. This was the principle that no man was to act as judge or arbitrator in his own 
cause or interest. For Hobbes， the integrity of procedures for the independent arbitration 
of disputes required that arbitrators were to be trusted to render impartial jud♂nent. 
Hence the eighteenth law of nature stated the principle that no man was to be accepted as 
an arbitrator in a dispute where he had some natural cause or interest that inclined him to 
show bias or partiality towards some one or other of the parties. Finally， it was essential 
for the arbitration of disputes to be fair. Hence the nineteenth law of na同reprovided that 
in disputes concerning questions of fact， then the arbitrators were to give equal credit to 
the arguments of the parties and to base their judgrnents on the balance of the testimony 
as submitted by independent witnesses. [3J 

The statement of the nineteen laws of nature that comes in Leviathan is the definitive 
statement that Hobbes gave of this matter. Even so， it is to be observed that in the treatise 
The Elements of Law， Natural and Politic (1640)， Hobbes affirmed a further law of nature 
which is of some considerable note. This was the law of naれ1Tethat provided that men 
were， as a condition for peace， to be prepared to allow co立官官rceand traffic among one 
another on a non停 discrirninatorybasis. [4] 

As 1 have indic計ed，the laws of nature， for Hobbes， were laws that set the essential 
normative framework for peaceful relations among men， and as the laws of peace the laws 
of nature were considered by hirn as possessing the normative force specific to laws. This 
was so in the respect that the laws of nature were presented by Hobbes as being always 
binding on nlen in conscience (虫色ro!nterno).More particularly， the laws of nature stood 
as laws such that they were always binding on rnen as to the desire that the requirernents 
that they stated were to be acted on. However， Hobbes also insisted that the laws of nature 
were not always to be thought of as being binding in effect (担色ro~xterno). By this 
Hobbes meant that the law5 of nature were to be thought of a5 obliging rnen to act in 
fu1filment of their terms only in circumstances where it was safe and prudent for men to 
do so， and with this being so， as Hobbes explained it， in circurnstances of material security 
sufficient for men to be assured that there would in fact be maintained a generaI 
conformity with the principles of peace which the laws of nature described. [5] 

The condition for the provision of the materiaI security conducive for the effecting of the 
laws of nature， in Hobbes's account of it， lay in the presence of some common power 
adequate to enforce the terms of peace given in the laws of nature， and adequate to compel 
rnen to the performance of their obligations as embodied in the natural law. The power 
that， for Hobbes， was here crucial was the 50vereign power as established in the civil state 
or cornmon¥ヘrealth，and 50 accordingly it was the civil state or common¥ヘrealththat Hobbes 
saw as being the objective institutional structure essential for the effecting of the laws of 
nature and， through this， for the full realization of the terrns of peace contained therein. 
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The relationship as presented by Hobbes as between the principles of naturallaw and the 
principles pert出ningto comrnonwealths was a complex relationship. Thus it was that the 
institution of the comrnonwealth was understood to give effect to the laws of nature， while， 
at the same time， thεprinciples of naturallaw were thernselves understood to point to the 
form of thεnormative organization brought into being with the comrnonwealth and to 
determine the constraints and limitations which were to apply to the exercise of sovereign 
rights and powers. Beyond this， it is to be observed that it was the naturallaw that bound 
and direむtedmen to the establishing of comrnonwealths as such， as it is to be observed 
also that it was the natural law， as Hobbes expounded it， that contained within itself the 
principle which was critical for this purpose. This， as we shall see， was the principle of 
covenants: that is， the principle that covenants， as agreements， were to be performed by 

thep訂 tiesto them. 

3. The Condition of仁ommonwealths:Covenanting and Sovereignty 

According to Hobbes， the civil state or comrnonwealth stood as a form of association 
among men that was founded in agreement orεovenant. This was 50 for the reason， as 
explained， that Hobbes saw the natural condition of the association among men as that of 
wa乙andhence as opposed to the condition of the association among men present within 
the civil state. The form of the covenant establishing common¥へTealthswas for Hobbes 
弓山tespecifiζ， and it involved， in its essentials， an agreement among a multitude of men， 
and as engaging their wiI1 and consent， to authorizιεstablish and subordinate themselves 
to some person or persons who would εxercise the rights of 50Vεreignty to thεεnd of their 
dεfence and preservation， and in relation to which sovereign power they would acquire 
status for themselvεs as subjects.百lesovereign power stood as the bearer of an artificial 
personality， and， as such， the sovereign power embodied representative functions and 
capacities in relation to su怜cts，and with these rep陀 sentative functions and capacities 
being exercised through of白cesand hence exercised as official powers. The rights specific 
to sovereignty comprised an authority structure， and this was so because the sovereign 
power was based in covenants of authorization and based in the rights of subjects as the 
authorizing parties. (6] 

The rights of sovereignty were directed towards the maintenancεof peace within 
εomrnonwea1ths. As Hobbes stated them， the rights of sovereignty served to establish the 
absolutεand exclusive authority of thε50vereign with respect to subjects， and with this 
being 50 most particularly with the rights of sovereignty that related to the legislative， 

judicial and executive authorities that comprise the basic constitutional structure of 
modern state government. Thus the sovereign held the legislative or law-making power， 
and with this consisting in the right to prescribe the rules of just conduct and propriety 
obtaining in comrnonwealths which were to be observed by subjects. The rules prεscribed 
by the sovereign power in its legislative capacity were the civil laws， and these stood as 
the laws pa討icularto comrnonwealths. In consequεnce of possεssing the right of 
1egislation， the sovereign possessed a1so the right of judicature. This right lay in the 
judicial authority exercisεd by the soverei伊 power，and it consisted in the right of 
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deciding all controversies among subjects conceming matters to do with the laws. The 
executive powers that Hobbes pointed to as rights of sovereignty were powers relating to 
the business of government and public administration. Thus the sovereign here held the 
right of making war and peace in regard to other commonwea1ths， and of maintaining and 
commanding armed forces such as were essential for the defence of the commonwealth 
and its subjects. Again， the sovereign held the right to appoint all ministers and pu凶 c
officia1s witrun the common¥へrealth，both in peace and in wartime. Yet further， it fell to the 
sovereign to reward subjects， and to exercise the rights of punis如nentin regard to those 
subjects who breached the laws. [7] 

In consideration of the different aspects of sovereignty that Hobbes brought out， it is to be 
noted that the rights and powers of sovereignty were such that the sovereign was to be 
thought of as unimpeachable as to its authority.百四s，for Hobbes， there was no legitimate 
basis for the subjects of common¥へrealthsto seek to change or to depose the sovereign; and 
in addition the sovereign was not legitimately liable to accusation of injustice or to 
punishment. It is to be noted also that Hobbes held that the rights and powers of 
sovereignty were essential to the sovereign in common¥ヘrealths，in the respect that they 
were held by the sovereign without regard for the actual constitutional form of 
soverei伊1tyand hence regardless of whether the sovereign power was based in the 
monarchical， the arisiocratic or the democratic form of state constitution. Beyond this， thε 
rights and powers of sovereignty， in Hobbes' s explanation of them， were such that they 
served to establish and guarantee the freedom and independence of commonwealths， and 
in this consistent with the absolute and exclusive form of the authority that belonged to 
the sovereign as the basis for the government of common¥.へrealths.[8] As a final observation 
here， the absolutism and exclusivity of the authority belonging to the sovereign were 
taken by Hob民sto 民 suchthat the rights and powers of soverei伊 tyinvolved the 
extension of the jurisdictional control of the sovereign to each and every facet of civillife， 

and to each and every facet of the conduct and business of individua1 su均ects.To 民 sure，
Hobbes al10wed that there was a sphere of realli民rtythat was occupied by the su同ectsof 
commonwea1ths， and he presented this as being intimately bound up with the possession 
by su切ectsof the natural right of self-defence as an ina1ienable right. Neve出 eless，the 
liberty of subjects， in Hobbes' s view of the matter， was such that it remained restricted by 
and qualified through the limitations on conduct set in the civil laws， and so in 
consequence of this the rights and liberties of subjects were understood by Hobbes to 
remain entirely dependent on the sovereign power and the form of jurisdiction which it 

exercised. [9] 

4. The Limitations on Sovereign Power 1: the Social Order 

The sovereign power in commonwealths， then， comprised an absolute and exclusive 
authority. As it is argued in this lecture， however， the sovereign power， while absolute and 
exclusive as to its authority， was not for Hobbes an arbitrary or an unlimited power. To 
understand the limitations that Hobbes saw as bearing on the sovereign power， there is to 
be noticed first the sense that is present in Hobbes of how the subjects of commonwealths 

557 



formed a social ordεr that was relatively autonomous from the sovereign power. The 
possibility of a framεwork for such a social order was very clearly pointed to by Hobbes 
with his spεcification of the laws of nature. For the 1aws of nature included laws， such as 
those concerning peace， gratitude， mutual accommodation， facility to pardon， 

punishments and contume1y， that st担1das laws of sociability which are essentia1 to the 
maintenance of civility and co-operation arnong rnen within society. There are a1so 
inc1uded among the laws of nature certain 1aws that define the institutions and procedures 
that are essential in giving stability and s廿uctureto the terms of social interaction. Thus 
there are the laws re1ating to contractual agrεεrnents， to recognition of rights， to co在百non
use and exc1usive ownership of things， to dispute arbitration procedurεs and to freedom 
of trade and commerce自主longrnen. The presence of an autonomous social order was a1so 
pointed to by Hobbes in his discussion of the liberty of the subjects of commonwealths. 
For Hobbes here held that the liberty of su均ectsconsisted in pa吋 inthe freedom of 
su均ectsto determine for themselves the conditions of their pa出cipationin society， and 
independently of direct control by the sovereign power: as with， for example， the freedom 
of subjects to buy and sell and to enter into contracts with one another， together with the 
freedom of su切ectsto choose their place of dornicile， their form of work and the 
orga出zationof their farnily life. [10] 

The sense in Hobbes of th己 existεncεofa social order with relative autonorny frorn the 
sovereign power is particularly s柱。ngin his discussion of two subjectωrnattεrs to which 
sεp訂 atechapters are d色votedin Leviatha!}: first， the associations forrned by the su切ectsof 
cornmonw己alths，and， second， the sphere of the econornic engagernents entered into by 
su同町ts.

As to associations， Hobbes identified a wide range of types of associations that were to be 
found within commonwealths. These included the commonwealth itself as a particular 
form of association， in addition to association forms. that were distinct frorn the 
commonwealth. Among the latter， there were the so伊 callεdrεgularassociations having the 
status of political bodies， which associations w目 εmadeat the instigation of and with the 
authority of the sovereign power. As εX丘rnples，Hobbes cited such state-governmental 
institutions as provincial authorities， town corporations and corporations charged with 
responsibilities for forεign trade. As opposed to the re思llarpolitical bodies， there were the 
associations having the status of what Hobbes called regular private bodies， which bodies 
W をreforrned and constituted at the initiative of the subjects of common¥ヘrealthsand with 
these being either lawful private bodies， as with farnily associations， or unlawful private 
bodies， as for exarnple with the case of criminal organizations. [11] 

As conceming the sphere of the econornic engagements of the subjects ofεommonwealths， 
this for Hobbes was the sphere of what we would now understand as rnarkets. For this 
was the sphere where there took place the production， supply and distribution of the 
cornmodities essεntial for the satisfaction of needs， together with the exchanging of 
cornmodities through trade and commerαboth as within cornmonwealths and as between 
the separate commonwealths. In addition， the sphere of the econornic engagernents of 
subjects was presented by Hobbes as the sphere of the sort of institutions that are essential 
for rnarkets and their proper functioning. Thus it was the sphere of property and the 
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property rights tenable by subjects. It vvas also the sphere of voluntary contracts as 
involving the exchange of property rights， and with the specified forms of contract 
including those to do with such transactions as buying， selling， exchange， borrowing， 
lending， letting and taking to hire. [12) 

Associations， property and contract， markets: these are recognizable as the basic elements 
of social order， and recognizable indeed as the basic elements of what after Hobbes would 
come to be referred to as civil society. It is to be emphasized that with Hobbes the social 
order within commonwealths， as relating to associations and economic engagements， 

remained subject to the absolute and exclusive jurisdictional rights as vested in the 
sovereign power. However， it is to be emphasized also that this jurisdiction was exercised 
strictly through law and as a ma社erof legal re伊 lation.τhusHobbes held that all 
associations (save in the case of the commonwealth itself) were dependent associations in 
the sense that they were dependent on the sovereign power: either as with political bodies 
in respect of the formal conditions and procedures set for their institution or， as with all 
dependent association forms， in respect of their being subject to and governed by the 
ordinary civil laws as set and maintained by the' sovereign power. [13] 5imilarly， Hobbes 
insisted that all property rights within commonwealths were based in rules that were to be 
specified， and applied， as rules of civillaw， and with trus having the effect that all ma社ers
relating to property within commonwealths， and al1 matters conce口ungthe distribution of 
property holdings among the subjects of common¥へrealths，were to be determined by the 
sovereign power as the bearer of the right of legislation. At the same time， it was for the 
sovereign power to set the legal conditions under which subjects were to enter into trading 
and comrnercial relations with foreign parties， and to set the legal conditions under which 
subjects were permitted to transfer their property rights as through the prescribing of the 
authentic transactional procedures concerned. [14J 

The form of legal regulation applying to the social order witrun common¥へrealths，as 
Hobbes understood it， was total and comprehensive， as in accordance with the logic of 
sovereignty itse1f. Despite this， it remained regulation through law， and the jurisdic民onal
control of the sovereign power that this involved remained a jurisdiction eχercised in 
respect of a social order that was separate and distinguishable from the sovereign power 
as to its origu'l， D1aintenance and functioning. 50， for example， there was nothing about the 
rights of sovereignty， as rights of legal regulation， that presupposed that the sovereign 
power within cornn10nwealths would be the originator of all associative organizations 
among subjects， or that the soverei伊1power would a汀 ogateto itself rights with the form 
of those of private ownershipr or that the sovereign power would dictate and command， 
and so initiate， the transactions of subjects to do with the transfer of property rights within 
markets. It was the distinctness of the social order from the sovereign authority exercising 
jurisdictional rights in regard to it that， in Hobbes' 5 terms， served to underline the relative 
autonomy of the sociaI order from the governmental structure within commonwealths and， 

through this， to underline sOD1ething of the limitations bearing on the sovereign power. 
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5. The Limitations on Sovereign Power II: the Rule of Law 

The limitations that applied to the sovereign power in cOlnmonwealths in its jurisdiction 
over the social order were linutatIons that were bound up with an ideal that is everywhere 
implicit in Hobbes' s discussion of the rights of sovereignty. This is the ideal of the rule of 
law. The essential consideration here is that， in the terms出atHobbξs presented it， the 
sovereign power was not an arbitrary power but a power that was ernbodied in of白ces
and， as a construct of offices， a power that was establish吋 andvalidatεd through law， and 
hence a power that was to be thought of as being subject to such limitations as were 
appropriate to it as a power which was based in law and directed towards the 
maint己nanceof the rule of law within the condition of commonwealths‘ Thus it was that 
Hobbes identified the rights of sovereignty as including the right of legislation， the right of 
adjudication and the executive rights that concerned the enforcernent of laws， while the 
exercise of the powers relating to these rights was， for Hobbes， sornething that was to 
remain subject to the principles of procedural justice such as are integral to the rule of law. 

In this connection， it is to 加 observedthat the basic principles of just procedure are 
contained紅nongthe laws of nature as Hobbes specified thern， and that the laws of nature 
as a whole may be int己中児tedas stating what are rnost properly described as the general 
principles of legal order. Thus the principle of endeavouring peace laid down in the first 
law of natur巴wasa principle essenhal to the possibility of law， as wa.s the principle to do 
with rεciprocity in the ma仕erof restrichons on rights laid down in the second law of 
nature. The principle of good faith in covenants stated in the third law of nature pointed to 
the principles of contract and pro古田soryobligation that are fundarnental to the rule of 
law.官官reare related principles of good faith bearing on the presεrvation of legal order 
arnong men pointed to in the rules on gratitude， mutual accommodation and facility to 
pardon stated in the fourth， fifth and sixth laws of naturε. The rule on punishrnents stated 
in the seventh law of nature was such as to set off punishrnent from gratuitous reprisals， 

while the rule on contumely stated in the εighth law of nature related to principles of the 
sort that base the law of libel and slandεr. 

The ninth and tenth laws of nature， as providing for the natural equality of rnen and for 
equality in their rights， served to confirm the meaning of the general principle of legal 
order as to the formal equality of persons as the subjects of the laws that have application 
to them. A fundarnental principle of procedural justice was affirmed with the principle of 
equity stated in the eleventh law of nature， where it was provided that there was to be 
equality of treatment for the affected parties in thεsettlement of disputes. There were basic 
principles relating to property and the rights in property affirmed with the twelfth， 
thirteenth and fourteenth laws of nature， while， and crucial1y so in regard to the rule of 
law， there were further core principles of procedural justice affirrned with the fifteenth， 
sixtεenth， seventeenth， eighteenth and nineteenth laws of nature. 50， for example， the 
sixtεenth law of nature stated the essenhal principle of the rule of law to the effect that 
men were to seek to settle their disputes through submission to independent adjudication. 
Ag但n，the seventeenth and eighteenth laws of nature stated principles that are well 
understood as being fundarnental for jushce in adjudication， and fundarnental for the 
integrity and independence of adjudicative procεdures: the principle that no man was to 
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be judge in his own cause， and the principle that no man was to act as judg色 indisputes 
where he had some interest in their outcome. 

As we have seen， Hobbes held that the laws of naれuecould be given effect to on1y in the 
condition of commonwealths， and where there was a sovereign power established that 
was capable of enforcing the terms of naturallaw and the obligations which were given in 
natural law. In this sense， the presence of the sovereign power， and this up to and 
including the capabilities for the application of material force and coercion， was 
considered by Hobbes to be essential for the effecting of the laws of naれueand so for the 
full realization of the general principles of legal order which were pointed to through 
them. Nevertheless and to repeat the point， this sovereign power was， for Hobbes， a 
power to act within the institutional framework of the rule of law and subject to the 
constraints and limitations implicit in the condition where， as in accordance with the idεal 
of the rule of law， it was law which was to set the institutional framework for the rights of 
sovereignty and for their exercise. 

This is underlined through consideration of what Hobbes wrote concerning the principles 
of civil law， the principles of crime and criminal responsibility and the principles of 
punishment: which principles were， in his廿eatmentof them， everywhere founded in and 
informed by the underlying principles of natural law. As to the civil law， Hobbes 
presented the civil law as pertaining to the sphere of positive law， in that it was law 
commanded through the will of the sovereign power. 1n line with this， he held that it was 
essential to civiJ law that it was to be capable of being made known to the persons to 
whom it was addressed， and hence that the sovereign power was always to provide for 
the making of an adequate and verifiable declaration of it as law. It was also Hobbes' s 
position that civil law was always required to be interpreted， if it was to be properly 
applied， and that the authentic interpretation of the civillaw was to be provided by judges 
authorized by the sovereign， which judges were， in exercising the right of adjudication， to 
be guided by the principles of natural law as with， for example， the principles of equity. 
[15} As to crime and cruninal responsibility， Hobbes insisted on what is one quite 
fundamental principle of procedural justice， in the respect that he excluded the主主♀監3
白山計tributionof criminal responsibility as in positive law contexts. Thus， for Hobbes， 
there was nothing capable of being made a crime under laws that were laid down after the 

fact. [16J 

As for the principles of punishment， there is here everything to be said in regard to the 
rule of law and to the subjecting of the sovereign authority to the constraints and 
limitations on its power essential to the ideal of the rule of law. For Hobbes， the right of 
the sovereign authority within commonwealths to impose punishments for breaches of the 
law， as through the application of coercive sanctions， stood as the main institutional form 
in which the material power of the sovereign was to be brought to bear against su匂ects
Thus in Hobbes' s terrns， the right of punishn1ent stood as setting the principal institutional 
context in which the sovereign was to act in order to ensure that the obligations of men 
under natural law would be enforced and so made effective. 1n accordance with this， 
Hobbes presented the right of punishment as a public right involving the exercise of 
official powers， which exercise of official powers was free from arbitrariness by reason of 
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the constraints and limitations applying to it. These constraints and limitations were set in 
the principlεs of punishrnent that stood as framework principles of the rule of law as such， 
which principles included the following: the principle that acts of private revenge were 
not punishrnents but rather acts of hostility， since such acts did not proceed from the 
public authority; the principle that there could 1児 nopunishment， and no proper exercise 
of the right of punishment， on the part of the public authority in circumstanc己swherε 
there had taken place no prior judicial determinationεstablishing actual breaches of law; 
the principle that punishments werεnot toεxceed the penaltiεs as prescribed in law for 
the relevant crimes; and the principle that punishments were never to be applied in 
respect of acts that were pεrformed prior to the enactment of the laws which prohibited 
them as cri立unaLRelated to the latter principle， there is the consideration that， in Hob民s's
account of the matter， there existed an essential connection as between the right of 
punishrnent and the i吋usticeaccording to law of those individuals in respect of whom the 
right was applied. Hence there followed what Hobbes pointed to as the fundamental 
principle of the law of nature， to the effect that the punishment of innocent subjects by the 
sovereign power was to 民 exc1udedon an unconditional basis. [17J 

The principles of punishmen七ashere summarized， served to give determinate form to 
what Hobbes stated to be the principles of naturallaw. Thus the exclusion of punishments 
without prior judicial determination， and the exc1usion of punishments applied in relation 
to re柱。ac桓velyeffectivelaws， served to maintain the equality of men as su均ectsof law 
and to maintain equity in the decision of such disputes among men as where pはnishment
was a possible outcome. At the same time， the exclusion of punishments without prior 
public condemnation underlined the direct linkages 国tween punishment and 
adjudication， and with this serving to confirm the fundamental principle of natural law 
that requirεd that men were to submit their disputes to procεdures of independent 
adjudica桓onas such. 

6. General Implications of Review of Hobbes 

The implications of what 1 have said about Hob民sin this lecture are various， and in 
conclusion 1 shal1 touch on two that bear closely on the concerns of this Special Resεarch 
Project. First， there is the issue of the state in its relation to civil sociεty. Here， 1 would 
emphasize that while Hobbes understood that there was a sphere of soεial order 
possessing relative autonomy as in respect of the state， he was also clear that the state itself 
remained inescapable as an authority， in the jurisdiction that it exercised over the social 
order， and that the inescapability of that authority was nothing less than a function and a 
visible manifestation of the sovereignty which the state bore. It is true that this authority 
was limited in that it was an authority concemed with the application of law to the social 
order and with thεregulation of the social order from the standpoint of law， and so an 
authority which was su匂ectto the limitations carried in the rule of law. There was， as it 
were， nothing totalitarian for Hobbes about the state vis-a-vis society. Nevertheless， the 
sovereign jurisdiction exercised by the state as to society was in te口ns of its 
legal-regulatory functions and capacities inescapable， and hence absolute and exclusive， 
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and with this being so， as we have explained， with such aspects of the social order as thε 
associations forrned arnong subjects and the econornic engagernents of subjects as 
conducted within the rnarket. In view of this， we are surely pr己ssed，in the present 
situation， to consider whether such now on-going civil society processes and structures 

that we may find to be autonomous from states are in fact state田 independen七inthe 
respect that they stand beyond thεjurisdictional reach of the state authorities. So also are 
we pressed to consider whether such qualifications to state sovereignty that may have 
come to be occasioned through the s廿engtherungof current civil society processes and 
structures have， either in fact or in potential， served to diminish the legal-regulatory 
competences of states in respect of civil society which訂 eamong the essential component 
parts of sovereignty. 

The second issue that 1 would draw attention to is that of the rule of law， and the 
principles of procedural justice which 1 have taken to be bound up with the ideal of the 
rule of law. It is at present quite fashionable in discussion of s仕ategiesfor political 
development for theorists and policy“makers alike to emphasize the rule of law， rather 
than (or at any rate in addition to) democracy， as the precondition for political 
development， and in this to link together the rule of law with human rights and markets as 
essential elements of the institutional frarneworks deemed to be conducive to the now 
favoured course for political developrnent. In this connection， it is to be accepted that 
Hobbes stands as a thorough-going theorist， and indeed defender， of the ideal of the rule 
of law. For he did nothing less than confer the status of naturallaw on many of what are 
the defining principles of the rule of law， and， in doing so， he successful1y underlined that 
the rule of law was critical for the instituting of states and hence for the establishing and 
maintenance of pea仁eamong rnen. Despite this， it is as well that we here go beyond 
Hobbes and focus on the lirnitations of the rule of law in the form that he appealed to it， 
and this in order to identify the lirnitations of the rule of Iaw itself as the basis for the 
normative orgaruzation of society. Among the lirnitations of Hobbes on the rule of law， 
there is one that stands out. This is that while Hobbes gave recognition to the principles of 
proced ural jus伝ceessential to the rule of law， and including principles such as the equality 
of persons under law and the irnperrnissibility of retroactive punishrnents that figure 
prorninently in rnuch of the仁urrentinternational law of hurnan rights， the fact rernains 
that there is little in Hobbes that relates to the substantive concerns of what we wou1d now 
understand to belong to social justice and to the substantive rights which we wou1d now 
understand to be bound up with the proper realization of social justice.官官 substanceof 
justice is， of course， as fundamental as the justice of procedure for the developrnent of civil 
society in the modern world， and it rnay be concluded from this that， in the condition of 
our present law and politics， it is irnperative that the cause of the rule of law， and more 
particularly the cause of the rule of law in relation to markets， should never be such that 
this diverts us from the cause of substantive justice and as this relates to the fair and equaI 
al1ocation of substantive benefits and opporturuties among rnen within society. [18] 
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29. The Changing Structure of I International Regimes' : 

From Objective Regimes to International Public Order Regimes* 

1. Introduction 

Osamu YoshidaぺAssistantProfessor 

Doctoral Program in International Political Economy 

Graduate School of Humanities and Social Sciences 

University of Tsukuba 

It is truly regrettable出atHerr Botschafier Pnφssor Dr. wiゆ冗dLang (Austria) passed away in 

May of 1999. Professor Lang (1941・1999)1was not only a distinguished diplomat but a1so wrote， 

ぉ anintemationa1 Iaw specialist， a number of articles on issues relating to the so-called 
‘in ternati ona1 re gi mes ' .2 

1. The term‘intemational (environmental) regimesラisdefined by Professor Langぉ 'acomprehensive set 
o f ndes， generated by an intense process of intemational negotiations and subject to periodic changes';3 or 
お ζconglomeratesof hard Iaw rules 仲間ties)，soft Iaw instruments (declarations and recommendations) and 
institutions出atare indispensable for the effective working of hard and so丘law'.4

1t seems thatヲ ashe implicitly ad.mits，5 these regime defmitions were inf1uenced substantially by a series 
of writings by social scientists who， engaging in intemational relations analysisラ see'regi.mes' most 
commonlyぉ 'setsof impIicit or explicit principlesラ norms，rules， and decision-making procedures訂 ound
which actors' expectations ∞nvergeヲ ina special紅 白 ofintemational relations6

.
7 He goes on to say出at:

“regime' is a helpful concept to the extent that it ref1ects the holistic approach nぉessaryto gain a better 
u.nderstanding of environmental problems and human endeavours to solve them'. 8 

* This paper was completed during my sabbatical research in Vienna (2003/04). 

** Assistant Professor of Public lntemational Law and the Law of Intemational Organizations， University ofTsukubaヲTsukuba

305-8573， Ja問n.Dr. phiI. in Public Intemational Law (Edinburgh， 1998). Visiting Fellow， Institute of Intemational Lawand 
Intemational Relati∞s， Vienna University (2003-2004). Formerly a J.S.P.S. Research Fellow at Tokyo University (1999・2000).
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5 Lang(l991)，s叩 ranote 2， 147-8; idem (1992)， s叩 ranote 2， 109; idem (1994)， supra note 2，276 et seq. and 286. 

6 S.D. Krasner， 'Structual Causes and R巴gimeConseqllences: Regimes as Intervening Variables'， in lnterηational Regimes (1983) 1， 

2. Sce， also， A. Hasenclever， P. Mayer and V. Rit1be培er，Theories of InfemafionaI Regimes (1997) 1・22;B. Kohler-Koch， 'Zur 

Empirie und Theorie intcmationalcr Rcgime'， in Regime in den infemationσlen Beziehungen (1989) 17， 18・9;V. Ri ttberger，‘Theory 

of IntemationaI Organizations'， in R. Wolfrum (ed.)， Unifed Nafions: Low， Policies αndPrσctice， VoI. 2 (1995) 770 

7 It is often suggesled that regime theory as a‘bridge-topic' has proved to be productive for the science of Intemational Law. S田 H

Neuhold， ‘Eur仁川tlrultischesVolkcrrecht: geschichtlicher Ubeめlick'，in H. 1、Jeuholdヲ W. Hummer and C. Schreuer (eds)， 

Osten包ichischesHαndbuch des rノδIkerrechts，VoI. 1 (1997) 14， 23. 

8 Lang (1992)， Sψra note 2， 110 (italics supplied) 
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2. '1nterdisciplinaryヲ approachesto the science of 1nternational Law should naturally be encouraged when 

appropnate釦 dnecess出y.91 have no doubt thatヲ inthis world of globalization， public international law 
would be better understood by taking a 'sociologicalヲ10or 'politicalバlapproach， 

However， it cannot be denied出at，despite出esubstantial results or Ergebnisse achieved by Professor Langヲ

some vexing questions on the legal side ofιinternational regimes'ぽ estill left unanswered. 

3. Amongst themヲ (i)what is the possible connection between traditional orιobjective' territorial regimes
l2 

and modern or non-territorial international 吋glmes部 definedabove by Professor Lang?13 Also concerning 
this pointラ (ii)does the terminology 'regimes' exist only as a working or analytical concept in出eSocial 

Sciences，14 designed to understand and explain changing dynamic phenomenon in international relations?:15 

1f this is not the case， more ambitiouslぁcouldwe international lawyers identi今 andcharacterIze modern 

international 見gimesas a legal concept or Normen im eigentlichen Sinnl6 
in positive international law， 

possessing both distinctive elements and consequence? Finally， but most importantly， (iii) how does that 

notion of 'international regimes' relate to (or not relate to) the two sources of public international law? 

Professor Lang - showing some sympathy toward practlむonersof power politics-has only mentioned 

that: 

'Such criteria (for 'objectivピterritorialregimes proposed by Professor Eckart Klein 17) are from the perspective of legal 

theorγcertainly helpful to記 parateintemational児 girnesfrorn intemational organizations. For the practitioner of 

intemational politics出切utilityrnay， however， still be uncertain'. 18 

1t must be stated， with a11 due respect to Professor Lang， that he carefully sidestepped those delicate issues 
relating to (the science of) general internationallaw.19 

9 S出， e.g.，N凶 hold，‘DieEinhaltung des Volkerrechts in einer ausenpolitischen "Kosten岨Nu包開姐Analyse'''，19 Jahrbuch fur 

1ntemaliono.les Recht (1976) 317; Simma， 'Volkerrechtswissenschaft und Lehre von den internatI∞alen Beziehungen' ， 23 
Osterreichische Zeitschrift fur aifentliches Recht (1972) 293， 300 

10 See， in particular， M.狂的er，'Die soziologischen Grundlagen des Volke汀echts'，in Gesellscho.ft und Humanilal (1948) 49; B. 

Landheer，‘Contemporary Sociological Theories and International Law'， 91 Rc.K; (195711) 1 

11 S∞， e.g.， A. Hurrell釦 dB. Kingsbury， The Intemo.tiono.l Po/itics of Ihe Environment (1992); M. Byers， The Ro/e of Law in 

IntemaJiono.l Politics (2000). See， however， K. Zemanek，‘The Legal Foundations ofthe Internati∞al System' ， 266 Rc.K;(l997) 9， 

234・5.F or discussi∞s amongAmerican戸 !iticalscientists， see， e.g.， J.し Go!dstein，et o.i. (eds)， Lego.lizo.tion and World Politics 
(2001) 

12 For a definition， see， i弓/均para.10. 

13 Whilst Professor Lang has rightly admitted the connection between the two internationa! r句imes，old and new， he has on!y paid 

scant attention to this issue. See Lang (1992)， supr，αnote 2， 117θ 叩 d121; idem，‘International Environmental Agr出 mentsand the 
GATT: The Case ofthe Montreal Protωd'， 3-4 Wirtscho.ftspolitische Blatter (1993) 364， 370. on this point， s∞， also， H.E. Ott， 
Umweltregime im Valkerrecht (1998) 41 

14 Yet the science ofLaw (Rechtswissenscho.ft) belongs generαlly to the Social Sciences. A. Kaufmann， Rechtsbegriif und 
Rechtsdenken [日δgainento HふShikδ]Trans. by K. Ueda (2001) 96. 

15 As for intemational regimes in this descriptive sense， see， in particular， T. Ge耐ing，'Dynamic Internati∞al Regimes: Dynamic 
Sectoral Legal Systems'， 1 YBIEL (1990) 35; T. Gehring and S. Oberthlir (eds)， 1ntemo.liono.le Umweltregime: Umweltschutz必m:h
均出σndlungen間 d持rtrage(1997). Dr. Marschik argues that: 'Subsystem und intemo.liono.l regime sind aber nicht synonym， sie 
unterscheiden sich in ihrer Funktion: Man verw釦 det"Subsysteme" [im Volkerrecht] zur Determination der konkreten Folgen eine 
Rechtsverle包ung，"intemationo.l regimes"却 rVeranschaulichung internationaler Entwicklungen...' (italics original). A. Marschik， 
Subsysteme im 均 lkerrecht:1st die Europaische Union ein JJ Self-Conto.ined Regime "? (1997) 90. 

This paper does not deal with problems relating to the so-calledιselfべ~ontained regimes' which should be more appropriately 
discussed in the specific context of‘∞unterrnea釦 res'.S民 inparticular， B. Simma，‘Self-Contained Regimes'， 16 NY1L (1985) 111. 

16 T. Geiger，均rstudi・enzu einer Soziologie des Rechls (1947) 58. His legal theory is summarised in T. Raiser， Dωlebende Recht: 

Rechtssoziologie的 Deutschlo.nd(1999) 12下37.

17 E. K!ein， Sto.tusvertrage im Volkerrecht: Rech句かαrgenterritorio.lerSonderregime (1980) 23. See， further， iψ'0. para. 9 

18 Lang (1994)， supra note 2， 276. In relation to 'obligations e，宮aomnes'， it is also stated in his article of 1992 that:‘This most 
delicate aspects of ergo. omnes treaties [e.g.， 1987 Montrea1 Ozone Protocol] will not be dealt with further in this paper'. Lang (1992) 
supro. note 2， 109. 

19 In another article published in the year of his death， Professor Lang suggests: 'cαlcepts usually do not spring from a scholar's 

mind; they rather∞me into being as a consequence of a 伊 liticallymotivated procesぷ.W. Lang，寸radeand Positive Measures in 

Multilateral Environmental Agr偲 ments:Effectiveness and Suitability'， in W. P. Heere (ed.)， Jntemo.tiono.l Law o.nd The Ho.gue訟

750lh Anniverso.ヴ (1999)317 
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4. In the course of world historyラ itmight have been true that '[m ]ost changes in intemationallaw since 
1945 have occurred within the framework_ of international organizationsラ 20Andヲ thenow widely accepted 

popular term 'intemational organizations ，21 in itself - used for the first time by the ScottIsh intemational 

lawyer~professor Jal~，es Lorimer (1818・1890)22- is， unlike the term Staatenverbindungen ('unions' of 
States)"'..1 or 'Unions'L"， relatively new in the history of (出escience of) internationallaw. 25 

5. However， more recentlyヲ部 ProfessorsPhilippe Sands and Pierre Klein26 explain in their revised and 

updated Bowett台 Law 01 International lnstitutions (2001) that sectoral 仕切ty-bぉed‘entities，27 (e.g.ラ

conferences of the parties ヲ cO~l_11 issions or equivalent organs and secretariats) - not expressly endowed 

with 'intem型ionalpersonalityμti which may be the most important constitutIve element of intemational 

organization">' - have continuously been playing a dynamic and crucial role in the development of various 

fields of intemationallawラ includingintemational environmentallaw， human rights law and the law of ‘紅ms

control' or 'disarmamentラ Strictlyspeaking， many or most of those treaty冶 tities'，although discussed in 
Bowett S， are not intemational organizations in the restricted sense.30 It could be said thatラ toborrow 

Professor Hemlann Moslerちs(1912-2001) phrase/1 such treaty organs stilllie: 'somewhat betw民 na甘ea匂r

and an organized institution'. 

The function and legal meaning of the evolvIng intemational entities could be more properly understood出

the context of the general theory of international reぜeg♂imeωS出 (ひthescience of) intemational la瓜aw民九νκ1ら♂ラ

Oぱfthe ι1imInlSぬt口it印utio∞nal1aおwνザラ Oぽrrules belonging to intemational organizations of a universal cぬh訂 a芯.ct民er.巳ヲ such 出
those ofthe United Nations (i.e.ラ九)nitedNatIons Law'33).34 

2. Intemational Regimes 

6. The term 'regirnピor'regimeち withoutan aωent aigu (das Regimeヲ <der句ime>>)generally means 'a 

20 H.G. SchermeτS叩 dN.M. BJokker， JnlernationaI Jnstitulional Law (1995) 6 (italics supplied). 

21 For this definiiion see， e.g.， 1. Seidl品ohen¥leldemand G. Loibl， Das Recht der lntel労組問alenOrganisationen e如 'chli・eslichder 

Supranalionalen Gemeinschaften (1996) 4. 

22 Professor Lorimer， 'On the Application of the Principles of Relative， or Proportional， EqualiちIto Intemational Organisation' ， 

(Read 18th March 1867)， XXJV Transactiol1S ofthe Royal Society ojEdinburgh (1867) 557， 568・70.on this issue， see， a1so， P. B. 

Potter，‘Origin of the Teml Intemational Organization'， 39 A刀L(1945) 803， 805; V Rittberger and B. Z却 gl，Internationale
0，宮anisω;onen:Po/itik und G回 chich1e(2003) 21. Professor Lorimer frequently uses the term‘intemati∞a1 organizations' in his 
Jnsti加lesojtheん1wofNω!on.s(1884)， particuJarJy VoJ. 2， 190 el seq. regarding 'Ultimate Problem ofIntemational Jurisprudence' 

23 See iηfra paras. 22・23

24 Union Ac.ademique Intemationale， Dictionnaire de la tennin%gie du droit inlernational (1960) 625 et seq 

25 For instance， the term (= Jnlemationale Organisation) is also not dealt with in Strupp's WIοrterbuch des Valkerrechts und der 

D伊lomalie(1924， 1925 and 1929). See， a1so， Potter， supra note 22，803 

26 See newly added Chapter 4‘Other Autonomous Organis.ations' in Bowett's Law ojlnternationalln.stifuliol1S (5th ed. 2001) 
writtα1 by P. Sands and P. KJein. Most textbooks in this ar回 largelyignore the developing phenomenon， however. See， e.g.， 

Schermers and Blokker， S1.Jpra note 20. See， also， G. Loibl， 'The ProJiferation oflntemational Institutions dealing wIth Intemational 

Environmental Matters'， in H. G. Schermers叩 dN. M. Blokker (eds)， Pro/iferalion ojJnternational Organizatio出:LegaIIssues 
(2001) 151， 161 et seq.; U. Beyerlin， Umwelfvolkerrecht (2000) 30， who refers to kleine Organisalionen， in∞mpari回 nto grose 

inlemalionale 0，宮αnisationen.
27 The term‘entities雫 isdefined here as a common designation for ‘classes' ，‘individuals' and other possible extensIons. S偲 R.

Camap， Meaning and Necessiか AStudy in Semanfics andModal Logic (1947) 22・3.

28 For re∞nt discussions about this concept， see， e.g.， J. KJabbersヲAnln的ぬcfionto JntemalionalJn.stitutional Law (2002) 52榊 9.

29 See Sands and Klein， ・ロipranote 26， Chapter 1 

30 See Lang (1995)， supra note 2. But see in.l同 note105 

31 H. Mosler， The Jntemational Society as a Legal CommuJ1ity (1980) 221 (Chapter XIII: Intemational Regimes). 

32 See infra paras. 18働 37

33 O. Schachter，‘United Nations Law'， 88 AJIL (1994) 1 

34 Cf. R. R. ChurchiJl and G. Ulfstein，‘Autonomous Institutional Arrangements in Multilateral Environmental Agl芯ements'，94

が1L(2000) 623， who a弔問 thatenvironmental treaties could be seen as‘Intemational organizations'. This writer does not share this 

view， however. See in.lトαpar部 .20-23.See， a1so， V. Roben， 'Institutional Developments under Modem Intemational EnvIronmentaI 
Agreements'， 4 M，似 PlankYearbook of United Nations Law (2000) 363， 439， referτing to‘InstitutIonalized Intemational agreements' 
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system or me出odof govemment'35 or 'a group of people who rule a country' - yet often connoting some 

disapprovalラ andthis use can be observed in a text of a humanitari創1convention
36 

and in p~~ctice of States 
and intemational org町立zations(relating particularly to recognition of States or govemments

J/

). 111 the fields 
of Law and Philosophy， it often indicates a kind of 'system' or 'order'， whose variables are now found in 

many訂 eぉ ofmultil伽 alagreements， including trade，38 the law of the sea/
9 
the environment，~O and arms 

control or disarmament.4142 Further， it is well-known出atin the Trαil Smeller arbitration，43 the Court 

re弓uiredthe parties， namely Canada and the USA， to institute a 'regime'， rneaning in substance an effective 
system to elirninate additional environmental damage by the discharge from sulphur dioxide into the 

atmosphere.4445 

These terminologies used under each convention or in judicial precedents訂 ecertainly not an autonomous 
concept in intemational law， and when， if加 y，disputes regarding interpretation or application of the terms 
should arise，出eyare genera11y subject to the 同 levantinterpretation rules in the 1969 Vienna Convention on 

the Law of Treaties. 

A'Oる~ectivピ TerritorialRegimes (Statusvertrage) 

7. The genuine legal existence of intemationa1 regimesヲa1beitlimited， has been proved in internationa1 
judicial decisions

46 
as well as in State practice.47 And later， the doctrine of international r，句lmeswas 

35 For instance，‘Regime des capitulations'. Union Academique Intemationale， supra note 24， 101. See， also， J. Salmon (吋)，

Dictionnaire de droit inlemational public (2001) 957-8. on the di百erencesbetween‘regimes' and constitutions， see S. Sur， Relafions 
intemationales (2∞4) 179. 

36 SeeArt. 1 para.4 ofthe 1977 Geneva Protocol in D. Schindler and 1. Toman (eds)， The LawsザバrmedConj7icts: A Collecfion of 
Conventions， ResoluJions and Other Doωmenls (1988) 628. It refers to‘racist regime'. See， also， Aη7 para. 2(h) of the 1998 Rome 

Statute of the 1ntemational Criminal Cou口，reproduced in A. Roberts印 dR. GuelfT (eds)， DOcu.menls on Ihe Lmνs of~灼r (2000) 667 

37 To quote only one example respective匂，Security Council Res. 216 (12 November (965) saying that 'ull States not to reωgnize 

this illegal racist minority regime'(italics supplied)， and a British statement by the Foreign Secretary (Lo吋 Carτi.n8ton)reproduced in 

D.J. Ha巾s，CωesandMαterials on lntemational Law (1998) 155. For a theoretical analysis， see， e.g.， 1. Frowein， Das de 
factcトRegimeim Volkenでchf:Eineωlfersuch問 gzur Rechtsste/lung "nichtanerkannler Sfaaten" und afmlicher Gebilde (1968) 5-8 

38 See， e.g.， theAgreements on Rules ofOrigin (Art. 1 para. 1)釦 don Import Licensing Prωedures (Aロ 1paras.ト2and 5). 

39 See， e.g.， Art. 3 para. 1 ofthe 1994 Agreement Relating to the 1mplementation of Part x1 of the UN Convention on the Law of 

the Sea， and the 1995 UN Agreement Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Migratory Fish 

Stocks， reproduced in 34 ILM (1995) 1542 

40 See， e.g.， the Preamble and Art. 26 para. 5 ofthe 1991 Protocol to the Antarctic Tr凶 tyon Environmental Protection， reproduced 

in P. Bimie and A. Boyle， Basic Doωmenls on lnlemalional Law and Ihe Environmenf (1995) 468. 

41 1n this article， the tenn‘arms controJ' will be used as Oberbegriff(superordinate concept) for other terms， e.g.， 'disarmament'. 

For a terminological differentiation， see 1. H. Barton， 'Disarmament'， 9 Enり1C!0pediaof Public Jnlemational Law (1986) 102 elseq 

42 Among a number of such agreements， s田，e.g.， the Preamble ofthe 1996 Afri日 nNuclear帽 Weapon-FreeZone Treaty， reproduced 

in M.C. Bassiouni (00.)， A Mcmual on lnlemαtionαI Humanilan'an Law and Arms Confrol Agreements (2000) 559. 1t refers to‘出e

non-proliferation regime'. See， also， the Verification Ann. to the 1993 Con vention on the Prohibition of the Development， Production 

and Stockpiling and Use ofChemical Weapons and on Their Destruction (e.g.， Part II， para. 56(a)， Part V， para. 18， and Part IX， para 

26)， reproduced in W. Khl包schand R. Trapp， A Commenlary on Ihe Chemical Weapons Convention (1994) 

43 Trail Smelter Case (United States v. Canada)，April 16 1938 and March 11 1941，3 RIAA (1905) 1911 

44 lbid.， 1974 et seq. (Section 3， in particular) 

45 1n quite another context， the 1CTYfrequently refers to 'the grave breaches regime' ofthe 1949 Geneva Conventions. See， e.g.， 

the Prosecutor v. Tadie， App回 lsJudgment， Case No. IT-94舗トA，15 July 1999， at paras. 170 and 263. 

46 The Report ofthe Intemational Committee of Jurists entrusted by the Council ofthe Legue ofNations with the task of giving an 

advisoIγopinion upon the Iegal aspects ofthe Aland Islands Questions， LNOJ， Special Supplement No. 3 (October 1920) 3; the 

Intemational Status of South-WestAfrIca， Advisory Opinion of 11 July 1950， lCJ Reports (1950) 128; the S.S.‘Wimbledon' case， 

1 923PClJ (Series A) No. 1，6. 

47 1 have space for no more th釦釦 indicationof some important precedents: Treaties concluded for the neutralization or 

demilitarization of specific territories or localities， e.g.， the declaration of 20 March 1815 at the Congress of Vienna signed by Austria， 

Great Britain， France， Portugal， Spain and Russia， Art. 84 of the Act of the Vienna Conference， and an Act of20 November 1815， 

regarding the permanent neutralization regime of Switzerland; the 1856 Aland Islands Convention between Russia， France and Great 

Britain， G. F. Martens，入fotf1，町 mrecueil genenral des Irail白， Vol. 15， 788; Intemational regimes for the regulatIon of Intemational 

rivers， maritime canals and waterways， e.g.， the 1888 Suez Canal Convention and the 1919 Treaty ofVersailles on the intemational 

status ofthe Kiel Canal (Art. 380). Some texts are reproduced in M. Fleischmann (ed.)， Volkerrechlsquellen (1905). For adiscussion， 

see， in particular， Third Report on the Law ofTreaties by Sir Humphrey Waldock (Document A/CN.41167 and Add.I-3) in 1964 r:ιC， 

570 



developedフfroma dogmatic standpointラ throughthe writings of some well-known publicistS.48 In the area of 
positive 口市matIonaI law， 'intemationaI [，句mesヲ havethus traditionally meant 'objective territorial 
regimes ，'1:1 or Statusvertrage)Uぐstatustreaties '). In the field of the Law of International Organizationsラ

Colliardラsかstitutionsdes re匂e/匂αωωt仰e

r尚己glme白s3¥.』

8. Of courseラthiswriter is fuIly aware that恥 InternationalLaw Commission (ILC) had finally decided to 
delete draft Article 63 - 'Treaty providing for objective r句lmesラ52_ from the text of the Vienna 
Convention on the La¥v ofTreaties; but why did the ILC choose to do so? 

As we shall see below， although there are several reぉonsfor this，53 the most important point to note here 

is what Mr. Robert Ago points out: 'that problem went beyond the law 01 treaties properラ whichwぉ

essentially concemed with the rights and obligations created for the parties to the treatyラ notwith the later 
consequences of the treatyヲsapplication' .54 (Consequently， the same Commission also failed to deal wi出
problems relating to the effect on tTeatIes of war or armed conflict. We sha11 retum to this point in Section 

B.3.) In other wordsラ theILC did not necessarily or totally repudiate the general idea or concept of territorial 
intemational 氏名imes; Mr. Herbert W. Briggs has noted， in this respect，出at: ζobjective regimes 
unquestionably existed in internationallaw'. 55 

9. It must be added that U1e existence of this special category of treaties was later acknowledged in Article 
12 para. 2 of the 1978 Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties. 56 A succession of 

States does not affect ‘obligations relating to the use of any territory， or to restrictions upon its useヲ

established by treaty for the benefit of a group of States or of a11 States and considered as attaching to that 

temto巧"
10. Professor Eckart Klein57 identifies the following four conceptual elements for the discussion of 

'international regimes' (Statusvertrage) in (the science of) the law ofnations.58 

(1) a treaty between States or States and intemational orgaruzations which does not create an intemational organization 

but ra出erregulates the position of a territory or an object of ∞mmon use such as water， air and outer space， or 

means of communication (StQtusvertrage); 
(2) a general mterest Iying behind the regulation (Allgemeininteresse); 
σ)出eintention of the parties 10 serve the general interest with the creation of a 同gimewruch endows出earea with a 

gen町a1status el宮Qomnes (Intentio肉、

Vol. 11，26 ef seq.; Klcin， supra note 17; G. Oahm， Volkerrぜcht，Vol. 1，24-5 and 697 (1958); S. P. Subedi， Land andMan'time Zones 
oj Peace in Jnfema!ional Law (1996) 182働96

48 See Klein， supra notc 17-undoubtedly， this is the most exhaustive analysis ofthis problem; Mosler， supra note 31. 1n the 
∞ntc幻 oftheAntarcticaTreat)ヘsee，especially， B. Simma，‘TheAntarctic Treaty出 aTr回 tyProviding for an“Obj民 tiveRegime'''， 

19 Comelllnlemafional Law Joumal (1986) 189. on Spitsberg， see D. Bardonnet，‘Le projet de Convention de 1912 sur le Spitsberg 
et le∞ncept de patrimoine commun de I 'humanite'， in Humanite et droit intemational-A1elanges Rene-Jeml D叩1σ(1991)13，26 
et seq. See， a1so， L加 g(1992)， supra notc 2， 117・9;O. Schacbter， lnlemational Law Il1 ThemァandPractice(1991) 74・6.

49 See， in generaJ， R. Jcnnings and A. Wat1s， Oppenheim:S lnlemation.al Lmv (1992) 1205-6 and 1261; Ch. de Visscher， Theoヴ m1d
RealiかinPublic lntemational Law. Trans. from French by P. E. Corbett (1968) 14ふ8;Ch. Rousseau， Droit in/emational public， VoI 
1 (1970) 192; P. Gautier， Essai .~lJr /a defins川 ndes lraites en(re Etats -La prafique de la Be/gique au.x COfずInsdu dJηit des traites 
(1993) 65. See， aJso， G. Scelle、Precisde droit des gens: pn'ncipes ef systemaliques， Vol. 1 (1932) 116 et seq 

50 See， e.g.， Klein， supra note 17，21 et seq.; Oahm， supra note 47，23・5

51 C.-A. Colliard， 111.51itu/iol15 des relat;ol1s il1temalionales (1990) 112 et seq. (Chapter IV Les reglementations d'equibibre) 

52 1964 YJLC， supra note 47，26-7，陀producedin KJein， s1伊rσnote17，349 

53 See injra paras. 15-16. Sce， also， H. Neuhold，‘Volkerrechtlicher Vertrag und "Drittstaaten '''， C. Tomuschat， H. Neuhold and J 
KrophoJ1er， Vo/kerrechllicher T令rfragund Dritfslaalen (1988) 51， 54-6 

54 'Law ofTr回 ties'(OoClll11Cnt AJCN.41l67)， 7401h Meeting in 1964 YILC， VoJ. 1， 106， para. 9 (italics supplied) 

55 Jbid.， 103， para. 48. See， also， S. Bastid， Les lraites dans !a vie intemalionale: conc1usion et t:ffets (1985) 153， who refe尽 to
'frailes creant une sitrwliol1 o~jeclive 'in S 4 

56 On which， see O. Yoshida，‘iくokka'[States]， C. Mizukami， T. Usuki叩 dA.Yoshii (eds)，Kokusaihδ(International Law] (2002) 
45; 1. Sinclair， The Vfellna COlnJenlion on Ihe Law 0./_升eaties(l984)104・5;Klein，s1ψra l10te 17， 305 et seq 
57 See KJein， S1ψra note 17，23. Cr. idem，‘Jntemational R匂imes'， 2 EI1(~アc!opedia oj Public Jnlemafional Law (1995) 1355. Even 
today， this definition r巴mainsgenemlly accepted in German teachings. See， e.g.， A. Bleckmann， Volkerrecht (2001) 132 

58 See， also， dmft ArticJe 63 by Sir Humphrey Wald∞k in 1964 YILC， supra note 47，26-7; Dahm， supra I10te 47，23-5; J. F. Prevost， 

Les effels des traites conc/us enff~ Elals a I 'egard des Etals liers (unpublished thesis， Paris II) (1973) 380， cited in P. Cahier，‘Le 
probJeme des eJT，出 deslraites a l'egard des Etats tiers'， 143 RdC (l974/IlI) 593， 660ぺ
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(4) competence over such an area governed by the reg叫ation，which belongs to a subject of intemational law 
( territoriale Kompetenz). 

One of the intended significant consequences would certainly be出at:States which are not parties ('third' 
States)訂 eto be involved in the 'intemational settlement'おldexpectedフ atleast， to respect the newly 
establishedなeaザregime.59

11.1. These elements (1)幽 (3)together with出e(legallpolitical) consequences flowing from this notion， 
save for (4)， will be analyzed in the next section B， but in relation to a modern type of international r己glme.
Here， however， the following points are worth noting as a preliminary to our core discussIon below.ω 

First， the concept of 'objective' regimes mustラ inany cαse， relate to a particular area or region， or territory 
(i.e.ヲ territorialrelativity). 'Objective' regimes訂especial kind of treaties出atbring about new 'territorial 
order ' in the interest of the regional or international community as a whole. 

Consequentlyヲ ProfessorKlein訂guesthat the 1963 Moscow Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the 
Atmosphere，出OuterSpace and Under Water61 (PTBT = Partial Test B加すreaty)is not an intemational 
regime (Statusvertrage)， whilst批 1967Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons in LatIn America62 

(hereafter referred to邸 theTlatelo1co Treaty) could qualified as such a treaty. To Professor Klein， the spatiaI 
application of 'general' ob1igations of conduct under Article 1 of the PTBT is not el10ugh to declare the 
instrument as an international r三gime(Statusvertrage).63 

11.2.百leterritorial出 pectsof international regimes are also emphasized by Sir Gerald Fit之maurice- butラ

rather in a di丘erentsense - in his fi印1report on the law of treatIes submitted to the ILC. He had proposed， 
as a distinct category， a 'user regime' that regulates the use of a means of internatIonal communications.64 

12. S∞ond， '0対∞tive'tβrritorial regimes， particularly 'objective' r勾imesbilateraf5 and early peace 
民 atyins古田nentsOO terminating war or泊四edconflictラ donot a:fford multilateraI supervisory mechanisms 
for ensuring compliance with their substantive obligations - i.e.， such as those fOWld in environmental， 
釘msconむ01sand human rights agreements 

In出Isconnectionヲ itis interesting to note that Professor Klein takes the view that the doctrine of 
'reprisalsラ (Repressalient

7may be important in mail1taining territorial or user 詩型meorder.68 In spite of the 
aforementioned element (2)， 'objectiveラ regimes訂 ethus subject to the traditional mechanism of form計
百ciprocity'fundamental to the International Law of co-existence (Koexistenzvdlkerrecht)69 ， and such 
expected ‘reprisalsヲ or'countermeasures' are to be regulated by the relevant principles or rules of general 
(custom国γ)internationallaw and by Article 60 p訂 a.1， or p訂 as.2(a) or 2(c) of the 1969 Vienna Convention 
on the Law of Treaties. 70 Unlike international human rights regimes or some parts of humanitarian treaties in 

59 See somewhat strong statements made by Professor Mosler， supra note 31，'223. Cf. Klein， supra note 17，210-6; K. Doehring， 

Yδlkerrecht: Ein Lehrbuch (1999) 150; dra丘Article63(2) by Waldock in 1964 YILC， supra note 47，26-27; Cahier， supra note 59， 
677 

60 1t must be回 idthat this articJe is not intended to provide for a∞mprehensive study of ‘objective' territorial regimes. For this 
pu中ose，see， especially， Klein， supra note 17 

61 Text reproduced in Bassi∞ni， supra note 42，493. 

62 Ibid.， 515. 

63 See Klein， supra note 17，47-9. See， also， 1964工lLC， supra note 47，33 

64 See， in particular， Art. 14 (Case ofthe Use of Maritime or同ndTerritory under a Treaty or lnternational Regime) in the fifth 
report on the law oftreaties by Sir Gerald Fitzmaurice， DocumentNCN.4/130， 1960 YILC， Vol. II， 79-80 and 92， paras. 50櫨2.

65‘Objective' territorial regimes are often created by bilateral treaties. Multilateral treaties are therefore nol always indispensable. 
See， further， Klein， supra note 17，39-40. 

66 Examples of peace treaties are given in suprαnote 47. See， generally， F. v. Li認しDasVIδlker問 cht，edited by Fleis(二hmann(1925) 
19叩 d556 et seq. See， also， i弓(rapara. 26 (in the ∞ntext ofthe general interest ofthe internatiαlal community). 

67 Professor Klein gives no c1ear definiti∞ofthis termino!ogy， however. But see E. Klein，‘Gegenmasnahmen'， in W. Fiedler， E. 
Klein and A. K. Schnyder， Gegenmasnahmen (1997) 39. on the fundamental∞ncept of reprisals see， also， O. Yoshida， 

ιBuryok:u・Kisei寸fδnoKihanteki Kozδto Senji-Fukkyu no Shoso' [The Normative Structure ofthe Law Regulating the Conduct in 
Armed Conflicts and the Changing Face of>)Belligerent Rep行sals吋，33Tsukuba HoseI [Tsukuba University Joumal of Law and 
Politics]ρ002) 1，20・1.

68 See Klein， supr，αnote 17，225-7 (Chapter 2， Part II on 'The Guarantee of the Order' [Die Gewahrleistung dcr Ordnung]) 

69 on this notion， see， especially， Bleckmann， supra note 57， 238-41. 

70 See Klein， supr，αnote 17，234-7. on the scope ofArt. 60 in general; see， e.g.， B. Simma，ιRef1∞tions on Article 60 of the Vienna 
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anned conflict ('the Geneva Lawsヲpartiallyexcluding ‘the Hague Lawsヲ71)ヲ Article60 para. 5 would not be 
particularJy applicable to 'objectiveヲr己gimes.72

13. Debates on 'objectiveラ territorialr，とgimescontinue in the international legal literature. Dr. Surya 

Subedi argues that land and maritime zones of peace (ZOP)ラ includingnuclear-weapOIトfreezonesθ-TWFZ)73 
- such as the one established by the Tlatelolco Treaty regarding Latin America and the Caribbea.n 74一 can

be regarded出 internatio!lalregime candidates having ιobjectiveラ effects.75This is in line with the position 

taken by Professor Klein
76

ヲ butit is somewhat disappointing that Dr. Subedi probably fails to offer su伍cient

legal grounds for supporting his view.77 

To the contrary， howeverラ Dr.Reinhard Hasenpflug observes that NWFZ treaties and the立protocols

cannot be seen as examples of objective treaty regimes directly binding third states.
78 Which position 

correct1y represents the legal character of these regional ins飢 lmentsfor disarmament? 

One of the tasks of these regional treaties is not to disengage already deployed nuclear weapons (of the 

superpowers)， but in reality to defense the entire areas of the NWFZ against a 'possible' nuclear attack -

n出nelyラお11assurances by nuclear weapons powers not to use or threaten to use these weapons against the 

parties to出eNWFZ treaties ('negativeラ security俗 surances
79
).Can this objective be successfully achieved 

by establishing the regimes valid erga omnes (in the strictest sense)? 

It seems出atthe parties to the NWFZ treaties had not meant to establish exceptions to the almost absolutβ 
intemationallaw principle of pacta tertiis nec nocent nec prosunt: All NWFZ treaties commonly provide for 

additional protocols (回aties!)for the si gnatu陀 andratification by nuclear weapons powers.80 In出lS

contextラ itIs important that New Zealand previously stated in the UN出at:

‘Any treaty may， of course， involve a∞eptance of a restriction of the sovereign rights of the parties; but to 出 emptto 

impose such a restriction on umvilling third parties is， in our view， neither proper nor realisticラ 81

Convention ∞the Law ofTreaties and its Backgr∞nd in General Intemational Law二20Oslen官ichischeZeitschベ庁furoffentliches 
Recht (1970) 5， 65 et seq.; M. M. Gomaa， Sω:pension or TennInatIon ofTreaties on Grounゐ ofBreach (1996) 96 et seq. 

71 For instance， reprisals again双戸sonersof war - protected by the 192911949 Geneva Conventions on the treatment ofwar 
pn悶 lers(Arts. 2 and 13， respectively) - are∞ntrary toωstomaηintcmatiooallaw. See Trial ofWilhelm List and Others， US 
Military Tribunal， Nuremberg， 8 July 1947 to 19 Fcbruary 1948， Case No. 47， Law Reports ofTrials ofWar Criminals， Vol. XII 
(1949) 86 et seq. S伐?向rther，Yoshida， supra note 67， 39; Kalshov四，‘BelligerentReprisals Revisited'， X)江N刀'L(1990) 43， 70・3;C.
Greeれwood，ーTheTwilight ofth巴 Lawof Belligerent Reprisals， XXNY1L (1989) 35，50. For a c∞flicting view， see， e.g.， P. Reuter， 

Inlroduclion au droit des Traites， edit吋 byP. Cahier (1995) 175 

72 }くlein，supra note 17，232. 

73 on its definition， see GA Res. 3472 B(XXX)， II Dccember 1975， reproduced in SIPRlYearbook 1976: J.予防ldAnnamenfs and 

Disamlamenl (1976) 341-2 

74 Text reproduced in Bassiouni suprαnote 42， 515. See， generally， A. Garcia Robles，‘Mesures de desannement dans des zones 

particulieres: le traite visant 1 'interdiction des armes nuclぬiresen Am何 quelatine二133RdC (l9711II) 43， 60 el seq.; M. E. E. 
Oyuela， ‘ The Tlatelolco Treaty (1967)'， in S. Sur (ed.)， Ve ゆcationof Currenl Disamlament and Arms Limination ，々4匂gree配emη10仰nts;wtののJぽS

M命eansα仰ndPra唾刀αCωiμices(1991) 149. 

75 Subedi， supra note 47， 204喝 5(Chapter 6) 

76 See supra. para. II 

77 Subedi， suprαnote 47，205 

78 See R. Hasenpt1ug， Dωνolkerrechl/iche Regime der Nichtverbreitung von Kemwaffen in nuklearwaffe!ずI'"eienZonen (2000) 
140-52. See， also， P. Boniface， Les sources du desamlement (1989) 29， who suggests that the Protocol 1 will nol bind non-parties. 

79 on this∞ncept， see Hasenpt1ug， SIψra note 78， 125 el seq 

80 See the Additional Protocols 1 and II to the 1967 T reaty of Tlatelolco， reproduced in Bassiouni s叩 ranote 42， 529・32:1986 
Additional Proto∞ls， 1， II and III to the 1985 South Pacific Nuclear-Free Zone Tr回 tyσr凶 tyof Rarotonga) in ibid， 542・5:Prot∞01 
to the 1995 Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone in ibid， 557・558;Protocol 1 to the 1996 African Nuclear-Free 
Zone Treaty， reproduced in SIPRI Yearbook 1996: Annaments. Disarmamenf mld Inlemafional Secuげか(1996)599. In addition， 

nucJear States are always invited to negotiation meetings as observers. on the negotiation pro∞ss of the Tlatelolco Treaty， s∞Robles， 

'The Treaty for the Prohibition ofNuclear Weapons in Latin America'， SIPRl Yearbookザ恥rldAr問 mentsand Disamwment 

1969170 (1970) 218-36 (with further refe!窓口ces，including UN decisions) 

81 UN Doc. A/C.I/PV 2074，43 (also cited in Hasenpflug， supra note 78ヲ 152)守 Fora similar statement by the Deputy Prime 

Minister of Fiji， see UN Doc. AIPV2380， para. 93 (saying that: '1 should make it clear that it is not the intention of my 00、emment
to deprive any State， against its will， of its right to free and unimpeded passage in the high seas or the right of innocent passage in 

other waters') 
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Therefore， at the minimumヲ itcould be possible to point out the obvious lack of the subjective element (3) 
above， i.e.，出eintention of the parties. Perhaps出isis even truer of the 1959 Treaty on Antarctica. 82 

14. The oldest NWFZ仕eaty，the 1967 Treaty of Tlatelolco， under its Protocol 1， declares: States wIth 
territories within出ewne have happily undertaken to apply the statute of mili加 ydenuclearization to these 
territories (ratified by France [24 August 1992]フ theNetherlands [26 July 1971]; the UK (11 December 1969]; 
and the USA [23 November 1981])フ andunder Protocol II recognized nuclear weapons States have commirted 
themselves to respect the statute of出edenuclearization (ratified by China [2 June 1974]; France [22 March 
1974]; Russia (former USSR) [8 January 1979]; the UK [11 December 1965]; and the USA [12 May 1971]) 
Given this widespread ratification， it is no exaggeration to訂guethat the Tlatelolco Treaty succeededヲ as

original1y intended， in g出ningitsζuniversal respect' 83 without relying directly upon the 'core doctrine' of 

objective territorial r己gimes.Significantly， even Cuba ratified the Treaty on October 23 2002 (Cuba had 
signed the T児 atyin March 1995釦 dits amendments in December 1995).84 As出eICJ noted therefore that 
the Treaty testified ζto a growing aw訂 enessof the need to 1iberate the community of States and the 
international public from the dangers resulting from the existence of nuclear weapons'. 85 

In addition， it is also important出at‘theAgency for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America' 

(OPANAL， an acronym ofthe Spanish title) has been established to 冶1surecompliance with obligations' of 
the Treaty.86 

The State practice regarding the regional creations of NWFZs is indicative of someぉpectsof the 
changing structure of international regimes， lying between nonnative claims (Sollen) and political realities 
(Sein) in international society. 

B Changing Strudure ollnternational R匂imes

1 Poli討calunαcceptαbility0/ 'objective 'territorial regimes 
15. So long as real 'intemational legislation' or 'world-legislation' for the benefits of出e毛unorganized'

international community is missing， it may (or 'should' in a nonnative sense) be justified that an interested 
and competent group of States takes an initiative by仕eatyto create intemational regimes for territorial order 
(Statu.svertrage ).百lIsseems to be釦 inevitableand fmal conclusion drawn by Professor Klein.&7 
However，ぉ Lむ.Eduardo Jimenez de Arechaga mentioned， such an approval would undeniably give rise 

to the undesirable political consequence where certain groups of States - mostly the Great Powers -would 
acquire 'a sort of legislative power over the rest of the worldラ 88

16.1. Sir Humphrey Waldock (1904・1981)had naturally been aware of this problem and therefore he 
introduced some elements of 'expressed or tacit recognition' (i.e.， State停consent)in his draft Article 6389 

under which ιthird' States訂e，in the event， bound by the ζobjective' regime. Similarly， Professor Klein 
observes that the ιthirdう Statesラ absenceof action (silence or Schweigen) rejecting an assertion by the parties 
to serve the general interest is important (and often necessary) for assessing erga omnes effects of 

82 See， e.g.， T. Ikeshima， Nanわ10kuJayαkuグ'aisei10 Kokusaiho [The Anlarctic Treaty System and Intemational Law] (2000) 335; R. 
Wolfrum， Die Inlemafionalisierung slaalsjreier Raume: Die Entwicklung einer infemαfionalen 防rwallungfurAnlarklis， WeJtraum， 

Hohe See undMeeresboden (1984) 96 

83 But s∞reservations and declarations made by those countries， reproduced in SIPRl Yearbook 2002: Annαrnenls， Disannamenl 

and 1nlemalional Security (2002) 767. France states， for example， that‘it interprets the undertaking contained in Article 3 of Protocol 
II to m田 nthat it presents no obstacle to Ihe full exercise of Ihe right of selj二改ifensピ(italicssupplied) 

84 on the recent幻atusofthe Treaty and i包 Protocols，see Res. CG/Res.439 by the XVIII Regular S巴ssionof the Genera¥ 
Conference in Havana， 5 November 2003. 

85 Legality ofthe Threat or U5e ofNuclear Weapα15， Advisory Opinion of 8 July 1996， 1CJ Reporls (1996・1)226，253 

86 Art. 7. Underthe third amendments of 1992， however， the IAEA was given the $010 authority to∞nduct special inspections of 
the parties and thus the role ofthe OPANAL was diminished. M. A抽出， 'Effectiveness and Limitations of clγa1¥enge Inspection: A 
Comparative Study ofthe Chemical Weapons Convention and Other Anns Control Agreements'， in T. 1. Schoenbaum， J. Nakagawa， 
叩 dL. C. Reif(eds)， Tril，αteraJ Perspectives on lnlemafional Legal 1ssues: From Theory 10 Practice (1998) 227，232-3; SlPR1 
Yearbook 2003:肋 rfdAnnamenlsandDisannamenl (1993) 572 

87 See Klein， supra note 17，348. See， also， Dahm， supra note 47，23づ;idem， Volkerrecht， Vol. III (1961) 172 el seq. (rel町nngto
objective regimes in the context of Die inlernationale Legislalive) 

88 1964 YILC， supra note 47， 100， para. 10. 

89 See supra note 47 
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intemational r句imes:thereforeヲtheseergαomnes effects are， in principleヲnotζautomaticラ90
16.2. The second paragraph of draft article 63 reads as follows: 

2. (a) A State not a party to出etreaty， which expressly or impliedly consents to the creation or to the application of an 
objective regime， shall be considered to have accepted it 

(b) A State not a party to山 trea臥 whichdoes not protest against or otherwise manifest its opposition to the regime 
Wl出inX years of出eregistration of出etreaty with the Secretary General of the United Nations， shall be considered to 
have impliedly accepted出ereglme. 

If formulated in this wayう howeverラ onecannot help saying that‘objectiveラ territorialr己gimeswould not 
necessariJy give rise to obligations erga omnesぉ such.Rather， they only produce some kind of ιgeneralラ

obligations subject to 'timelyラ objections91by 'thirdヲ States.92To put it more simplyヲお ProfessorPhilippe 
Cahier has noted: 'Mais il est evident alors que si le consentement du tiers est necessaireぅ le仕aiten'a plus 
d'effets erga omnes‘L'obligation du tiers decoule de son acceptation et non plus du traite' ，93 

16.3. HO¥vever.ラ dueto the deletion of this draft article 63， one rather urgent problem remained unsettled: 
the need for 'a means for the speedy consolidation of a treaty as pぽtof the intemationallegal orderラ without
having to await the longer process of formation of a customary rule of intemationallaw，.94 This seemed to 
be one of the main concerns of Sir Humphrey.95 

17. In a sense， Sir Humphrey might be too pessimistic about the future development of the international 
legal community.96 It is worth pointing out here that， during the consideration of draft Article 63ラMr.Senjin 
Tsuruoka posed the practical idea出atsuch exceptional situations as had been created in也epぉtby objective 
territorial regimes would in the near fu加rebe 'settledラ inmost cases by the UN or by its specialized 
agencies.97 Perhaps Mr. Tsuruoka w出 correctラ inas far as he had foreseen the expanding role of these 
principal InteIτ1atIonal organizations. In other wordsラ tOO句ん suchdelicate situations訂 eto be dealt with not 
only by the UN Itself but a1so by a modern type of international r匂imethat liesζsomewhat between a treaty 
and an organized institutionヲ ηlIswould includeヲ forexampleヲ interτlationalenvironmental r匂imes，98 such 
as 出eozone Iayer protection regimeブ9sectoral international human rights regimes 100 and 訂立1S
∞ntrol/disarmament r句imes10J- including the NWFZ treaties，102 some of which wi1l be briefly examined 

90 See Klein， supra note 17，210司 1and 345 

91 'The length ofthe peτi<Xl would be a maロerfor decision after obtaining the view5 of Govemments， but a peri<Xl of the order of 
five years seems not unreasα1able'. Commentary (22) in 1964 YlLC， supra note 47，33. 

92 on this point予 seeM. R成見之i，The Concept oj lnlemational Obligations Erga Omnes (1997) 39. See， a1so， Simma， supra note 48， 

199 

93 Cahier， supra note 59，662 (italics supplied). He further says that:ζon ad冶illeursj'impression que la notion de traite etablissant 
des situations objectives est SUJiout une cr制 ionde la doctrineヲ.lbid.， 677

94 1964 YILC， supra note 54， 105， para. 69 

95 See， also， T. Morikawa，‘Kokusaiseido no Taiseiteki-}くδka'[E百ectserga omes ofIntematIonal RegimesJ， 2 Yokohama Kokusai 
Keizai 8δgaku [Yokohama Law ReviewJ (1993) 1， 10 el seq 

96 S∞injトαpams.24 el seq 

97 1964 YILC， supr，αnote 54， 100， para. 13 

98 See Lang (1991， 1992 and 1995) supra note 2; P. Bimie and A. Boyle， lntemational Law and the Environment (2∞2); P. Sands， 

Principles o/lnlemafionα1 EnvIronmental Law (2003) 317 et seq.; A. Kiss and D. Shelton， Intemational Enνironmenlal Law (2000) 

299 el seq.; Beyerlin， supra note 26， 108 et seq 

99 See O. Yoshida， The Intemational Legal Regime jor the ProtectionザtheStrato平hericOzone Lのier:Intemational Law， 

Infemational Regime and SustどunableDevelopment (2001); 0民 51そpranote 13 

100 For example， the 1965 Intemational Convention on the Elimination of AIl Fonns of Racial Discrimination (lCERD); the 1981 
ConventIon on the Elimination ofAll Forms of Discrimination against Women (CEDAW)如 dits Optiαlal Protocol; the 1984 
Convention against Torture and Other Cruel， Inhuman or Degrading Treatment or Punishment; and the 1989 Convention on the 
Rights ofthe Chi!d、Textsreproduced in l. Brownlie and G. S. Goodwin幽Gill(eds)， sasic Documents onHwnσn Rights (2002). See， 

generally， M. Nowak， Ei1ずiihnmgin das intemationale Menschenrechtssystem (2002) 98 et seq. (or its English editioJ1 published in 
:2003， b;troduction to the lnfemalional Human Rights Regime， Martinus NijhotTPublishers) 

101 See， generally， .1. Combacau and S. Sur， Droit intemational public (2001) 680 et seq.; H. Neuhold，‘Legal Aspects of Anns 
Control Agreements'， in K.-H.13ockstiegel (ed.)， Vδlker何 chl，Recht der Intemationalen OrganisalioneκI佐ltwirtsch祈陀cht:

Festschrifl jur Ignaz Seidl-Hohenveldem (1988) 427; G. Dekker， TheんlW0/ Antls Confrol: lntemational Supervisiol1 and 
Enjorcement (200 1); 1. Goldblal， Arm.s Con(rol: Tl犯人lewGuide 10 Negotiations andAgreements (2002) 
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below. 
First， the e1ements and legal consequence of international regimes in由。 presentsense must be analyzed 

through comparison with traditional orιobjective' regimes. 

2 Changi刀gStnJcture o/lnternationaI Regimes" 
18. In the first place， in 1ine with the original concept of objective territorial r匂imes，treaties concluded 

behveen States
103 

or States and international governmental organizations
104 

(which are usually not meant to 

create an international organization 105)訂 eessential to the creation of modern Intemational regimes. 

This means， at the s国netime， that a non・binding'softラ lawinstrument， such部出e1997 UNESCO 

Universal Declaration on Human Genome and Human Rights，1“wiI1 not create， by its own normative effect， 

an intemational r己gime.Rather， 'sofγlaw is the initial step in the political釦 dlegal process of regime 

building， and it is a1so indispensable for continuIng 吋gimemaintenance or e.ffi民tiveness.
107

19.1. It may be obvious， at the frrst glanceヲ thatsuchむeatiesshould come under the broad class of the 

so・called'law-making甘eatiesヲ (traites-Iois)I08rather than出atof 'contractual treatiesヲ (traitむ-contrαts).
To司uotefrom Professor Lassa Francis Lawrence Oppenheim (1858-1919) who in廿oducedthe German 

doctrine into出eEnglish literature，l09 'law個 makingtreaties' have been defined， as treaties 'concluded 

for the pu中oseof confirming， defming， or abolishing existing customary rules， and of establishing new 

rules for the Law of Nations'.lIo Professor Klein suggests， unlike Lord McNair (1885-1975)，111出ata 

differentiation betw∞n 'objectiveラ territorialregimes and 'law輔 makingtreatiesラ couldpossibly be made， 
mおn1yin terms of the p紅 ties''competenceラ overa specific g∞graphical area.

112 

19.2. Nowadays， however， there Is general agreement among writers that such a classificatIon (i.e.， either 

traites-Iois or traites-contrats) is in many ways misleading and出atthere is perhaps no essential difIerence 
betw∞n these two classes of agreements.

113 
Furthermore， the term 'law骨 makingtreaties' has been variously 

102 S∞supra pa悶 s.13・14.

*An回rlierversion ofthis section wぉ readat the Japanese Society of International Law (JSIL)， 12 May 2002， at Kana之awa
University. For a surnrnary， see 10 1 KoわJSaihδGaiお ZωcI[Journal ofInternatiαlal Law and Diplornacy] (2002) 385. 

103 The 1969 Vienna Convention on the Law ofTreaties， reproduced in 8 ILM (1969) 689. 

104 The 1986 Vienna Convention ∞the Law ofTreaties betwe∞States and InternatIonal Organizations and between Intemational 
Organizations， reproduced in 25 Iμ1 (l986) 543. For exarnple， the Euro戸anCornrnunity， as a同町， has participated in a growing 
nurnber of environrnental treaties， including the 1987 Montreal Protocol (→拘/均 note262)如 d1997 Kyoto Protocol (一→ I弓介。note
257). For this irnplication， see G. Loibl， 'Trade and Environrnent -A Difficult Relationship， New Approaches釦 dTrends: The Kyoto 
Protocol and Beyond'， G. Hafner etα1 (eds)， Liber Amicorum Professor Seid/-Hohenveld診rn-in honour of his 80th birlh均ノ(1998)
419，427θ; Yoshida， supra note 99，55 and 100-1 

105 One irnportant exceptiα1 could be found in a developing area of arrns control agreernents， narnely， the 1993 Chemical Weapons 
Convention (CWC) regirne which， under Article V1II， established the Organization for the Prohibition of Chernical Weapons 
(OPCW). In such case， the distinction between 'internationaI regimes' and 'international 0培anizations'rnight be鉛 rnewhatblurred 
However， unlike the IAEA， the OPCW is not an‘intematiαlal disarrnarnent organization' of a general character.臼1'intemational 
disarrnarnent organizati∞" see D. W. Bowett， 'The International Disarrnarnent Organisation， the United Nations and the Veto: Sorne 
Observations on Problerns of Relationship and Functiαling'， in Cαmbridge Essays的 InlernationalLaw: Ess砂S的 honourof Lord 
λ1cNair (1965) 1. 

106 Res. 29 C江主esolution17， adopted on 11 Novernber 1997 by the twenty-ninth session of the General Conference on the 
Irnplernentぬonofthe Universal Declaration on Hurnan Genorne and Human Rights. 

107 on which see， in particulaζA. Boyle， 'Sorne Reflections on the Relationship ofTreaties and Soft Law'， in V. Gowlland-Debbas 

(ed.)， Mullila/eral Treaty-A命的!g:The Current Statt必ずChallenges10 and Refomls Needed in I向h舵削eInt犯的仰例emηu1ωωω仰liωi泊:泊of刷1悶凶αalLeg昭伊gi炉炉i;厄尚:j注叫吋油;slal，北巾剥~I此向山附laω刷tα訂ω1/，凶li伽iれかiveν昭l吃dε
(ο2()∞)2お5，2訪9-31es平;P.;Lang (ο19'64め)， suprαnote 5 

108 See Schachter， supra note 56. 

109 T. Gihl， Intemational Legislation: An Ess砂 onChanges in Jnternational Lαwαnd in Intemαtional Legal Situalions， Trans. frorn 
Swedish by S. 1. Charlest∞(1937) 48. 

110 しOppenheirn，Inlernalional Law: A Treatise， edited by A. D. McNair (1928) 702. on the historical background， see A 
Nussbaurn， Geschichte des ~δlkerrechts (1960) 217-25. 

111 Lord McNair，寸heFunctions and Differing Legal Character ofTreaties' ， 11 Bri/ish Yearbook of Jnlemaliona/ Lαw (1930) 100， 

reproduced in idem， The Law ofTrealies 1961 (1961) 739，749・52

112 S切K.1ein，supra note 17， 76・80

113 See， e.g.， 1. L. Brierly， The LαwofN，αfions・AnInlroduclion 10 Ihe Inlernalional Law of Peace， edited by H. Waldock (1963) 
58-9; P. Malanczuk， Akehurst注ModernIntroぬction10 Inlernalional Law (1997) 37歯止 Reuter，suprαnote 71， 23-4; 1. 
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used，114 even 0丘eninterchangeably with that of 'multilateral treaties (ofuniversal character).'11S 
For present purposesラItwill， therefore， be desirable to more closely examine the legal nature of 

'law附 makingtreatiesヲestablishingintemational regimes. 
20. The origin of 'Ia¥¥んmakingtreaties' can be仕acedback at least to the so-called 防reinbGr1mgU1116in

intemationallaw defined in TriepeJ's Volkerrecht und Landesrecht (1899). This Vereinbarungstheoriel17 is 
helpful， at leastラ asa starting point. 

Heinrich Triepel (1868-1946) has identified， strictly speaking， three 句勿'pe白sof r陪告r陀'ei的:ヤ切nbarungenfor the 
C∞ommon interest (匂gem昭的e釘ms
(伶e.gιラγ. Schl叫le白S柄:Wl喝8但 Ho叶Is計te釘111 a釦ndLa卸ue叩nbur培gunder the ιC∞ond伽oml日mmmラ OぱfPrussia and Austria 11 d) and State 
servl加de.~，_J J:t and joint protectorates (e.g.， the Republic of Andorra under the joint protectorね ofSp抑制

France); UV  (ii) 防reinbarungen for 詑reinsgrundungor 防rbandsgrundung- namelyヲ intemational
administrative unions (Vervvaltungsvereine 121)，122 confederated States (Staatenb伽 de)and federal States 
(Bundesstaaten); 1L~and (iii)陪reinbarungenthat wilI create objective norms or rules regulating the future 
conduct of the parties (νertragsmassige Volkerrechtssetzung).124 

In the last categoI)ら forexample， the following 路reinbCJrungenare included:125 the 1815 Final Act ofthe 
Vienna Congress conceming free navigation of intemational rivers and the di:fferent classes of diplomatic 
envoys; 126 the 1856 Paris Declaration Respecting MaritIme Law; 127 the 1868 St. Petersburg Declaration 
Renouncing the Use， in Time of Warラ ofExplosive Projectiles under 400 Grammes in Weight;128出e1864 
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies白血eField;129 and出e
1890 General Act of the Brussels Conference relative to出eA企icanSlave Trade.130 

21. Since i t is generally agreed that 持reinbarungenfix no more than abstract rules for the conduct of the 
p訂ties，l3l international r己gimes，in particular those containing detailed regulations - as seen in recent 
environmental conventions， do not necessarily fall into category (iii) above. 1n addition， as Professor Lang 

Seidl・Hohenveldem，Vo/ken町 ht(2000) 50. Professor Seidl-Hohenveldem uses the term Nomzsetzende防rtrage，however. 

114 See， e.g・， I. BrowTllie， Principles ofPublic Intemalional Law (円98)11・5;Schachter， supra note 48. In 7 Encyclopema of 
Public Intemational Law (1983)，‘Law-Making Treaties' are dealt with in the context of‘International Legislation' (戸ge97) and of 
‘Multilateral T陀aties'(page 480). This way of classification is not free from criticism and may cau田 some∞n白Sl∞.
115 This term is defined in 1974 YJLC， Vol. !I， 172. 

116 This term in itseゲcanbe translated， without a cootext， 'Agreement' or 'Contract'. S回， e.g.， G. Kobler， Rechtsenglisch (2001) 
166. These terms cannot explain the full meaning of 防reinban01gen

117 J. Hatschek， Volkerrechl als System ，ぜchtlichbedeutsamer Staalsakle (1923) 3-4; K. 1. Partsch，‘Vereinbarungstheorie'， in H.-J 
Schl∞hauer (ed.)， Worterbuch d町内lkerrechts，Vol. 3 (1962) 489-91; H. Kraus，‘Systとmeet fonctions des traites internationaux二50
Rd<ご(1934江v)311， 333・5.S民 also，A. Verdros， 'Staatsvertr邑ge'，in K. Strupp (ed.)，的 rterbuch生sVolkenぜchtstmdder 

Diplomatie， supra note 25， Vol. 2， 655る

118 Tr伺 tybetw∞n Austria， Prussia， and Oenmark， Vienna， 30 October 1864 in: R.B. Mowat (ed.)， Selecl Treaties andDocuments 

1815-1916: To IlIustrale the Developmenl 0/ Modem European Stales System (1916) 71. 
119 H. Triepel， Volkerrecht !Jnd Landesrecht (1899) 67 

120 Jbid.， 67-8， 

121 T吋aythis can be more properly named as 防rwaltungsrmionen.See， e.g.， A. Verdross and B. Simma， Universelles V(δlke庁 -echt:

Theorie und P悶 xis(J 984) 597. For instance， Telegraphen盟控I1l(Universal Posta1 Union， 1865)叩 d陥 l伊os包乏虫控(Universal Postal 
Uni∞， 1874) will be included in this categol)'. Formerly， the tenTl Staピltenvereine[mil Kol1ektivorganen] was often used for unions. 
SeεS. Brie， Theorie der Slaatem'erbindungen (1886) 58 et seq. 

122 Triepe1， supra note 119， 68. See， also， Liszt， srJpra note 66， 17 (226 et seq.)， who refers to intemationale 
防rwallungsgemeinschaflen

123 Triepel， supra note 119，68 

124 Ibid.， 70-1 

125 Ibid.，70 

126 Liszt， suprσnote 66， 15 et seq. 

127 Text reproduced in Schindler出ldToman， supra note 36， 787. 

128 Ibid.， 101 

129 Ibid.， 279 

130 G. F. de Martens， Nouveau recueil general des traites， Tome XV1I， 345 

131 See Partsch， sllpra note 117，490; A. Verdross， Vo/ker陀 cht(5th ed. 1964) 143 
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has already notedヲ132 the term 'regime' seems to intend to imply the existence of some 'institutional' 
mechanisms 

22. Ratherラ社lIswriter is convinced that the conventions for modern international regimes come much 
closer to category (ii)， butラ1I1出iscase， specifically to 怜reinbαrungencreating international (administrative) 
unions133 which have been widely regarded as the origins of intemational organizations in出eadministrative 
area134

‘ 

(Theぽgumentthat unions belong generally to the category of Yをreinbarungenw部 latersupported， for 
ex釦 lpleラ byProfessor A. Rapisardi-Mirabelli 135 and by Dr. Benno von Tol1.136

) 

Although Triepe1 himself does not give a detailed explanation of 怜rwaltungsvereineand simply refers t~ 
lellineピsDie Lehre von den Staatenverbindu.ngen (1882) - which is perhaps the first systematic analysisU' 

directed at Stωtenverbinぬngen(Kokka-Ketsugδ)138 in this monograph， Georg Jellinek (185ト1911)
副 悶ptsan in-dep血 analysisof 均rwaltungsverein久139namely， international administrative unions. (1n 
addition， TriepelラsYをreinbanmgstheorieis in itself based， to some extentラuponthe teachings of lellinek.州')

According to lellinek，殆rwaltungsvereineare， sなictlyspeaking， divided Into two different classes: 141 a) 
玲rwaltungsvereinefor international pu中osesand interests，142 and b)怜rwaltungsvereinefor 'national' 
purposes and interests (normale Thatigkeit des Einzelstaates). Obviously， it is the former category of 
始rwaltungsvereinewhich is directly relevant to intemational regimes that we have been considering. 
23. Less structured intergovernmental entities of both intemational administrative unions and the treaty 

organs within intemational r勾imes，consisting of出r∞organs(conference of the parties， commlSSlons 
予告rwaltungsratand the perm組側 Sec刻印at)フ143 commonly co聡ordinateor regulate daily administrative 
activities of Statesヲ mostlyfor non-'politicalラcommonpurposes or interests.臼ence，these organs are in many 
cases involvedラ notin 'directラ1判 or 'supranationalラ145 administrative work， but in the ιindirect' 
a白 山IS仕atIon(mittelbare ~をrwaltung)146 at the intemational community level. Furthermore， it would be 
difficult to訂gue- perhaps ex∞pt for several intergovemmental river commissions， such as the European 

132 See supra para. 1. 

133 For a definiti∞， s∞， in particular， 1. L. Kunz， Die Slaalenverbindungen [=Handbuch改sVolkerrechts， 4 Abt.] (1929) 373 et seq 

(page 388); B. B. v. To11， Die intemalionalen Bureaux der αIlgememen volkerrechl/ichen ぬrwalllU"Jgsvereine(1910) 16 el seq.; C. 
Eagleton， Intemational Govemment (1948) 177鋤9

134 See， e.g.， M. Diez de Velasco Vallejo， Les 01宮am・salionsinlemationales (2002) 7; Klein， supra note 17，274; Sands and Klein， 

51そpranote 26， 6 et seq.; Seidl同日ohenveldemand Loibl， supra note 21， 18θ; P. Reuter， Institulions Inlemationαles (1967) 186-7. See， 

also， A. Morita， Kokusai 沙Control<<no Riron 10 Jikkδ[Intemational Controls in Theory and Practice] (2000) 24岨6.

135 A. Rapisardi-Mirabelli，寸h白 rieg令市aledes unions intemationales'， 7 RcK: (19251lI) 345，352. Yet no direct mention Is made 
ofunions in: idem，‘La classification des traites intemationaux' ， 6 RれlUede droit intemational et de legislafion compαree (1923) 43 

136 TolI， supra note 133， 56 et seq. 

137 Rittberger and Zangl， supra note 22， 21. For an analysis of Jel1inek's Staatenverbindungen， see， in particular， Kunz， supra note 

133，62 et seq. 

138 on the ∞ncept of Staatenverbindungen， see， generally， Li包 t，51lpra note 66， 95 el seq.; 1. Senga， Kokωαikoho Yδ'gi [Public 
Intemational Law] (1919) 75 et seq.; K. Strupp， Grundzuge des positiven 防御用chts(1928) 26 and 121 (intemationale Unionen); G 

Dahm， VolkeJアecht，VoJ. 2 (1960) 1 et seq.; H. Nawiasky， 'Staatenverbindungen'， in Schlochauer， supra note 117，313-6; Verdross， 

supra note 131，352 et seq. For a comprehensive analysis， see， in particular， Kunz， supra note 133; Brie， 51lpra note 121. 

139 Jellinek， Die Lehre von den Staalenverbindungen (1882) 158 et seq.仇 hisVereinbarungslheorie， see Syslem derSulゲekliven
O1fentlichen Rechte (1905) 313 
140 Jellinek (1905)， supra note 139. In this respect， see 1. v. Bemstorff，‘Georg Jellinek -Volkerrecht als modemes offentliches 

Recht im fin de siecle?'， in S. L. Paulson and M. Schulte (eds)， Georg Jellinek : Beifrage zu Leben und Werk (2000) 183，20ト2.

141 Iellinek (1882)， supra note 139， 159 el seq. For a criticism ofthis distinction， see Rapisardi崎 Mirabelli，supra note 135， at 377. A 

detailed classification ofunions is given in L. S. W，∞lf， Inlemalional Govemmenl (1916) 102 el seq 

142 See， also， TolI， supra note 133， 11 et seq.， who generally follows Jellinelピsargument. 

143 See Verdross and Simma， supra note 121，598-99; Kunz， suprαnote 133，389 el seq. 

144 For the concept of die unmittelbare 防rwaltung，see Verdross， supra note 131，590-4. 1t can be said that intemational river 

commissions， having relatively strong powers， have engaged in such sort ofadministration. Ibid， 590. In this sense， river 

commissions are to be distinguished from ‘intemational unions'. See， e.g.， E. Klein，‘Die intemationalen und Supranationalen 
Organisationen'， in W. G. Vitzthum (ed.)， Volkerrechl (200 1) 274. Cf. Wolfmm， 'Intemational Administrative Unions'， 5 

Encyclopedia 0/ Public InlemalionαI Law (1983) 42， 43-4 

145 Verdross， supr.αnote 131，594-7. 

146 Verdross， suprαnote 131，597-600. See， also， Kunz， supra note 133，384 
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Danube Commission established by the Peace Treaty of Paris 1856147 
- that they have (or had in the past) 

‘intematIonal legal personality'， specifically under customary Intemational law: 148 'in fact the personality 
and pennanence of出eorgans of Intemational unions was something of an illusion，.149 on this point， 

Professor Brownlie correctly observes that‘a multilateral convention may be institutionalized to some 
extentョmakingprovisIon for regular conferences， and yet not involve any separate personality' .150 
lnternational unions and the treaty organs created by intemational regimes are thus seen generally as 

Staatenverbindungen in intemational law or orgαnisierte Stααtenverbindungen based on 民reinbαrungen151

without Völkerrechtspersönlic~~eit (internationallegal personality)，152 and they are to constitute a particular 
intemationallegal community153. 
24. 1n the second place， as many writers - including Professor Lang154 and Professor Akira Kotera，155 of 

Tokyo University - have p'?inted out，156 intemational regimes strive in any cぉeto serve the rapidly 
developing general ‘interestsヲ1')/ of the ‘Intemational communityヲ158.1n this connection， it is no exaggeration 
to say that intemati?_nal regimes have gradually formed some part of the so-called ιintemational public order' 
(in a broad sense) 159 

Henceヲ therewould not existラ as[;訂 asthis society-integrating junction is concerned， any substantial 
difference between international regimes in the present sense and traditional or objective regimes. 1n this 
particular connection， we can find probably出emost striking elemental SL.lJlilarity between those two 

147 Professor O'Connell a屯uesthat 'at least there is a m回 sureof agreement that the European Danube Commission as an 

administrative 0弔問 ofintemational govemment was a legal person'. D. P. O'Connell， International L仰 "Vol. 1 (1965) 105. See， 

also， Junsdiction of the Europ回 nDanube Commission betw悶 1Gala包釦dBraila， Advisory Opinion No. 14，8 December 1927， M. 
O. Hudson (巴d.)，~手匂rldCourt Reports， Volume II: 1927ぺ932(2000) 138， 163 et seq. 

1必 See，however， an ltalian cぉ e，!nternational Insfitule of Agriculture v. Profili， in 5 Annual Digesf of Public International Law 
Cωes (1929/30) 413，414・5

149 M‘Sorensen， Mm1ual of Public Infernafional Law (1968) 44. See， also， J. L. Kunz， The Changing Law ofNations: Essays on 
Inlernalional Law (1968) 471 

150 Brownlie， supra note 114，680 (italics supplied). See， al眠T.Ukeki，‘Kokusai-Soshiki・HδnoTaikei ni kansuru Ichikδsatsu' 

[The Legal F ramework of“Law of IntematIonal Organizations円 ('1):A Study to Construct the General Thωrγof“Lawof 

Intemational Organizations"]， LXlIl Hogaku [Joumal ofLaw and Political ScienceJ (1999) 153， 158 and 181. But see， al5O， supra 
note 105. 

151 Strupp，supranotc 138，121-2; idem，‘Intemationale VerwaJtungsgemeinschaften'， in Strupp， supra note 25， Vol. 1 (1924) 573 

Cf. Kunz， supra note 133， 383 and 388， who distinguishes Staalen im Sinne des 均 lkenぢchlsand Staafen im Sinne des Staatsrechts 

152 Toll， supra nole 133，71 ef seq. And the organizations ofunions are valkerrecht/iche 0，宮ane.Ibid， 77. See， also， Kunz， supra 

note 133，385; idem， supra note 149，471 

153 }くunz， supra note 149，475. See， also， idem， supra note 133，384・5

154 L剖 g(1992)， supra note 2， 117-8. See， also， Ott， supra note 13，41. 

155 A. Kotera， Paradigm Kokusσihδ. Kokusaihδno Kihonfeki Kosei [Basic Struc白隠 ofIntemationalLaw] (2004)ふ12esp.; idem， 

Hケ'0Taisei no H，δkoδzδ[The Legal Structure ofthe WTO System] (2000) 63 et seq. 

156 See， e.g.， S. Murase， 'P郎 防divesfrom Intemational Economic Law on Transnational Environmental Issues'， 253 RdC (1995) 
283，414; Schachter， supra note48， 75; O. Yo山 da，'}くokusaihoni okeru KokusaI-SeIdo no Sintenkai' [New Developments of 
"Intemational Regimes" in Intemational Law]， 99 KokusaihδGaiko Zassi [Joumal ofIntemational Law and Policy] (2000) 259， 

267骨 9.

157 An ‘interest'， in general， gives an oppo巾 nityof ‘law-making' (Rechlsbildung) in society. S回R.Zip戸lius，Rechtsphilosophi 

(2003) 70. The same is true ofthe so-called‘r句ime-building'(→ Lang (1992)， supra note 2， 117 el seq.). Although it is uncertain 
that the theory of Jnleressenjurispmdenz in trcxluced specifically in the context of problems of pnvate law can be applied to 

intemational relations， this might be worth trying. For this theory， see W. Friedmann， LegaI Theoヴ (5th吋.1967) 332-6. 

158 lt must be said that the full studies of ‘community interests' 0乙toquote from Dr. Paulus，‘community values' in the 

'intemational∞mmunity' lies outside the scope ofthis問per.See， e 
i的nte附ernηmαatiωor附1釘悶{α21たeG巴meiかns町f付ch向aflず(1れimr.均/匂δ/k舵err，陀e町ωchtげt:Eine Untersuchung zur En川町klungdes V.δlkenゼChlSim Zeitalter der Globalisienmg 

(2001) 250 et seq. See， al50， P. Daillier and A. Pellet， Droit international public (2002) 403・4esp. and 1137 et seq. (‘'Regime 
international des e司paces'and 'Profection infernαfionale de I 'environmenf '); P. Reuter‘Instifutions internσtionales (1955) 99・101

esp.; B. Simma， DωReziprozitatselement im Zllstandekommen vδIker陀 chtlicherVerfrage (1972) 97 et seq. Yet it is natural that 

‘community int巴rcsts'would also be based， in Jn3Jly cases， on the so舗 cal1ed'national interests'. G Birkas， Das Sfaalsinteresse als 

Gnmdlage des V，δIkerrでchts(1933) 58 et seq 

159 For a definition， see， in凶行icular，G. .laenicke，‘lntemational Public Order'， 7 Encyclopedia of Pubhc Inferηαfional Law (1984) 

314; idem， 'Zur Frage des intemationalen ordre public'， Berichle der Deutschen Gesel1schaft fiir Tノδlkerreclzt，Heft 7 (1967) 77， 85 el 

seq. The relationship betwcen‘community interests' and customary intemationallaw remains matter for debate. For a discussion‘see、

e.g.， Byers， supra note 1 J， 15ト6.
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internationa1 regimes in internationallaw 
25. The only (or even best) way in which community interests can be systemically integrated and 

ejJectively safeguarded， by the conscious and deliberate action of the willing States， will be to conclude 
殆reinbarungenestablishing internationa1 administrative entities 160. From出isit logically follows that:‘if 
internationa11aw favours， in principle， the furtherance of the genera1 interests of the international community， 

there is no reason why one should not recognize thatむeatiesmay be the framework within which general 

interests are settled' .161 To be more precise， in the field of global environmental protection， such general 
interests出-eo白enref1ected in the relatively new concept of common concern for mankindl62 which wiU give 
the intemationa1 community of States 'a common responsibility' to assist in the sustainable development of 
resources having a globa1 impact. 163 

26. It should be added， however，出atthe general interests of objective territorial regimes have been 
approved and in甘0dlIcedso far mostly by peace treaties 1640r by treaties of 4guarmtee'165(i.e.，a 4political' 

廿eatynewly constructing a European politica1 order) whose contents are likely to be s廿onglyinfluenced by 
the nature and circumstances of the w訂samong the belligerent p訂ties.

l66

In出isrespect， Lord McN air referring to the historica1 p邸 tof Europe observes出at

'From time to time it happens也ata group of great Powers， or a large number of States bo出 gr切 tand small， ass山nea 

power to create by a multipartite tr回 tysome new international regime or status， which soon acquires a grωt degree of 

acceptance and durabiliザ extendingbeyond the lirnits of the actual contracting parties， and giving it an 0句ective

existence. This power is used when some public interest is invofved， and its αε陀 iseoften ocωrs in the course of lhe 
peαce settlemenlαt the end ofαgreatwα〆m

羽市at国 ustbe noticed here is that the general interests出athave been pursued through international regimes 
出血epresent sense - or broadly speakingフ through'the intemationa1 law of co叩 eration，168- are 
probably nothing to do with this declining institution of a peace treaty which lies between war and peace加 d，
at the s初日 time，its s∞pe would not be hmited to 'common European interests' orζdroit public europeen' 
(Concrete examples征 ediscussed in the section below.) 
27. In the出irdplace， internationa1 regimes訂 eequipped with multilatera1 and administrative 0屯ans

consisting of govemmenta1 representatives or (exceptiona11y， 'and' 169) of independent expe抗s，whereby the 
sectoral conventions or 伶reinbarungenestablishing those regimes are designed to be continuously究所ctive

160 See supra paras. 22・23.

161 Klein， supra note 17，353 

162 See Preambles ofthe 1992 Climate Change Convention and ofthe 1992 Biodiversity Convention 

163 See Bimie and Boyle， supra note 98， 99釦 d560. This concept must be analyzed against the background of other area-based 
∞ncepts such as 'shared na知ralresources'， 'common prope町叩d"common heritage. See， further， A. Boyle，‘Intemational Law 
and the Protxtion ofthe Global Atmosphere: CαIcepts， Categories and Principles'， in D. Freestone and R. Churchill (eds)， 

Intemafional Law and Global Climate Change (1991) 8 et seq.; M. A. Fi包mωロ∞，‘IntemationalProtection of the Environment'， 

293 RdC (2001) 9， 161 et seq.; Beyer1in， supra note 26，273 

164 This politicalぉpectofobjective territorial regimes is not consciously analyzed by Professor Klein. on this point， s∞N. 
Okuwaki，‘Kokusai-Koeki Gainen no Rironteki Kentlδ， (Thωretical Analysis of >>Intemational Public Good((]， H. Kazu抑制ldT 
Tanaka (eds)， Yamamolo Soji Sensei Kan陀 kiKinen: KokusaihδtoKokunaihδ-Kokusai K，δeki no Tenkai [Essays Commemorating 
the Sixtieth Birthday ofProfes5Or SoリiYamamoto: Intemational Law and Municipal Law -Development of Intemational Public 
G∞d] (1991) 173，198-204. 

165 For instance， the demilitarizatiα1 ofthe A1叩dIsl剖 ds，supra note 46. S∞， also， Oppenheim， supfa note 110，77ふ1;W. Kagi， 

‘Garantie'， in Schlochauer， supra note 117， Vol. 1， 61l. Strict1y speaking， the Additional Protocols to NWFZ treaties， mentioned 
above (→ suprαnote 80)， should be s田 nas vertragliche Garantiever.宅prechen(assurances)， rather than as‘guarantee' treaties. See 
Hasenpflug， supra note 78， 12l. on the notion ofthe Ver.平問chen(assurances)， see Verdross and Simma， supra note 121，429 et seq 

166 See M. Greenspan， The Modem Law of Land Waヴ仇(1959)59l. 

167 Separate opinion in the International Status of Soulh-Wesl Africa， suprαnote 46， at 153 (italics supplied). See， al5O， A. D. 
McNair，‘So-Called State Servitudes'， in G. G. Fitzmaurice and R. Y. lennings (eds)， Lord McNair: Se/ected ?apers and Bibliography 
(1974) 20 et seq. S田， also， the Aland Islands case， supra note 46， at 17 

168 See A. Bleckmann， supra note 57，235 et seq. Strictly speaking， this is加 αnalyticαIconcept of modem intemationallaw 
phenomena. See， also， W. L叩 g，'Luft und Ozα1-Schutzobjekte des Volkerrechts'， 46 ZaoRV(1986) 261 

169 One example will be the OPCW， comparable to the IAEA conducting inspections. SωVerification Ann.， Parts II (General Rules 
ofVerification)叩 dX (Chal1enge Inspections)， reprαluced in L. W. Tabassi (ed.)， OPCW The Legal Texl (1999) 44 el seq. 
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for securing their stated objectives 

(This point has. ~Iso been touched upon and the judicial nature of those intemational law entities was al50 
briefly discussed. 1勺

28. Consequentlyヲ amultilateral仕eatythat does not establish such intemational law org釦 swould not fit 

within ~~ concept of intemational regimes. Typical examples of this 50rt are仕aditionalhumanitarian 
treaties.

1 

1I In出ecぉeof the 1977 Geneva Protocol 1 Additional to the Geneva Conventions of 1949 (‘AP 

iラ)，111. for ex創npleヲ theICRCヲsproposal to instituteラwithinthe framework of thatζwartimeラtreatyぅ akind of 

a reporti?~ mechanism (Article 72 para. 3 of the proposal by the Committee 1) unfortunately was not 
adopted.

1/3 
In addition， needless to say， the Intemational Fact-Finding Commission 174 - which is 

competent to enquire into violations of the 1949 Geneva Conventions and Protocol 1 and to facilitate， 

出roughIts good offices，もerestoration of飢 respectfor'these immImend75-is by no me釦 sone ofthe 

intemational administrative organs discussed here.176百lesame can be said of the four Geneva Conventions 
and other wartime instruments previously concluded. 

29. However， the humanitarian CCW treaties as a whole，l77 which now consist merely of Review 
Conferences，178 Meetings of High States Parties (MHCP)，179 annual Conferences of State Parties to 

amended Protocol II180 and the Meetings of the Group of Govemmental Experts，181 might be訂guably

qualified部組 intemationalregime， but only if compliance procedures訂 eagreed and a committee 
specifica11y for出ISpu中oseis established.182 

The 1997 Ottawa Convention on the Prohibition of the Use， Stockpiling， Production and Transfer of 
Anti-Personnel Mines and on their Destruction， which developed from the CCW仕切守 (ProtocolII)，183 has 
already created various organs， i.e.， the Meetings of the States Parties，184 Review Conferences，185 the 

fact-finding commission for compIiance，186 four standing committees，187 a Coordinating Committee of出e

170 See supra paras. 12 and 22-23 

171 See Yoshida， supra note 67，3 el seq. 

172 Supra note 36 

173 S回Y.S叩 do乙C.SwInarski and B. Zimmennann (eds)， Comrnenfary on fheA必 ifiona!Profoco! of 8 June 1977 10 the Geneva 
Conven/ions 0/12 Augusf 1949 (1987) 961; CDDHlSR.43， paras. 95-103. S民， also， Yoshida， supra note 67， at 6. 

174 The Intemational Fact-Finding Commission was established in 1991. For the limit (釦dpossibility) of this org叩出a
mechanism for the enforccmcnt of humanitarian treaties，民eGreenwood， supra note 71， 56・7;Mokhtar，‘To be or not to be: The 
lntemational Hum8JJitarian Fact-Finding Commission'，氾1Italian Yearbook oflntema/ional Law (2002) 69 

175 Art. 90 para. 2(a) of the AP 1. 

176 S回 Yoshida，s7Ipra note 67，3-4 

177 The 1980 UN Convention on ProhibitiαlS or Restrictions on the Use ofCertain Conventional Weapons Which May be Deemed 
to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate EfIects and its Protoco1s 1， II， IIl，叩dIV， reproduced in Roberts and GuelfI， 
supra note 36， 520 et seq. In addition， the Protocol ∞Explosive Remnants ofWar (Protoco1 V) was adopted on 28 November 2003. 
For a recenl development， see Depar初 lentfor Disarmament Affairs， Unifed Na/ions Disar・mamentYearbook， Vol. 27: 2002 (2003) 
115etseq 

178 Art. 8. The First Review Confer百 lcewas held in 1995・1996.The second R引 'iewConference in 200 1. The third Review 
Conference is to be held b巴forethe end of 2006. 

179 States parties have閃 guJarmeeting between the Review Conferences 

180 Art. 13 

181 The Second CCW Review Conference (held in Geneva， on 11旬21December 2001) decided to commission follow-up work on 
decisions arising from that Conference and， for this purpose， it established the open-ended Group of Govemmental Experts. 

182 For 戸ssibleoptions， s田‘Compliancein the CCW context Presented by Greece on behalf of the European UniαJ' (26 June 
2003). See， also， D. Kaye and S. A. Solomon，‘The Second Review Conference ofthe 1980 Convention∞Certain Conventional 
Weapons'， 96 AJJL (2002) 922，935 

183 Text reproduced in Roberts and Guelff， s叩ranote 36， 648 

184 A口.11. lts Fi自hM∞tingwas held in Bangkok， 15・19September 2003. SeeAPLCぶ1SP.5/2003/5

185 Art. 12. The First Review Conference is to be held in November 2004 at the UN facilities in Nairobi. See 
APLC/M SP.5/2003/xxxx 

186 Art.8 

187 Namely， Committees for Mine Clearance alld Re1ated Technologies; Victim Assistance， Socio-Economic Reintegration and 
MineAwareness; Stockpile Destmction; and lhe General Status and Operation ofthe Convention. 
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co-chairs and co“rapporteurs of these Commiittees，188 and an Implementation SUpport Unit (ISU)，189 and 
由自給reinbanmgcould be regarded as an international regime.190 

30. Ce抗出nlyラ it will be possible to 訂guethat those organs have contributed to the progressive 
development ofιinterna柱。nalcontrolsラ191('controle international'I92) or ErfiJllungskontrolle

193 in the 

science of International Law: however， to discuss this compliance th∞ryヲ initself or as a whole， Is beyond 
the scope of this brief article. 

3 Armed Conflict and lnternational Regimes 

31. The main legal effect of objective territorial regimes is， as we have already seenラ theirιextraordinarγラ

effect erga omnes on 'third' States staying outside of those treaty regimes. And it is certainly this somewhat 

conむoversialconsequence that has long inspired some scholars and practitioners including Sir 
Humphrey Waldock and Professor Eckart幻ein194- to examine the dubious notion of ‘international 
regimes' (Statusvertrage)ラ andalso the one出eyhave continuously focused on. 

32. However， it must be pointed outラ atthe outsetヲ出atinternational regimes in the present sense would notヲ
by their own efIects， create territorial or n01トterritoriallegal order (Rechtsordnung)， which is incompatible 
with the well皿establishedand strict pacta tertiis principle.195 This conclusion can also be derived from 

Triepelラs玲reinbanmgstheorie
l96which stipulates that 路reinbarungenbind only the parties.197 

In this resp∞t， it seems nowadays that international regimes - particularly in the field of global 
mviTormentai protectiorgand 紅mscontrol or disarmament (e.g・フ CWC) 199 - adopt a sophisticated 
politico明 onoIDlcs仕ategyinvolving the use of multilateral凶 derestrIctions (and of global financial 

mechanisms2∞)， whereby possible non働partieswould in fact be compelled or， at least， encouraged to 
participate.201 

There is another出ingthat should be noted here 

33.百lepoint to observe is that: international regimesラ whetherterritorially objective or functional， do 
survlve wars如 darmed conflicts. This is import如 t，[1[st， because， as Professor Ian Brownlie admits (rather 

188 SeeAPLC品1SP.2/2001l1，8， para. 29. 

189 SeeAPLCぶ1SP.3!2001!L.6 

190 For a ∞mprebensive analysis， see S. Maslen， Anli-PersonneJ Mines under Humanilan.an Law: A Vrew from Ihe Vanishing Point 

(2001). on the documents on the negotiation process involving NGOs， see L. Maresca and S. Maslen， The Banning of Anti-Personnel 
Lanaηines: The Legal Contribution of lhe Inlemafional Commitfee of Ihe Red Cross (2000). 

191 H. J. Hahn， 'Intemati∞al Control'， 9 E舵 yclopediaof Public Infemalional Lαw (1981) 177; A. Cassese， Il conlrollo 
inlel'ηαzionaleω Contributo alla leoria delle funzioni di organizzazione dell'ordinamenlo inlemαzionale (1971); Morita， supra note 
134. See， also， W. Lむ19，ιVerhinderungvon Er釦lIungsdefizitenim Volkerrecht: Beispiele aus Abrustung und Umweltschu匂" J. 

Hengstschlager et al. (eds)， FurSlaat undRecht:・FeslschriftfurHerbert Schambeck (1994) 817. 

192 For the early theoretical development，路eN. Kaasik， Le controle en droit inlemalional (1933)， Part II (Lafonction du conlro/e 

administralij); L. Kopelmanas， 'Le contrδ)e intemational'， 77 RdC (1950) 50 

193 Beyerlin， supra note 26，255 et seq.; M. Ehrmann， Eゲilllungskontrolleim Unrweltvolkerrecht:均抑hrender E抑11ungskontrolle

in der umweltνδlkenぢchtlichen殆rtrag平rぼ is(1999) 26-32， 118 et seq. and 476-8l. 

194 See， a)so， C. Tomuschat‘Obligations arising for States without or against their Will'， 241 RdC (1993・IV)197，244-7. 

195 Sir R∞ald Roxburgh'sInlen沼tionalConventions and Thirds Slates (1917) continues to contain， albeit outdated， accurate 
analysis on this principle (6 et seq.). See， also， Verdross叩 dSimma， supra note 121，486 et seq. 

196 See supra paras. 20 et seq 

197 See Partsch， supra note 117， 490; Oaillier lind Pellet， suprαnote 158， 100. Cf. C. Bergbohm， Staalsverlrage und Gesetzeαls 
Quellen des Volkerrechls (1876) (Mag. dissertation， Kaiserliche Universitat Dorpat) 77 el seq. And， Professor Charles de Visscher 
has noted the connection between 'law幽makingc∞ventions' and customary rules: 'une fIとgleconventionnelle， adopt伐伊rdes Etats 

nombreux parmi lesquels se trouvent les grandes Puissnces， a bien chances d'etre peu a peu dans la pratique des Etats dissidents'. 'La 
codificatIon du droit intemational'， 6 Rd(了(1925/1)325， at 374. 

198 For instance， Art. 4 of the Montreal Ozone Protocol (→iザトαpara.40). See， in detail， Yoshida， s叩ranote 99， Ch. 4 and page 
281 

199 Verification Ann.， Part VI B (Transfers)， reprαiuced in Krutzsch聞 dTrapp， supr，αnote 42，413. S切， further， paras. 43 el seq. 

2∞For instance， the Multilateral Fund (MLF) established by the Montreal Ozone Protocol. See， in detail， Yoshida， supr，αnote 99， 

Ch. 6. on financial mechanisms in general， see N. Matz， 'Environmental Financing: Function and Coherence of Financial 
Mechanisms in Intemational EnvironmentaI Agreements'， 6 M，似 PlankYeαrbook of UniledNαfions Law (2002) 473. 

201 See， further， I，仰 paras.40 and 48 
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unwillingly)ぅ‘instate practice many types of treaties訂 eregarded as at least suspended in time of w眠 and

war condi?^~ns may lead to termination of悦 aties [...] ln many respects the law on the subject is 

uncertain ' . L¥μSecond， as wぉ suggested，the Intemational Law Commission， during the consideration of 

draft article 63， largely ‘ignored' this delicate issue. 203204 Finally， as Professor Josef Laurenz Kunz 

(1890・1970)asserted， unfortunately， we must admit that:‘War clearly remains as an instrument of 

intemational policy'. 205 

34. In the case of the S.S. Wimbledon，206出ePCIJ took the position that the Kiel Canal - which is one of 

出em匂orinternational artificial waterways207 ιpermanently dedicated to the use of the whole worldラー Wお

openヲevenin (ime of war
Ll九sin time of peace， to the pぉsageof belligerent vessels or merchant ships laden 

with the so静 called'contraband of war'209， without compromising the wartime neu仕alityof the sovereign 

State (Germany) exercising jurisdictional control over that internationa1ized Canal:21O 

'The argument has a1so been advanced出at出egeneral grant of a口ghtof passage to vessels of a11 nationalities through 

the Kiel Canal cannot deprive Germany of the exercise of her rights as a neutral power in time of war， and place her 

under an obligation to al10w the passage through the canal of contraband destined for one of the belligerents; for， in出lS

wide sense， the grant would imply the abandonment by Germany of a personal and imprescriptible 行ght，which forms 
an essential part of her sovereignty and which she neither could nor intended to renounce by anticipation. This 

contention has not convinced the Court; it conflicts with general considerations ofthe highest orderヲ 21J 

lt may therefore be possible to argue， in this contextヲ thatif there is a conflict between the rules of 
neutrality - belonging， of course， to the law(s) of war or armed conflict _212 and the regime rules laid 
down in the general interest of the international communil弘the'neu位alラ Stateswould be generally expected 
to abide by the latter ‘peacetimeラrulesof internationallaw. 213 

The importance of a∞mmunity of interest was emphasizedラ again，by the PCIJ in the Case Relatingωthe 

Territorial Jurisdiction of the ln凶的i旬erna

r吋己g忠imeof int匂ematio∞nalizatio∞nラcreatedby Ar巾ticle331 of t白heTreat勿yofVe目むlle白s.y2]5
35. Today， both (i) the classic and extreme 防rtragsvernichtungstheorie(theory of treaty-tennination by 

W訂 )216_ first upheld by Hugo Grotius (1538-1645)217 and subsequently by John Westlake (l828-1913f18 

202 Brown1ie， supra note 114，621. S∞， a1so， Jennings and Watts， supra note 49， 1310. on the legal effect of war on treaties 
between belligerents， see， e.g.， Techt v. Hughes， 128 North Eastem Reporter (1920) 185; an early Japanese case， CαltInental 
Caoutchouc und Guttapercha Compagnie v. Futabaya Limited Parちlership(Corp.) 1915， T. Sogawa and S. Oda (eds)， Nihon no 
Saibansho niyonJ Kokusai HδHanrei [IntemationaJ Law Cases in Japan巴seCourtsJ (1991) 503. For general discussion， see， e.g.， S 
H. Mclnty民 LegalEJfecl of World War 11011 Treafies of Ihe United Stales (1958)， and the literature below. 

203 on this point， se巴， in particuJar， Bastid， supra note 55， 213. Professor Paul Reuter notes also that， in the 1969 Vienna 
Convention∞the Law ofTreaties， re1ated topics such as effects∞treaties ofwar or ofuse of armed force has not yet been d回 1t
with. Reuter， s1ψra note 71，13. 

204 Art. 73 of the 1969 Vienna Convention on the L..aw ofTreaties provides for that‘the prov1sions ofthe present C∞vention shall 

not prejudge any伊Jesfionthat may anse in regard to a treaty [...] from the outbreak ofhostilities between states' (italics supplied). 

205 Kunz， suprσnote 149，845 

206 Supra note 46 

207 See， general1y， V. Bohm巴民‘KielerKanaJ'， in Schl∞hauer， supra note 117， VoJ. 2， 220 

208 1n this case， a continuing war between Poland and Russia 

209 on the use of this tenn， see L. Oppenheim， lnfemalional Law: A Tl陀 atise，Vol. 1I， edited by H. Laute中acht(1952) 798 et seq・?

w. Meng， 'Contraband'， 3EnのどlopediαofPublic lntenωtional Law (1982) 122 

210 Supra note 46， 22 

211 Jbid.， 25 (ita1ics supp1ied) 

212 See， e.g.， 1. L. Kunz， Kn.egsrecht und Neufralitats陀 cht(1935); M. Bothe， 'The Law of Neutraliザ， in D. F1eck (ed.)， Handbook 
of Humanitarian Law in Armed Conflicts (1995) Ch. 11 

213 Cf. Daillier and Pellet， jiJpra note 158， 1227-8 (711・Regimec∞ventionne1) indicating， in this respect， that the Court relied 

implicitely llpon the doctrine of cllstomary 1aw. Other interpretations may a1so be possible and should be discussed further. G 
Schwarzenberger， Inlemational Law as applied hy lnlemalional Courls and Tri加 nals，Vo1. II [Law ofWar] (1960) 72・4

214 PCJJ (Senes A) No. 23， 5: Hudson， supra note 147，609，627 el seq. 

215 See， a1so， A. Kotera，‘}くokusai-lくasen-linkaino Kankatsuken no Han 'i'， 156 Jurisuto [Supplement] (Apri1 2000) 76-7 

216 See F. Klein，‘Kriegsausbruch und Staatsvertrage'， 3 Jahrbuchfur inlemalionαles Recht (1950/51) 26， 30-2; idem，‘Krieg und 
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- and (ii) the ex抑制 予告rtragserhαltungstheorie(出eoryof田 aかconnmatioI1duringwaryl9-supported， 
for exampleヲ byJohann Caspar Bluntschli (1808-1881)220 and by August Wilhelm Heffter (1796-1880/21 

一的 discountedas inconsistent with State practice， and (iii) the more pragmatic oneヲ i.e.vermittelnde 
Theorien or DifJerenzierungstheorien (thωries of differentiation)222 has， in general， been accepted in the 

present international law literature_223 Argentinean diplomat Charlos Calvo (1824-1906)，224 Franz von 
Liszt (185ト1919)，225L. Oppenheim，226 Lord McNair，227 Alfred Verdross (1890-1980)/28 Josef Kunz，229 

Charles Rousseau (1902・1993)230and Georg Dahm (1904四 1963)231 were all出eupholders of this 
intamediate thcow-m 

It Is said出atthe basic idea underlying出eDiiferenzierungstheorien is 'to minimize the disruptive effects 
ofw訂 inthe sphere of treaty law without overlooking the fact that in some area of political and social 
relations between Statesヲ thecontinuing effectiveness of甘eatiesis incompatible with a state of warラ 233
Against this backgroundラ albeitState practice is not necessarily uniform，234 it has been argued to the present 
day that objective territorial r己gunes訂 enot affected by war.235 Professor 10st Delbruck makes an important 
statemen仁寸herationale behind this general rule is出atthe outbreak of war should not affect legal regimes 
created in the general interest ofthe international community unless this is inevitable' _236237 

Valkerrechtliche Vertrage'， in Schlochauer， supra note 117， Vol. 2，322; 1. F. Dyba， Der Einjlus cJes Krぜegesαufdie volkerrechl/ichen 
玲rtrage(1954) (Dissertation， Ruprecht・XarlsべJniversitゑtHeidelberg) 2 et seq. 

217 Onthispoint，s田 R.Rank， Eil1wirkung des K.げegesazグdieNic均olitischenStωIsvertrage (1949) 27幽 8.

218 J. Westlake， Intemational Law， Part IトWar(1913)32， saying that: 'lt is therefore the general rule that war abrogates the treaties 

existing betw悶 1the belligerents，出dthat their revival， if desired， must be expressly provided for in the tr伺 tyof peace '. But， some 
exceptional cases a印 alsogiven. 

219 See K犯le白in(19501活51り)，s訓1副4prαn∞ot胞e216，3刀2;パide診em耽，S訓1剥Jpraα n∞ot旬e216(W，δケ例rげter油buκJC}

220 Dω 1110似no紅幻odemηlev;均附F也切δ針lla知如εerre対7陀匂抗ωc}巾h加1ぴtder ciれか的ivilν刊吋叫y弓'il佑iた必sirtenSt仰 ten als Rechtsbuch dargeslellt (1878) 259. 

221 Das Europaische Volkenτcht生rGeg印刷lrt(1888) 261・2

222 See幻ein(1950151)， supra note 216， 33 et seq; idem， supra note 216 (Worterbuch)， 322 et seq; Dyba， suprαnote 216，9 et seq. 

This group oftheories -whichωn be divided into sub-groups -admits the facl that a general rule ∞this subjoct has not yet evolved 
and that such a rule may never adequately address 'the diverse interests of States'. 1. Delbruck， 'War， Effoct on Treaties'， 4 
EncyclopediαザPubliclnternational Law (1982) 310， 311. 

222 See K1ein， supra note 17，295-6. 

223 C. Ruhland，‘Zur Theorie und Praxis d回 Einflussesdes Kriegsbeginns auf Staatsv出品ge'，XXXII (Niemeyers) Zeitschrift j詰r
Internationales Recht (1971) 74， 92; A. Bleckmann， 'Die Wiederanwendung deutscher Vorkriegsvertrage'， 33 ZaoRV (1973) 607， 

609. 

224 Le droit intemational the俳句ueet pratique， Vol. IV (1896) 65 (ci凶 inDyba， supra note 216， 16). 

225 Liszt， supra note 66， 782 et seq. 

226 L. Oppenheim， lnternational Law: A Treatise， Vol. II-War and Neutrality (1906) 106 et seq. 

227 See， for instance， 'Les effets de la guerre sur les traites'， 59 RdC (19371I) 527. 

228 Verdross， supra n ote 131， 446-7. 

229 See Kunz， supra note 212，41-4. 

230 Ch. Rousseau， Droit internationαI public (1953) 56 el seq. 

231 Dahm， supra note 87， 155 el seq. 

232 See， also， D. Carreau， Droil intemational (1991) 162， who refers to McNair's Lσw ofTrealies， supra note 100. 

233 Delb尚 ck，supra note 222，311-2. For a similar view， see， in pa口icular，H.-J. Schlochauer，‘Die Einwirkungen des Krieges auf 
den Bestand valkerrechtlicher Vertrage'， Deutsche Rechls-Zeitschr伊， December1946，161，162 

234 See K1ein， supra note 17，295・6;Rank，supranote217， 123elseq. 

235 See， in particular， McNair， supra note 111， 720; idem， 'La terminaison et la dissolution des traites'， 22 Rd(ブ(1928II) 463，506 el 

seq. ('B. - Trailesfaisant partie d'un regime general international'); Delbruck， supra note 222， 312; M. Sibert， Traile de droit 
的ternat仰 α1pub/ic， Vol. II (1951) 355; Daillier and Pellet， supra note 158，313; S. Vaneky， Die For恕eltU1哲 desVmweltvoJkerrechls 
的 intemationalenbewaJfneten Konfliklen (2001) 255 el seq.; idem，‘Peacetime Environmental Law as a Basis of State Responsibility 
for Environmental Damage caused by War'， 1. E. Austin and C. E. Bruch (eds)， The Environm倒的IConsequences of陥 r:Legal， 

Economic，αndScientific Perspectives (2000) 199 et seq. See， also， Dahm， supra note 87， 158， who refers to Sibert， ibid. 

236 Delbruck， supra note 222，312. Cf. Klein， supra note 216 (Warterbuch)， 326. 

237 Whether ιinevitable' or not， perhaps， depends partly on the assessment of the principle‘military n∞essity'. on this principle， 

see the Hostages Case (United States v. Wilhelm List， el al.)， United States Military Tribunal， Nuremberg， 19 February 1948， Law 
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36.l Seen in this lightヲ itis only natural， therefore， that modern international regimes， safeguarding the 
vital interest of international public order/38 will also remain unaffected and in force during w訂 oraI加ed

conflict (even between the belligerents， for example). ln this respect， Lord McNair - who has close!y 

analyzed 怜ronbaruryg_stheorie- points out that 陪reinbarungen，which form the legal bases of 
internatio!l.~l regimes， Lj'j ι訂 enot abrogated by the outbreak of w訂 betweensome or all of the parties bound 

by themソ40 This conclusion can a150 be derivedラ however，from TriepelラSoriginal 防reinbarungstheorie.241

36.2 1n addition， Dr. Silja Vaneky argues in his recent monograph that 'peacetime environmental treaties' 
(frieじたns-umweltsvolkerrechtliche陀rtrage242)regulating the protection ofぽ easbeyond national jurisdiction 

or of common goods (e.g.， climate， the ozone layerヲ andbiodiversity) - which seek to serve the interests of 
出einternational communi砂 asa whole - are sufficiently similar to treaties establishing ‘objectiveラ

territorial regimes
243 

andラ therefore，出eycontinue to be in force even during wartime. 

37. More importantly， however， it must be pointed out that international r己gimes，which訂 eby now 

institl!~d with permanent and multilateral organs similar， albeit not identical， to international unions/44 

coulcf4S or ought to in the normative senseヲ246 survive w紅 白 armedcoぱlict.We may say that this is 

analogous to treaties establishing international organizations， which are today deemed not to be affected by 
the occuπence of war or armed conflict. 247 

Repo巾 ofTrialsofWar CriminaJs， VoJ. vm (1949) 66 (15 Annual Digest andR己portsザPublicInternational Law Cases (1948) 
646); US Departm叩 tof the Army， Law of Land 助ゲare[FM 27・10](JuJy 1956) 3; Yoshida， supra note 67， at 24 and 54 e( seq.; P 

Weidenbaum (Weiden)，‘Necessity in Intemational Law'， 24 Transaclions 011he GroliωSociety (1938) 105; N. C. H.臥mbar，‘The

Significance of MiJitary Necessity in the Law ofWar'， 67 Juridical Review (1955) 201. on the importance of military ‘manuals' in 
intemationallaw-making， s田W.M. Reisman and W. K. Lei包au，‘MovingIntematiαlal Law from Theory to Practice: the Role of 

Military Manuals in Effectuating the Law of Armed Conf1ict'， in H. B. Robe託son(ed.)， Inlernational Law Studies 1991 (The Law of 

Naval Operations) 1 

238 S閃 supraparas. 24-25 

239 See supra paras. 20 et seq 

240 McNair， slψra note 111， 752 (1ρrd McNair uses the German terminology 防reinbarongen).S閃，also， Kunz， supra note 212，44; 

D. Schindl巴r，‘1stdas Neutralita.tsrecht noch Teil des universellen Volkerrechtsア， in Ginther， supra note 2， 395 

241 See Triepel， supra note 119，88，臼yingthat '1st durch Vereinbarung ein Rechs臼包 geschatfenworden， so kann er auch nur 

durch Vereinbarung wieder aufgehoben werden'. See， also， Klein， Sllpra note 17，78. 

242 Dr. Silja Voneky seems to use this terminology in almost the same way to mean‘environmental treaties' in English. on this 
point， sαVoneky (2001)， SlJpra note 235，2 (referring to Bimie and Boyle， supra note 76)叩 d76 el seq. If the term Is to be 
employed一部 叩 autonomousor separate legal concept - at all， logically sp伺 king，the very unusual term 
'kriegs-umwellsvolkenでcht/icher令rlrage'(wartime environmental treaties) may also have to be defined 

lt is not certain， for instance， that to which categorγthe 1954 UNESCO Convention for the Protectiα1 of Cultural Prope付yin the 

Event of Armed Conf1ict and its Protocols belong. See Sands，却'Pranote 98，312. Texts reproduced in Roberts and Guelff， supra note 
36，372・3，and381μ1(1999) 769. on the scope of these instruments， see， also， A. Gioia，‘The Development of Intemati∞al Law 

Relating to the Prot民 tionof Cultural Prope町 inthe Event of Arm吋 Conf1ict:The Se∞nd Protocol to the 1954 Hague Convention'， 

XI Ita/ian Yearb∞k of Inlernalional Law (2001) 25， 30-1. 

243 Vaneky (2000)， Sl'pra note 235， 205 et seq. and 224; idem (2001)， slそpra.note 235. on the whole， his arguments rely upon an 

‘Analogy' (analoge Anwendung) in the scien∞of lntemational Law between environmenta1 treaties釦 dother intemati∞al tr回 ties

(e.g.， human rights treaties) and， therefore， Dr. Vaneky does not necessarily deal directly with the changingjudicial nature of 

intemational regill1es or 始reinbanmgen.on the Analogy in the science of International Law， see， especially， Bleckmann， supra note 
57，92 et seq. (with fu巾 erreferences); H. Lauterpacht， PげvaleLaw Sources and Analogies olInlernational Law -withそpecial
re戸rence10 inlernafional arbifrah'on (1927) 

244 See .mpra paras. 22 et seq 

245 Even during the World War II， for exanlple， the following international entities were able to continue their work: the 
lntemational Union for the Publication of Customs Tariffs (Iocated in occupied Brussels， Belgium); the Bureau ofWeights叩 d

Measures (1ωated in ∞cupied France at Sevres); and the Intemational Institute of Agriculture (located in Rome， Italy). The United 

Sta!es continued to receive publications by the Intemational Institute of Agriculture， even though Italy w部叩 enemyState of the 

USA. No State lost its membership. Dr. McIntyre notes that: 'The convention of 1905 and the lnstitute it created continued 10 exist 

throughout the war and only terminated when a subsequent t同 atybrα19ht them to an enぜ.For a comprehensive review， see， in 

particuJar， McIntyre， Slψra note 202; H. J. Tobin， The Termination ofMullipartile Treaties(1933) 78・79何p.DrR込nk(SlJpra no!e 

217) tells us that‘non-political' treaties， including unions， generally remain in effect 

246 For a doctrinal analysis， see， especially， K. Strupp，‘Infemationale Verwaltungsgemeinschaften'， in idem， supr，αno!e 25， Vol. 1， 

573， 576 (Einj7us des Kriegs auf bestehende VG); Ruhland，‘mpra note 223，98・1∞See，als叩0，Rap戸IS路ar凶di
381 el seq. 

247 See， e.g.， Delbruck， SIψra note 222， 312; Schindler， slψra note 240， 395; D. AlIand，‘Droit des traites'， in Droit inlernational 

public (2000) 256; 1. Detter， The Law of War (2000) 346-8. Cf. Bastid， sl伊ranote 55，214， who seems to indicate the possibility of 
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on this point， it is ¥vorth remembering that Article 6 of the Resolution onιthe effects of紅medconflicts on 
treaties' adopted by the lnstitut de droit international (1985) states出at c [ a] treaty estab lishing an 

intemational organization is not affected by the existence of an剖τl1edconflict bet、Neenany of its parties' ，248 

C lnternational Regimes in Action 

11nternational R毛gimefor the Protection of the Stratospheric Ozone Lαyer 
38. One of the most successfu1249 intemationa1 regimes in the area of global environmental protection is 

the international regime for the protection of出estratospheric ozone layer (hereafter referred to as 'the ozone 
layer protecrion regimピ).25

39. There is no doubt that this regime has provided， to a greater or lesser extent， a helpful model for the 
仕切rieson global warming:251 出euse of a fonnal non-compliance procedure; 252 the approval of the 
common-but differenriated 民 sponsibility253 (or responsibilities) between developed and developing 
countries;釦 d出eimplementation of financial assist加 ceand bilateral or multilateral technology transfers 
and of joint implementarion. Professor Lang has noted that， among some major se!ected environmental 
agreementsラ thisregime seems most strongly to deviate from traditional internationallaw concepts.254 

Significantly， the ozone layer protection regime has recently began to build up a connecrion with the 
globa1 warming treaties (or 吋gime(s))and now it deals with issues relating to nonωozone depleting 
substances (ODSS255) having high global warming effects: hydrofluorocarbons (HFCs) and perfluorocarbons 
(PFCS)256 designatedヲ bythe 1997 Kyoto Protocol (Annex A)257 as greenhouse gases (GHGs) (e.g.， 
Decision Xl16 on the Implementarion of the Montreal Protocol in light of the Kyoto Protocof58) 

suspenslOn. 

248 Res. adopted by the Institute at its Helsinki Session August 20・281985， Annuaire de I 'Institul de droit inlemational， Vol. 61， 

Tome II (1985) 280 (italics叩 pplied).Cf. Article 10 of a draft 陀 sollltionin Annuaire de 1 'Inslitul de droil inlemational， Vol. 61， 

Tome I (1985) 27 

249 See Yoshida， supra note 99， 279 et seq.; Andersen and Sarma， supra note 1，346 et seq. Political scIentists also take a similar 

view. See， e.g.，日.Breitmeiter，‘Entstehllng und Wandel des globalen Regimes zum SchuロderOzonschicht'， in Gehring and 

Oberthur， supra note 15，39-43; J. Wettestad， 'The Vienna Convention and Montreal Prot∞01∞Ozone-Layer Depletion' in 
Envi・ronmenlalRegime瓦砕cfiveness:Confronting Theoη wifh Evidence (2002) 145. 

250 S回 Yoshida，supra note 99; UNEP/0zL.Pro.7尽NF.l(Proce吋ingsof the Intemational Workshop ∞the Ozone treaties and 

Their Influence on the Building of Intemational Environm切 talRegimes coordinated by Professor Winfried Lang， Vienna， 4 

December 1995) 2 et seq. 

251 on this point， s∞S. Oberthur and H. E. 0民TheK戸 loProtoco/(1999) 282; Lang (1991192)， supra note 2，174 (noting that: 

'The ozone depletion is not only a model for the regime on global warming bllt also a part of it， becallse chlorof1uorocarbons play a 

major role in global warming'); Benedick supra note 1，327-8; P. G. Le Prestre， J. D. Reid and E. T. Morehouse，寸heMontreal 

Regime: A New Model for Intemational Cooperation on Global Environmental Issues?'， in Protecting fhe Ozone Lの貯:Lessons， 

Models， _and Pro乎ects(1998) 1; Sand，‘The Montreal Regime: Sticks and Carrots'， in ibid.， 108. For a recent analysis， see L. Thoms， 

‘A ComparativeAnalysis ofIntemational Regimes on Ozone and Climate Change with Implications for Regime Design'， 41 

ColumbiαJoumalofTransnαtional Law (2003) 795. 

252 See G. Loibl， 'Compliance with lntemational Environmental Law -The Emerging Regime under the Kyoto Prot∞01'， in W. 

Benedek， H. lsak and R. Kicker (eds)， Developmentαnd Developing InternationaI Law European Lαw (1999) 268 et seq.; M. A. 
Fi包mauriceand C. Redgwell，ιEnvironmental NonωCompliance Procedures and lntemational Law'， XX泊 N刀1.(2000) 35. 

253 on this concept， see Birnie and Boyle， supra note 98， 100-4; C. Redg'附11，InfemationaI Trusfs仰 dErrvironmenta/ Protection 

(1999) 140ムB.Kellersmann， Die gemeinsame， aber differenzierle防rantwortlichkeitvon IndusfriestaαI印刷d

Entwicklungslandemfur den Schutz der globalen Umwelt (2000) Ch. 2 and 7 

254 W. Lang，ιDieAbwehr weitr註llmigerUmweltgefahren， insbesondere durch internationale Organisationen'， in Umweltschutz im 

Volkenぢchtund Kollisionsrecht (Berichte der Deutschen GesellschaftぬrVolkerrecht， Heft 32) (1991) 57， at 63 el seq 

255 Such substances controlled by the Montreal Ozone Protocol inclllde chlorof111orocarbons (Ann. NGroup 1)， halons (Ann. 

NGroup Il)， other白lIyhalogenated CFCs (Ann. BIGroup 1)， carobon tetrachloride (Ann. B/Group II)， 1，1，1・trichloroethane(Ann. 

B/Group II)， HCHCs (Ann. C/Group 1)， HBFCs (Ann. C/Group II)， bromochloromethane (Ann. C/Grollp III) and methyl bromide 

(Ann. EンGroupI). 

256 HFCs and PFCs are used， in many contracting parties， as sllbstitlltes for ODSs 

257 Text reproduced in 37 ILM (1998) 22 

258 UNEP/Oz札Lし.P針ro/l叩0/9(σ3 December 1998め)， 30帽-1，r向eprod山u印 din UNEP，H仰 d品'boωokJ戸ort的heIntemαωωIμi仰O印n悶dαITi升re印αat的iesJ戸or1，め'hμeProりI必ectiω「包'0フ
Qザfth舵eOzone L の砂J氾抑e伊r(20∞03) 27η3-4; UNEP/OzL.Pro/lO/Results， 1. See， also， Yoshida， suprα note 156， at 284 舗6 
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However，ぉ f訂 asthe purpose of this article is concemed，259 it wiI1 be sufficient here to briefly 
summarize some of出isregimeラsaspects. 260 

40. The oZ，?!，1e Iayer protection regime is created by the 1985 Vie1ll1a Convention for the Protection of the 
Ozone Layer

L01 

and Its 1987 Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer.262 In spite of 
early skepticism posed by some developing countriesラ263as of 20 January 2004， 187 countries have ratified 
the Convention and 186 have ratified the Protoco1.264 lt is important to note that this includes all the 
developed countries - some of which initially rejected any legally binding control meas町 出 (!)265_ and 
most of the developing countriesヲincludingBrazil， China and India. 

As far as developing countries訂 econcemed， this near universal adherence to the ozone regime hぉ been
found to 竺汀~Iated with the stringent trade restrictions on ODSs provided for in Article 4 of the Montreal 
ProtocoL山 01 川市enthe trade controIs for non-parties fully came into force (during恥 periodfrom 

mid・1990to mid-1993)， the number of developing countries that ratified the Protocol roughly doubled_268 
ln this respect， of courseラ thevalue of the Multilateral Fund (1伍F)ヲ269established under Artic1e 10 of the 
Montreal ProtocoI， should not be underestimated. 

41. To date， the ozone layer protection regime has the following organs: the Conference of白eP訂 tiesto 
the Vienna Ozone Convention;270 subsidiary bodies of the Conference/71 the Ozone Secretariat for the 

259 See supra para. 3 

260 For a comprehensive review， see J. Brun汀mnげInる白e，AcidRai加fヤ切nαandOzoneDとepl.μetωi向'on:Intたem符1αati白;匂onalLm予vanη1dRegul.αωtiω (1989) Ch. 6仇i 

Yoωsぬhiηid也a，‘m悶rpranote 99玖;0悦ヲ S1.叩Jψrpr.αnot怜e13; Lang (1989)， supra note 2， 103・10;S. Oberthur， Umweltschutzゐ.trchinlemationαle 

Regime: Interessen，防mandlungsprozesse，的'rkungen(1997) Ch.3. 

261 Text in UNEP， S1ψra note 258，37. For a detailed analysis， see， e.g.， Yoshida， supra note 99， 45・80

262 Adjusted and amended by the Second Meeting ofthe Parties (L∞don， 27・29June 1990) and by the Fourth Meeting ofthe 

Parties (Copenhag∞， 23-25 Nov巴mber1992) and further adjusted by the Seventh Meeting of the Parties (Vienna， 5・7December 

1995) and further adjusted by the Ninth Meeting ofthe Parties (Montreal， 15・17September 1997) and by the Eleventh Meeting ofthe 

Parties (Beijing， 29 November -3 De∞mber 1999). Text in UNEP， supra note 258， 37. on the negotiation pr∞ess of the Montreal 

Protocol， see， e.g.， Yoshida， S14pra note 99，83 e( seq 

263 See， e.g.， Benedick， supra note 1， 100 

264 Information provided by the Depositary， the United Natioos Offiωof Legal Affairs， New York， as of 23 August 2∞4 via the 

UNEP Ozone Secretariat. The London Amendment is ratified by 174 countries; the Copenhagen Amendment by 162 countries; the 

Montreal Amendment by 119 countries; the Beijing Amendment by 78∞untries 

265 'Because there remain a number of scientific uncertainties conceming the中田ti∞ofthe depletioo of the ozone in the 

stratosphere， we consider it premature to ta.ke regulatory measures， in the form of a treaty， for the protectiα1 of the ozone layer， which 

would impose legal obligations up∞the ∞ntracting parties'. Text submitted at the UNEP Ad Hoc Working Group ofLegal and 

T echnical Experts for the Elaboration of a Global Framework Con vention for the Protection of the Ozone Layer (Stockholm， 20・29

January 1982) in UNEP八N'G.69/CRP.I(22 January 1982)， para. 4. 

266 See， e.g.， R. Twum-Barima and L. B. Campbell， Protecting the Ozone Lのぞrthrough Trade .Measures: Reconciling the Trade 

Provisions oj the Monl陀 alProtocol and the Rules ojthe GAIT (1994) 99-101. See， also， W. Lang，‘Trade Restrictions as a Means of 

Enforcing Compliancεwith Intemational Environmental Law: Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer'， in R 

Wolfrum (ed.)， Enjorcing Environmentα1 Standar.ゐ・ Economic}.{echanisms as貯めたMeans?(1996) 272; D. Brackヲ‘TheUse of 

Trade Measures in the Montreal Protocol'， in Prestre， Reid and Morehouse， supra note 251， 101-2; S. Schuppert， Neue 

Sfeuen.mgsinslmmenle im Umweltvolkerrechf am sei.平 ieldes }.{ontrealer Profokolls und des Klimaschutzmenubereinkommens 

(1998) 159・60
on the relationship between trade restrictions under environmental 紅白tiesand the GATT河口0，see， in particular C. Redgwell， 

'Trade Measures and Environmental ProtectIon'， in J. A. McMahon (ed')' Tr似た σndAgri・cullure:入Jegotialinga New Agreement? 

(1992)433. 

267 Professor Lang suggests that the trade restrictIons adversely affect the rule pacta tertiis. Supra note 254， 66 

268 Benedick， supra note 1，243. The number ofODS manufactures are limited (e.g.， DuPont) and many countries were dependent 
on its imports. See， e.g.， P. M. Haas，‘Banning chlorof1uorocarbons: Episternic Community Eflorts to Protect Stratospheric Ozone'， 

46 Infemational Organizati仰 s(1992) 187， 197; Andersen and Sarma， 51ψrσnote 1，353 

269 See， also， Decisions 1118 and IVIl8. S民 indetail， Yoshida， supra note 99ァ Ch.6; T. Gehring，今 l11amicIntemational Regimes 

Insfifutionsjor Intemational Environmental Govemance (1994) 287 et seq. For related decisions by the Meeting ofthe Parties， see 

UNEP， supra note 258， 226 et seq 

270 Art. 6. See Yoshida， supra note 99， 74・5.Its decisions are reproduced in UNEP， supra note 258， 16・34

271 The Bureau and a M回 IJng∞mposedof(a) GovemmentAtmospheric Research Managers and (b) Govemment Research 

Managers of research related to health and environmental eflects of ozone modifications. See Decision I16 
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Convention and for the Protocol; 272 the Meeting of the Parties to the Montreal Protocol; 273 the 

Implementation Committee
274 

of the non-compliance procedure (1998)/75 the MLF
276 

and its Executive 

Commi壮ee;277the MLF Secretariat，278 and other subsidiary bodies_279 
42. It is quite obvious出atthe ozone layer protection r句lmeserves出e general interests of the 

intemational community.280 During the negotiations of the 1985 Vienna Ozone Convention held on the tenth 

anniversary of the United Nations Conference on出eHuman Environmene
81 (l応~CHE) in Stockholmフ one

Swedish delegate suggested出at:

'The serious hazards to a11 manking [sic] and to the biological production， capacity of出eea吋1，which would result 

from a depletion of the ozone layer， were truly global出reatand must therefore be a matter of global concern. If and 

when a global convention for the protection of the ozone layer came into force， it would represent a major 

break-through in international environmental co品operation，in the sense出at出eworld commun旬、，vouldhave declared 

its detennination to take action before a serious global environmental出reatmaterialized'. 2幻

In addition， albeit the texts of neither the Convention nor the Protocol refer to a 'common concemヲ of

mankind
283， it is only logical to出 at'the ozone layer'284出 havingthis new legal status.

285 

2 Chemical椛 aponsConvention Regime ，. 

43. It was not until the conclusion and coming into force of the 1993 Convention on the Prohibition of the 

Development， Production， Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction286仏ereafter

refe汀edto郡白 'CWC')that an international regime on chemical weapons (CWs) came into existence. 
Now， many commentators regard the convention as aι詑glmeヲ出 (the science of) intemationallaw. 287 

272 Art. 7 (Convention)組 dArt. 12 (Protocol). See Yoshida， suprαnote99，75・7.

273 Art. 11. For 出向nctionaldevelopments， s∞Yoshida， supra note 99， 107・16.

274 Decision II15. See Yoshida， suprαnote 99， 190・95;UNEP， supra note 258， 187岨90.

275 Ann. II ofthe Report ofthe Tenth Meeting ofthe Parties， reproduced in UNEP， suprαnote 258，295. For its operations， see， e.g.， 

O. Yoshida，ιSoft Enforcement ofTreaties: The Montreal Non-Compliance Procedure and the Functions ofthe Intemal Intemational 
Institutions'， 10 ColoradoJoumal ofL泣 P(1999) 95; Ehrmann， supra note 193， 182 et seq. 

276 on juridical personality， privileges and immunities， se怠Decisi∞VI1l6.

277 Art. 10 para. 5. S切， al50，UNEP/OzL.ProAxCom/l0/40， Ann. 1， para. 27; Yoshida， supra note 99， 25ト54.

278 Ann. IX ofthe Report ofthe Fourth Meeting ofthe Parties，戸ra.18，1叩 rQducedin UNEP， supra note 258， 299. on the 
privileges and immunities， see Decision VI/16. See， also， Yoshida， supra note 99， 254・5

279 For e潤 mple，the Bureau， the Open-Ended Working Group， the Technical and EconomicAssessment Panel (TEAP)， the 
ScientificAssessment Panel and the Environmental E百ectsAssessment Panel. 

280 See， in particular， Brunn民 supr，αnote260， 259悟60;Redgwell， suprαnote 253， 184; Kiss and Shelton， supra note 98， 250 el 

seq.; Y05hida， suprαnote99，51-4 

281 See， e.g.， Birnie and Boyle， supra note 98， 38-40. 

282 UNEPIWG.69/10 (Ad Hoc Working Group ofLegal and Technical Experts for the Elaboration of a Global Framework 

Convention for the Protection ofthe Ozone Layer， Stockholm， 20但 28January 1982)， para. 3 (empahsis deleted). 

283 See supra para. 25. 

284 It is defined as:‘the layer of atmospheric ozone above the planetary boundary layer' (Art. 1 para. 1 of the Convention) 

285 For an extensive discussion， s切Yoshida，supra note 99，60-2. 

合 Theauthor would like to thank Ms Lisa Woollomes Tabassi， Legal Officer， OPCW， for her helpfuL suggestions on a draft ofthis 

section (personal interview， 26 May 2004). He also has benefited from discussion with Professor Dr. Eric P. J. Myjer， ofUtrecht 
University， Faculty of Law. 

286 Text reproduced in Tabassi， supra note 169，4. 1t entered into force on 29 April 1997 

287 See， in particualr， M. Nishimura， 'Kagaku Heiki Kinshi Joyaku no Kinri Gimu Kozo' [The Chemical Weapons Convention as a 

Regime: 1ts Compliance Mechanism]， 17 Kokusai K，αnkeiron K聞かu[S旬dieson Intemational Studies， Tokyo University] (2001) 1; 1. 
B. Zucker， 'The Instance of Chemical Weap∞s Control'， in T. M. Frank (ed.)， Delegaling Slale Powers;・Theιf/ect ofTreaty Regimes 
on Democracy and Sovereig;の(2000)95. See， also， N. Ronzitti，‘Relations between the Chemical Weapons Convention and Other 
Relevant Intemational Norms'， in D. Bard∞net (ed.)， La Convention sur I'interdiction ell'eliminafion des annes chimiques: une 
percee dans I 'entrepバsemultilaterale du desarmement (1995) 167， 180， who suggests that the CWC resembles a‘self-contained 
regime'. 
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44. Prior to this global disannament treatyヲ respondingto chemical warfareラ288the 18ヲ9Hague 
Declaration concerning Asphyxiating Gases (IV/2)/89 the 1922 Treaty relating to the Use of Submarines and 

Noxious Gases in Warfare (Washington Treaty)グoand the 1925 Geneva Protocol for the Prohibition of the 

Use in War of Asphy九iatinιPoisonousor Other Gasesラ andof Bacteriological Methods of Warfare291 

(hereafter refe汀edto as the 1925 Geneva Protocol) had already been adopted
292 

andヲ exceptfor the 1922 
Washington Treaty，293 entered into force. 

Howeverラtheseclassic instruments are the law似 ofwar- or， strictly speaki略 'thelaw(s) ofThe Haguピ
conceming means and methods of warfare - whichラ although'multilateral'，訂eto be applied in bilateral 
relations (i.e.， a multilateral treaty that is bilateraP94) andラ部 hasbeen already argued，29コtheyぽeusually 

unable to establish international regimes in the present sense. 

45. It is often said that the CWC is the f1fst disarmament仕切守 (witha 'compliance脚control'system) 

negotiated completely within a multilateral forum/96 namelyヲ theConference on Disarmamene97(CD) in 

which the US-Soviet co嗣 chairmanship(!)ラ whichreflected the cold w訂 tensionsof the time， had been 
abolished.

298 
Professor Serge Sur suggests that the CWC r己gimenow constitutes an冶rdrejuridique 

propreラ2円。r'l'avanc伐 laplus remarquable sur le plan multilateral' .300 

As of 30 April 2004ラ 162countries訂 eState Parties to the CWC and， thereforeヲ approximatelyeighty per 

cent of the countries in the world participate in this intemational r句ime，including the two largest possessors 
of CWs (the USA

301 
and the Russian Federation302)， the major chemical producing or expo巾ngWestem 

European countriesラ andmany of the m勾ordeveloping countries with any notable chemical production 
capacity.303 

288 on this subject， see， in particular， 1. L. Kunz， Gωkrieg und VolkerrechJ (1927); A. Boserup， The Problem ofChemical and 

Biological 恥ゲà~ (1973); M. Bothe， Dαs völker~chtliche 防rbotdes Einsatzes chemischer und bakteriofogischer fVaffen: Kritische 
Wurdigung und Dokumenlation der Rechtsgn.mdlagen (1973) 

289 Text reproduced in Schindler and Toman， supra note 36， 105. It entered into force on 4 September 1900. 

290 lbid.， 877， Art. 5 

291 Text repr吋ucedin Schindler and Tom釦 ，supranote 36， 115; Roberts and Guel百，supra note 36， 158. 

292 See， also， the t 9 t 9 Versailles Peace Treaty (Art. 171). 

293 The t出 atydid not enter into force. It is said that this is because of doubts conceming with the provisions on submarine warfare 

See OppenheimIL丘uterpacht，supra note 209， 342. As far部 Franceis concemro， its non働ratificati∞ wasnot n民 es回口ly∞ncemro

wi出Art.5. Kunz， supra note 288， 48; Bothe， supra note 288， 100. 

294 B. Simma，‘From Bi!atβralism to Community Interest in International Law'， 250 RdC (1997) 220，336. Seε， also， idem， above 

158， 84 el seq 

295 See supra para‘ 28. 

296 Department for Disarmament A百airs，Uni/ed Nafions Disamwment Yearbook， Vol. 25: 2000 (200 1) 75. on the negotiation 
process ofthe CWC， see， e.g.， Robinson，‘The Negotiation on the Chemical W，回ponsConvention: a Historical Overview'， in M. 

Bothe， N. Ronzitti and A. Rosas (eds)， The New Chemical椛 αponsConvenlion -lmplementation and Prospects (1998) 22 et seq・;T.
Bemauer，刀leChemistry of Regime Formation: Explaining lntemafional Cωperation for a Comp阿佐nsiveBan on Chemical 

砂金apons(1993)25-30 

297 The CD， established in January 1979， is now open to the five nuclear States and other thirty助 fiveStates. These coun出esbelong 

to one of the following three categories: (i) the Group of 21 (n∞-aligned countries); (ii) the Group ofWestem States; and (iii) the 

Group of East European States of the fonner Socialist Group. For an overview， see L叩 g，‘Abrustungsfragen二inF. Cede and L 

Sucharipa-Behrmann (eds)， Die Ve陀 infenNationen: Recht und Pr似 is(1999) 120ぺ.

298 on this凶int，see i-杓rldAnnamenlsand Disamtement: SIPRl Yearbook 1979 (1979) 516. During the Cold War period， genuine 

disarmament was out of question. H. Neuhold，‘Intemational Security and International Law: A Difficult Connecti∞， ， in G Baechler 

andA. Wenger (eds)， Confli訂正1I1dCoopera!ion: The lndividual betweenldeal and Reality -FestschriJt In honor of Kurt R. Spillmann 
(2002) 235. 

299 S. Sur，‘Conclusions genemles'， in Bardonnet， supra note 287， at 616-7 

300 S. Sur，‘DroIt de la paix et de la securite intematIonales'， in Combacau and Sur， supra note 10 1，694. 

301 At the end of 200 1， twenty-five per cent of the 31 279.74ぺonneCW stockpi1e (as declared to the OPCW) had been destroyed. 

SlPRl Yearbook 2002: Armamenfs， Disarmament and lnternαtional Securiり(2002)686. 

302 CW destruction assistance has provided by Canada， the EU， Finland， France， Gemlany， Italy， the Netherlands， Sweden， 

Switzerland， the USA and the UK. Ibid.， 691 et seq. For a discussion， see 1. Hart and C. D. Miller， Chemical Weapon Destruction in 

Russia: Political， Legal and Technical Aspecls (1998). 

303 The following countries have not even signed: Angora， Antigua and Barbuda， Barbados， North Korea， Eめ'pt，Iraq， Lebanon， 

Niue， Solomon Islands， Somalia， Syria and Vanuatu (部 at14 March 2004)‘At the First Review Conference， strong statements were 
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46. Under the CWC regime， each State P訂 tyundertakesヲ 'neverunder αny circumstαnces ，/04 not to 
developラ produceヲ acqmreヲ stockpileフ retainor廿加点王 directlyor indirectly， 'CW sラ305;not to use CWs; and 
not to assIst or encourage others - inc1uding norトStateactors - to engage in any activity prohibited by the 
Convention.306 Parties will also des位。yCWsラ aswell as CW production facilities， in a11 areas under their 
jurisdiction or con仕01ラorwhich出eyhave left in the territory of another State Party (i.e.， not the territory of a 
nonゃarty).307

47.1 So far as the use of the weapons (including the prohibition of belligerent reprisals308) is concerned， 
the CWC is not a mere disarmament treaty r己gime:309it is， in a limited senseヲ thelaws of chemical warfare 
developed from出e1925 Geneva Protocolラ wherebythe institution of belligerent reprisals has been 
legitimised by a number of reciprocal reservations3lO. (In con甘ast，出e1972 Convention on the Prohibition of 
the Development， Production and Stockpiling of Bacteriological and Toxin Weapons and their Destruction 
does not contain a similar provision on出euse ofbiological weapons (BWS).311) 

47.2. Howeverヲ itmust be saidラ asProfessor Christopher Greenwood points outラ thatthe CWC regime does 
not affect the right of States to retaliate 'by other means，.312 In addition， since the CWC in itself does not 
limit出eobligations undertaken under the Geneva Protocol，3¥3 such reservations regarding reprisals are stil1 
valid.314 

48. It is worth noting that， similar to出eozone layer protection 詑glmeヲ315international廿adein certain 
chemicals between Parties and norトPartiesto the CWC regime has also been restricted: (i)ζSchedule 1 
chemicals引 6 may not beなansfe汀'edto non-parties;317 (ii) 'Schedule 2 chemica1s引 8may not be transferred 

to or received from norトpartiesafter the en町 intoforce of the CWC (i.e.， 29 Aprilラ 2000);319and (iii) the 

made by the USA. See US Delegation to the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons， 'United States of America 
Natiα1al Statement to the First Review Confer口1ceofthe Chemical Weapons Con vention by Assistant Secretary of State for Arms 
Control， S. G. Rademaker'， 28 April 2003 

304 A Commentary notes that: 'The wording excludes any justificati∞for such activity， whether for self-defence in the case of 

attack with those weapons or in other exceptional circumstances'‘ Krutzsch and T悶 pp，supra note 42， 13 (3.1 on undertaking under 
subparagraph l(a)). See， also， L. Tabassi，ーImpactof the CWC: Progressive Development of Customary Intemational Lawand 
Evolution ofthe Customary Norm against Chemical W回 pons'，Quarlel今Joumal011he H arvard Sussex Programme on CB W 
Annament andAnns Limitation， No. 63 (March 2004) 2 et seq. 

305 Art. II defines CW  s as:寸oxicchemicals and their precursors， ex∞pt where intended for purposes not prohibited under this 
Convention， as long as the types and quantities are consistent with釦 chpu中部es'

306 Art. 1， para. 1. However， a prohibition of use of chemical weapons was not agreed by the earJy 1980s. See CD/CW IWP.19 (23 

April， 1981)， Ann. 1; CDICW IWP.33， para. 2 (28 ApriJ 1982) 

307 Art. 1， paras. 2， 3 and 4. 

308 on the notion ofbelligerent reprisals， see Yoshida， supra note 67; idem， 'Senji-Fukk:yu' [Belligerent Reprisals]， in Nihon 

Kokusaiho Gakkai [Japane鵠 S∞ietyoflntemational Law] (ed.)， Kokωai幽Kankei-H，δJiten[Encyclopedia of Intemational Relations 
Law) (2005， forth∞ming). But cf. E. David， Principes de droit des conflils annes (2002) 399. 

3ωSee， especially， E. P. 1. Myjer， 'Means and Meth吋 sofWarfare and the Coincidence ofNorms between the Humanitarian Law 

of Armed Conf1ict and the Law of Arms Control'， in 日間re，supra note 19，374 el seq. 

310 Such reservations are問 producedin Roberts and GuelfI， suprαnote 36， 165-7. Under the CWC， reservations to its Articles are 

prohibited (釘t.X氾1).

311 See， in detail， A. Z. Borda， 'The Threat and Use of Chemical and BioJogical W，伺ponsunder IntemationaJ Law' (unpublished 

Ph.D. dissertation， Malta University) (on file with author) (2003) 34 el seq.; N. A. Sims， The Evolulion 01 BioJogical Disannament 
(2001) 152-3. 

312 C. G持 enwood，'The Law ofWeaponry at the Start of the New MiJlennium'， in M. N. Schmitt and L. C. Gr∞n (eds)， The Lawザ
Anned Conflicl: Jnto向 NextMilJennium (1998) 212. See， aJso， Sur， suprαnote 299， 617 

313 Art.刃 II.

314 lt Is interesting， however， that France excluded such reservation at the time ofthe GulfWar. SlIr， suprαnote 300， 694. For other 

countries， see Sims， supra note 311， 152・7.

315 Art. 4 ofthe Montreal Protocol. See supra para. 40. 

316 Ann. on Chemicals in Tabassi， supra note 169，33イ;Krutzsch and Trapp， supra note 42， 254-5 

317 VerificationAnn.， Part VI， B 3 and 4 in Tabassi， supra note 169，80; Krutzsch and Trapp， supra note 42， 413. 

318 Ann.∞Chemicals in Tabassi， suprαnote 169，34-5; Krutzsch and Trapp， supra note 42， 255幽 6.

319 Verification Ann.， Part VII， paras. 31 and 32 in Tabassi， supra note 169，87-8; Krutzsch and Trapp， supra note 42， 432 
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transfer of 'Schedule J chemicals ，320 to nOIトpartiesare subject to the same restrictions邸前 Schedule2 
chemicals (during the interim period before 29 April 2000) and the Conference of the States Parties isω 
consider 'the need to establish other measures'. 321 

百lesetrade restrictions on the scheduled chemicals have been one of the important reぉons出atsome 
developing countries - for example， AIgeriaラ Morocco，Tunisia and South A企ica322- decided to join in 
the CWC regime. For other developing countries which have limited or no trade in these chemicalsラArticles
X and XI regarding 'assistanceヲ323or protection against CW s and teclmology transfers have provided a great 
incentive to ratify the Convention山Itseems therefore， as with the cぉesof the Tlatelolco Treaザお andof 
出eozone layer protection regime326， that the parties to the CWC r己gimehave tried to achieve the stated 
objectives of the convention in its Preamble without any violation of the pacta tertiis principle. 

49. 'Compliance網 control，327with the CWC regime has been administered by the Organization for the 
Prohibition of Chemical Weapons (OPC¥¥つ328located in ηle Hague， the Netherlands. This intemational 
organization329 was established ‘to achieve the object and pu中oseof出isConventionヲ toensure白e
implementation of its provisions， including those for intemational verification of compliance with it， and to 
provide a forum for consultation and co-operation among States Parties' .330 It is said that the OPCW is the 
first global organization created exclusively for supervising an armト∞n仕01treaty.331 

It is composed of (i) the Conference of States Par甘es，332(ii) the Executive Councie33 (iii) the Technical 
Sec陀 tariatラ334and (iv) other subsidiary organs such as the Scientific AdvisOIY Boardヲ335出eConfidentiali守
Commission336 and the Advisory Body on Administrative and Financial Matters337. 
In over 1，000 chemical weapons-related inspections， the OPCW have verified the destruction of more than 

8.5 million munitions and containers， as wellぉ over8，600 metric tonnes of chemical agent.338 All of the 64 
chemical weapons production facilities - declared by 12 State Parties - have been deactivated， destroyed 

320 Ann α1 Chemicals in Tabassi， supra note 169，35-6; Kru包schand Trapp， supra note 42， 256・7.

321 Verification Ann.， PalτVlII， paras. 26 and 27 in Tabassi， supra note 169，91; Kru包schand Trapp， supra note 42，449. At the 
time ofwriting，‘other mea回 res'have not been adopted. For further details， see N. Ronzitti，‘Economic and Technological 
Development and Trade in Chemicals'， in Bothe， Ronzi出 andRo回 s，supra note 296， 533 

322 1. Anthony and J. P. Zanders，‘Multilateral Security-Related Export Controls'， in SIPRI Yearbook1998: Armaments， 

Disannamenl and Jnlemalional Secuげか(1998)391 

323 SeeArt. X para. 1 

324 Anthony and J. P. Zanders， supra note 322， 392. 

325 See supra para. 14 

326 See S!ψra para. 40 

327 See supra para. 30. In the context ofthe CWC，ぉe，III paロicular，E. P. J. Myjer，‘Supervisory M民 hanismand Dispute 
Settlement'， in J. Dahlitz (ed.)， Avoidance and Seftlement oj Arms Conlrol Disputes (1994) 149; Nishimuraヲ supranote 287; idem， 

‘Constraint on出eSovereignty in Disarmament Treaty -A Legal Analysis ofthe Chemical Weapons Convention'， in H. M. Hensel 
(ed.)， Sowrτignty and Ihe Global Community (2004) 55. 

328 For an overview， see Bardonnet， S!lpra note 287; A. de G凶 ry，'the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons' ， in 
Bothe， Ronzitti and Rosa'i， supra note 288， 119 

329 See supra note 105 
330 Art. VIII， para. 1 

331 See E. P. J. M刀er(ed.)， Jssues oj Arms Conlrol Law and Ihe Chemical励。rpo町 Convention:Obligations lnfer Se and 

Super仰VlばsoηηJ寸M，命echσa11.η1
‘1nt怜ema叩tion沼叫a討Idis臼armam巴entor培巴al1lzaれ。n'(→ S幻1.1伊rprαnote 105) 0ぱfamor閃ege叩ne釘ralcharacter. See N. Pelzer， ‘IAEA-International Atomic 
Energy Agency'， in Wolfrum， SI伊ranote 6， VoI. 1， 646 

332 Art. VllI， B. 

333 Art. VIII， C 

334 Art. VlIl， D 

335 Aバ.VIII， B (paras. 21 (h) and 45). 1 ts Terms of Reference and Rules of Procedure are 陀 producedin Tabassi， supr，αnote 169， 

486 el seq 

336 Ann. on the Protection of Confidential Informatiol1， para. 23 in Tabassi， slψra note 169， 105 el seq.; Kru包schand Trapp， supra 

note 42，507 el seq. Its Rules and Operating Procedures are reproduced in Tabassi， supra note 169，494 et seq 

337 See Regulation 15.1 ofthe OPCW Financial Regulations (C-IID民 3)‘EstablishmentoftheAdvisory Body on Administrative 
and Financial Matters、(EC引 /DEC.1) in Tabassi， supra note 169， 513-4. lts Rules of Procedure in ibid.， 514-6 

338 OPCW， 'Chemical Weapons Ban enters Eighth YI伺 r'，Press Release (The Hague， 29 Apri12004) 
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or converted. OPC羽rinspectors also inspected declared chemical industrial sites in over 650 industrial 
inspections in 63 States Parties to ensure出atthese facilities do not engage in any activity that is prohibited 

by the Convention.339 By the time of writing， no request has been made for 'challenge inspectionsヲ 340341

50. 1t is often said出atthe law of紅 mscontrol is applicable only in peacetime. For instance， Dr Henri 
Meyrowitz has noted， in his pioneering monograph，出atιledroit du desannement s' applique dans la paix， le 
droit de la gue汀 e，dans la gueπピ342However， as we have seen， it must be said出atthe CWC as an 
international regime will remain in efIect even in time of anned conflict. 

3.0utlook 

51.η1ere訂 enow two classes of ‘international regimes' in (the science of) international law: (a) 
ιobjective' territorial regimes (Statusvertragei43 created， mostly， for the old European public orde~44 and 
(b) intemational regimes for 'international public order'345ラ whichwe have considered in this article 

52. 1nterestingly， Professor Ingrid Detter de Lupis once noted that: 

'[I]n Intemational Law the term 'regime' has been used for long in a different way to loosely decribe [sic] the mere 
collective reg叫ationof certain factual situations […] one also speaks of 'the regirne of treaties' and of other訂 eas
without territorial connectionsヲ 3必

However， in light of the recent development of intemationallaw started at the end of the last cen加ry(e.g.， 

the evolution of global environrnental treaties represented by the ozone conventions347 and the chemical 
weapons convention348)， it is now possible， as we have seen， to identify international regimes in the latter 
sense (b). 
In addition， the preceding analysis should have answered， albeit not altogether satisfactorily， the three 

questions posed in the Introduction.349 

53. International regimes are， in short， a new specimen of Staatenverbindungen350 in rnodem intemational 
law (organisierte Staatenverbindungen based on 防reinbαrungen351) that is not abrogated by the outbreak of 
W紅 白 annedconflict. 352353 

54. The impact出Isnotion will have on the changing s仕uctureof intemational law - particul訂lythat of 
‘the Law of International Organizations' as a whole， cannot be ignored and， as we have seen， its symptoms 

339 Ibid. 

340 Art. IX， paras. 8-25. 

341 This may be partly due to the fact that the OPCW Technical Secretariat has contributed to‘dispute avoidance' in the context of 
arms∞ntrol. See Art. VIII， para. 40. 

342 H. Meyrowi包，Lesarmes biologiques ef le droil inlernational-Droit de la guerre el desarmement (1968) 134 (italics supplied) 

343 Paras.7・10.

344 For instance， the AJand lsJands case， supra note 46. 'The intention was to make the Convention concerning the demilitarization 
oftheAaland Islands into "European L仰"just出 otherprovisions did in the case of the T reaty of 1856 [...] lnd開 dthe Powers have， 

on many∞，casions since 1815，加des戸ciallyat the conclusi∞of peace treaties， tri吋 tocreate true objective law， a real political 
status the effects ofwhich are felt outside the immediate circle of∞ntracting parties' (italics supplied). Ibid.， at 17 (‘European 
character ofthe Convention'). See， also， supra para. 26. 

345 Jaenicke (196η，supra note 159. See， also， Kotera， suprαnote 155， 196 el seq. 

346 Ingrid Detter de Lupis， The Concept of International Law (1987) 40 

347 Supra paras. 38・42

348 Supr，αparas.43・49

349 Supra paras. 3 

350 S回 Kunz，supra note 133， 61 et seq. Supra para. 22. 

351 Strupp， supra note 151. Supra para. 23. 

352 Supr，αparas.33・37.

353 At the beginning ofthe last cen加の， infernational unions (→supra paras. 22-23) were regarded as a new form of 
Staatenverbinぬngen.S∞Kunz， supr，αnote 133，388 
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have already appeared in the teachings of some publicistS.3S4 

It n1Ust be saidヲthereforeうthatintensive studies on inlernαtional regimes訂 enow necessぉy.3SS

354 See， again， Bowefl s Intemalionallnslitulions.slψra note 26 

355 Professor Joseph Gabriel Starke suggests: 'In one ex∞ptiona1 case，juristic opinion does assume importance. Where there are 

no established customary or treaty rules in regard to a particular m凶 er，recourse may be had to jllristic opinion as an independent 

‘SOllrce'， in addition to the views expressed in decided cases or in diplomatic exchanges'目 Inlroduclion10 Inlemalional Law (1967) 
50， also cited in A. Bleckmann， Die Funklionen der Lehre im Vo/kef河 cht(l981)7必
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